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;:論::

::説::契
約
交
渉
の
破
棄
と
そ
の
責
任
(
四
)

ー
ー
現
代
に
お
け
る
信
頼
保
護
の
一
態
様
と
し
て
|
|

日

次

序
論
|
|
本
稿
の
課
題
と
対
象
、
視
角
と
構
成

第
一
部
日
本
に
お
け
る
議
論
の
現
状
と
問
題
点
(
以
上
、
四
二
巻
一
号
)

第

二

部

ド

イ

ツ

法

の

考

察

(

第

一

一

編

ま

で

、

四

二

巻

二

号

)

第

三

部

フ

ラ

ン

ス

法

の

考

察

(

第

一

編

ま

で

、

四

二

巻

三

号

)

第
二
一
編
「
契
約
交
渉
の
破
棄
」
に
関
連
す
る
法
理
論
な
い
し
法
制
度

補
論
ア
メ
リ
カ
法
の
概
観

第
一
一
編
「
契
約
交
渉
の
破
棄
L

と
関
連
問
題
に
対
す
る
古
典
的
理
解

第
二
編
「
契
約
交
渉
の
破
棄
L

と
関
連
問
題
に
関
す
る
展
開
と
現
状

(
以
上
、
本
号
)

池

田

清

治
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第
一
章

契
約
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題

(
本
)
契
約
を
特
に
成
立
と
い
う
角
度
か
ら
検
討
し
、
第
二
節
で
、
(
本
)
契
約
以
外
の
契
約
(
広
義
の
予
備
的
契
約
)
、
す
な

(
狭
義
の
)
予
備
的
契
約
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
一
節
で
、

わ
ち
、
予
約
(
匂
5
5
2
2
)
と
そ
れ
以
外
の

第
一
節

「
(
本
)
契
約
の
成
立
」
と
そ
の
「
成
立
形
態
」

「
(
本
)
契
約
の
成
立
」
と
そ
の
要
件

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
申
込
や
承
諾
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
な
い
が
、

条
件
L

を
四
つ
列
挙
す
る
。
そ
の
な
か
で
「
交
渉
破
棄
L

と
関
連
深
い
の
は
、
交
渉
と
「
契
約
の
成
立
」
と
の
分
水
嶺
た
る
£
旦
恵
(
同
意
)
」

と
い
う
要
件
で
、
そ
れ
は
申
込
と
承
諾
の
合
致
に
よ
り
成
立
す
る
と
さ
れ
る
(
次
章
参
照
)
。
た
だ
、
実
際
に
「
契
約
の
成
否
」
が
争
わ
れ
た

裁
判
例
の
多
く
は
、
「
後
日
契
約
書
を
作
成
す
る
と
約
定
さ
れ
た
」
事
件
と
「
付
随
的
事
項
に
合
意
さ
れ
な
か
っ
た
」
事
件
の
よ
う
で
あ
る
。

一一

O
八
条
で
寸
合
意
が
有
効
に
成
立
す
る
た
め
の
基
本
的
な

契約交渉の破棄とその責任 (4) 

原
則
論

「
契
約
の
成
立
L

が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
契
約
の
要
素
(
色
m
B
g
Z
2
2耳
目
己
的
)
に
合
意
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
諾
成
契

約
で
は
、
こ
の
合
意
が
あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
「
成
立
」
は
肯
定
さ
れ
、
後
日
契
約
書
を
作
成
す
る
と
の
約
定
や
付
随
的
事
項
(
色
m
B
g
g

m
R
O
E
O
-括
的
)
に
合
意
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
「
成
立
L

を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
当
事
者
が
「
契
約
の
成
立
」

を
右
の
事
柄
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
は
可
能
で
、
結
局
「
当
事
者
の
意
思
」
が
寸
契
約
の
成
否
」
の
最
終
的
な
判
断
基
準
と
さ
れ
る
。

(
1
)
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「
後
日
契
約
書
を
作
成
す
る
」
と
約
定
さ
れ
た
場
合

「
当
事
者
の
意
思
L

に
則
り
、
最
終
的
な
決
定
が
留
保
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
「
成
立
」
は
否
定
さ
れ
、
他
方
、
書
面
が
単
な
る
証
明
手
段
な

(
2
)
 



説

ら
、
「
成
立
し
は
肯
定
さ
れ
る
。
不
動
産
売
買
で
は
私
署
証
書

(
R
Z
8
5
8古
関
買
門
誌
)
で
合
意
し
た
後

(
g
B官
。
B
g
(仮
契
約
)
と

呼
ば
れ
る
)
、
公
正
証
書

(
R
Z
E
Eユ
の
)
を
作
成
す
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の

8
5胃
O
B
U
を
め
ぐ
り
寸
成
否
」
は
よ
く
争
わ
れ
る
。

論

付
随
的
事
項
に
合
意
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

当
事
者
が
締
約
す
る
つ
も
り
な
ら
、
「
成
立
」
は
肯
定
さ
れ
、
付
随
的
事
項
は
法
律
や
慣
行
(
ロ
g
m
o
)
に
よ
り
補
充
さ
れ
る
。
他
方
、
付

随
的
事
項
で
も
、
当
事
者
が
そ
れ
を
重
視
し
て
、
要
素
に
格
上
げ
し
て
い
た
場
合
、
「
成
立
」
は
否
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ

る
虫
』
ロ

E
E
Zロ(匂ロ
R
E
Z。
ロ
)
に
相
当
す
る
事
例
だ
が
(
第
二
部
第
二
編
参
照
)
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
こ
の
法
概
念
は
比
較
的
古
く
か
ら
知
ら

れ
て
い
た
。
ま
た
最
近
で
は
、
そ
れ
を
予
備
的
契
約
と
把
握
す
る
見
解
も
登
場
し
て
い
る
(
次
節
参
照
)
。

こ
の
よ
う
に
、
実
際
に
「
契
約
の
成
否
」
が
争
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
事
案
類
型
で
も
、
「
成
否
L

の
(
抽
象
的
)
判
断
基
準
は
「
当
事
者
の

意
思
」
に
求
め
ら
れ
る
。
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
二
つ
の
事
案
類
型
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

(
3
)
 

「
契
約
の
成
立
形
態
」

第
二
部
第
二
編
で
は
、
「
成
立
形
態
」
を
検
討
し
、
そ
れ
が
寸
申
込
承
諾
型
」
と
寸
練
り
上
げ
型
」
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
、
「
交
渉
破
棄
」

の
背
景
に
は
そ
の
う
ち
の
後
者
が
潜
む
こ
と
、
ド
イ
ツ
民
法
一
五
四
条
が
後
者
の
形
態
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
、
を
確
認
し
た
。
し
か
る
に
、

一
で
検
討
し
た
事
案
類
型
は
右
の
規
定
に
相
当
す
る
。
「
後
日
契
約
書
を
作
成
す
る
と
約
定
さ
れ
た
L

事
案
類
型
は
一
五
四
条
二
項
に
、
「
付

随
的
事
項
に
合
意
さ
れ
な
か
っ
た
L

事
案
類
型
は
同
条
一
項
に
、
各
々
対
応
し
て
い
る
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
「
成
立
形
態
」
は
既
に
前
世

紀
末
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
た
と
え
ば

E
S
Z
]
は
「
(
諾
成
)
契
約
の
成
立
時
点
」
と
の
関
連
か
ら
、
申
込
と
承
諾
に
よ
っ
て
契

約
が
成
立
す
る
場
合
と
個
別
的
な
事
項
に
関
す
る
取
り
決
め
を
積
み
重
ね
る
こ
と
(
烏

n
E。
5
2
R∞
留
守

2)
に
よ
っ
て
成
立
す
る
場
合
と

を
大
別
し
て
い
凶
(
こ
の
寸
申
込
承
諾
型
」
と
「
練
り
上
げ
型
」
を
区
別
す
る
見
解
(
即
、
そ
の
後
も
若
干
の
支
持
を
集
め
必
)
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
や
が
て
「
交
渉
破
棄
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
、
次
の
よ
う
な
示
唆
的
な
見
解
へ
と
結
実
す
る
。
「
『
申
込
の
撤
回
』
に
関
す
る
原
理
が
主
に

北法42(4・4)962



隔
地
者
間
の
商
取
引
、
す
な
わ
ち
、
申
込
と
承
諾
を
明
確
に
区
別
で
き
る
も
の
に
適
用
さ
れ
る
の
に
対
し
、
『
交
渉
破
棄
』
に
関
す
る
理
論
は

練
り
上
げ
て
い
く
契
約
(
g
E
2
2
8
5
3
拡
∞
)
、
つ
ま
り
、
両
当
事
者
が
互
い
に
契
約
全
体
を
一
歩
づ
っ
推
し
進
め
て
い
く
よ
う
な
契
約

に
妥
当
す
る
。
:
:
:
近
時
の
学
説
[
2
8
互
の
見
解
を
引
用
]
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
練
り
上
げ
て
い
く
契
約
と
は
取
り
決
め
を
積
み

重
松

t
L
U
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
の
こ
と
で
あ
(
初
」
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
「
成
立
形
態
」
を
媒
体
に
「
申
込
の
撤
回
」
と
「
交

渉
破
棄
」
と
が
並
列
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
が
、
今
世
紀
初
頭
に
唱
え
ら
れ
た
こ
の
見
解
も
学
界
全
般
に
普
及
す
る
こ
と

は
な
く
、
|
「
成
立
形
態
」
に
関
す
る
議
論
が
徐
々
に
盛
ん
に
お
、
教
科
書
で
も
そ
れ
が
語
ら
れ
は
じ
め
て
い
日
|
|
現
在
で
さ
え
、
学

説
の
大
勢
は
「
交
渉
破
棄
」
を
申
込
以
前
の
問
題
と
把
握
し
て
い
る
。

契約交渉の破棄とその責任 (4) 

註(
1
)
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
予
約
と
(
狭
義
の
)
予
備
的
契
約
を
一
括
し
、
(
広
義
の
)
予
備
的
契
約
(
主
に
出
〈
白
E
n
g
可
呉
と
呼
ば
れ
る
)
と
す
る
こ

と
が
多
い
よ
う
な
の
で
、
第
二
部
と
は
異
な
る
構
成
を
採
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
契
約
に
つ
き
詳
し
く
は
、
横
山
美
夏
「
不
動
産
売
買
契
約
の
『
成

立
』
と
所
有
権
の
移
転
|
1
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
売
買
の
双
務
予
約
を
手
が
か
り
と
し
て
|
|
(
て
二
)
(
完
)
」
(
早
稲
田
法
学
六
五
巻
二
号
一

頁
、
三
号
八
五
頁
、
平
成
二
年
)
参
照
。

(2)
同
意
、
能
力
、
目
的
、
原
因
の
四
つ
で
あ
る
(
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
l
|
物
権
・
債
権
関
係
|
|
』
(
法
務
資
料
四
四
一
号
、
昭
和
五
七
年
)
参
照
)
。

(3)
「
契
約
L

と
「
合
意
L

、
寸
合
意
」
と
「
同
意
」
の
関
係
は
、
山
口
俊
夫
『
フ
ラ
ン
ス
債
権
法
』
(
昭
和
六
一
年
)
一
一
頁
以
下
、
二
三
頁
以
下
参
照
。

(
4
)
横
山
・
前
掲
論
文
は
前
者
の
類
型
を
中
心
に
検
討
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
百
件
を
下
ら
ぬ
裁
判
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
5
)
こ
こ
で
い
う
契
約
の
要
素
と
は
、
い
わ
ゆ
る
客
観
的
要
素
(
2
m
g
g
z
o
Z
R
P
、
巾
ヨ
巾
E
2
8
淳
一
色
目
)
、
す
な
わ
ち
、
当
該
契
約
(
類
型
)

に
と
っ
て
不
可
欠
の
事
項
を
指
す
(
客
観
的
要
素
に
つ
い
て
は
、
。
Z
2
-
p
、
『
吋
包
片
品
川
骨
骨
o
x
n
-
4
目
f

昨
-
H
F
N
o
E
J
E
g
-
ロ
o
M
M
印
w
℃
匂

-
E
N

N
色
を
、
ま
た
契
約
の
要
素
に
つ
い
て
は
、
司
Z
R
2
〉
ロ
σ巾
2
・
0
5
一
昨
丘
三
ア
戸
内
山
由
。
豆
一
閃
白
片
山
。
5
・
〈
。
-
-
H
w
品
。
邑
・
(
百
円
〉
ロ
σ巾
吋
同
)
w
5
2
w
D
O

E
O
-
H
】
・
H
C
C
一
ω
n
y
g広
?
Z
S
R
s
t
o
ロ
2
2
R
Z
包
。
ロ
号
g
E
E
?
呂
∞
N
-
D
。
m
E
l
吋
。
噂
目
当
・
ω
N
l
ω
印
を
参
照
)
。
た
と
え
ば
売
買
契
約

北法42(4・5)963
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Mazeaud， op. cit.， nO 78， pp. 68-69 ; Schmidt， op. cit.， nOS 557-558， pp. 298-301. 

(m) Carbonnier， op. cit.， nO 18 bis， p. 90 

(ヨ)怒ヨ・~iii;聴程令〈総監 (compromis ~民話~Þト宰ムJ -41~生J 小t{l.lj]~:1:主'告手短総区ミ)0 -Î:型災'~議制服部ll\-41M是f室副〈寝早J 今令子Zð 2主斗'

「ヨnt酪叩 8n岡田喜」言ミドト罫将軍~~[]~~'国同機 8~[]l似午n:~ r色H:1J~~nr闘いて収J 平.J~の'ムJ ol1J;誌伶 (Henri ， Leon et Jean 

Mazeaud (par Juglart)， Lecons de droit civil， t. III， 2e vol.， Fe partie， 5e ed.， 1979， nO 777， pp. 39-40)。

(口)Rεpertoire Dalloz de droit civil， VO Vente， nO 7 ; Juris-Classeur， Droit civil， Art. 1109， par Malaurie， 1977， nO 

2 ; Juris-Classeur， Droit civil， Art. 1583， nO 26. 

(出)Ghestin， op. cit.， nO 226， pp. 244-246 ; Juris-Classeur， Droit civil， Art. 1583， nO 27 ; Schmidt， op. cit.， nO 71， pp. 

35-36. (Schmidt 怒川兵印判騒宰臨機(邑I邑ment……(subjectivement) essentiel) ..IJ国;'40 )

(出)Planiol， Trait邑邑lementairede droit civil， t. II， 1900， nO 1030， p. 309 ~屋t~ punktation ~~~ドユ待。-ll1í+.:! Planiol 

et Ripert (par Esmein)， Traite pratique de droit civil francais， t. VI， Obligations， 1er partie， 2e邑d.，1952， nO 129， 

pp. 146ε148， spec. p. 147， note 1 ; Carbonnier， op. cit.， nO 18 bis， p. 90 -41 ~J 兵ぬJ~逗〈宍私的。

(:::::) Rieg， La “Punctation" Contribution a I'etude de la formation successive du contrat， in Etudes offertes a 

Jauffret， 1974， p. 593. +.:!ね...)' ~J ~2ミ~iii; ~ -41 punktation 1却益.a.J...j:b +.:!~~l雲~除柑~t{l0 +.:!..IJ^イ~ Leduc， Des avant-

contrats， h. Paris)， 1909， pp. 64-79笠， l'avant-contrat <民総ト足先)将ド)..IJ punktation ~近議... Y rjffi;判事為<++)鰍寝
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契約交渉の破棄とその責任 (4) 

の
締
結
義
務
を
生
み
出
す
契
約
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
(
本
)
契
約
の
成
否
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
」
と
し
つ
つ
も
、

d
c
H
M
W
S民
。
ロ
は
(
本
)

契
約
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
最
大
の
努
力
を
尽
く
す
と
の
約
定

(
g官
ぬ
巾
B
g
f
義
務
)
を
含
み
、
損
害
賠
償
訴
権

2
2
5ロ
g
己

C
5
5同
m
a

l-己
管
mg)
の
基
礎
た
り
う
る
」
と
し
(
「
契
約
の
締
結
」
を
求
め
る
履
行
訴
権

2
2
2ロ
g
叩
凶

m
g立
。
ロ
)
は
認
め
ら
れ
な
い
て
℃
ロ
ロ
W
S
F
)ロ

を
雪
国
三
l
gロ
可
え
の
一
一
種
(
ロ
ロ
雪
山
口
丹

2
2
5
5
と
把
握
す
る
(
こ
の
点
で
は
、

E
m
m
の
先
駆
け
と
言
え
る
)
。
問
。
ロ
E
q
w
何回回国
-
m
R
E

R
m℃O
ロ回同
σ日
広
℃
円
m
g
D
R
R
E巳
-mw(吾
・
戸
山
、
。
ロ
)wHUH-w
℃℃・

H
S
l
E∞
も
℃
己
ロ
宮
丘
町
。
ロ
に
契
約
と
し
て
の
効
力
を
認
め
な
い
ド
イ
ツ
民
法

一
五
四
条
を
批
判
し
つ
つ
、
「
そ
れ
は
損
害
賠
償
訴
権
の
基
礎
と
な
り
う
る
L

と
す
る
(
も
っ
と
も
、
そ
の
根
拠
は
権
利
濫
用
(
不
法
行
為
)
に
求

め
ら
れ
て
い
る
)
。

ω巾B
P
F巾
司
え
5
骨

8
2
E
2
2・
(
F
H
M
R一回
)w
昌
吉
-
u
u
-
H
S
I
N
S
も
「
℃
E

E由
巳
。
ロ
は
約
定
(
円
。
ロ
〈
巾
ロ
片
岡
{
)
ロ
)
の
解

釈
の
問
題
に
帰
着
す
る
」
と
指
摘
し
、
そ
れ
が
予
備
的
契
約
と
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

(
日
)
「
契
約
の
成
立
」
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
を
紹
介
し
た
文
献
と
し
て
は
、
横
山
・
前
掲
論
文
の
他
、
滝
沢
幸
代
「
フ
ラ
ン
ス
判
例
研
究

(6)

|
|
売
買
契
約
の
成
立
と
合
意
の
内
容
、
破
段
院
民
事
部
一
九
七
八
年
五
月
二
日
判
決
|
|
」
(
判
タ
四

O
四
号
四
二
頁
、
昭
和
五
五
年
)
が
あ
る
。

ま
た
「
成
立
L

と
密
接
に
関
連
す
る
寸
契
約
の
解
釈
」
に
つ
い
て
は
、
本
格
的
な
検
討
と
し
て
、
北
村
一
郎
「
契
約
の
解
釈
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス

破
段
院
の
コ
ン
ト
ロ
オ
ル
(
一
一

O
)
(完
)
」
(
法
協
九
三
巻
一
二
号
一
頁
、
九
四
巻
一
号
六
九
頁
、
三
号
五
五
頁
、
五
号
三
八
頁
、
七
号
五
七

頁
、
八
号
六
一
頁
、
一

O
号
四
四
頁
、
九
五
巻
一
号
一
五
六
頁
、
三
号
九
一
頁
、
五
号
二
貝
、
昭
和
五
一
五
三
年
)
が
あ
る
ほ
か
、
沖
野
異
己

「
契
約
の
解
釈
に
関
す
る
一
考
察
|
|
フ
ラ
ン
ス
法
を
手
が
か
り
と
し
て
|
|
(
一
)
(
未
完
)
」
(
法
協
一

O
九
巻
二
号
六
一
頁
、
平
成
四
年
)
で
詳

細
な
分
析
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

(日山)司
E
E。
-WCH)・
円
一
?
ロ
。
ω
E
5
5
ω
H
W
同省・

ω
2
1
2
0・
正
確
に
は
三
つ
の
類
型
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
は
「
申
込
と
承
諾
の
聞
に
(
時
間

的
)
間
隔
が
あ
る
場
合
L

(

口。
ω
呂
口
呂
お
-
H
6・
ω
2
8
5
、
第
二
は
1

手
紙
に
よ
る
締
約
の
場
合
」
(
口
。
ω
E
N品

HCN∞
W
3・
ω
2
8
5
、
第
三

は
「
取
り
決
め
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
締
約
す
る
場
合
」
(
口
。
ω
呂
出
lEωHW
匂℃・

ω
S
出
。
)
、
で
あ
る
。
が
、
第
二
類
型
は
本
来
第
一
類
型
に
属

す
る
も
の
で
、
独
立
し
た
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
発
信
主
義
と
到
達
主
義
と
の
関
係
を
説
明
す
る
た
め
で
あ
る
。

(
口
)
前
註
(
日
)
の
第
三
類
型
が
「
練
り
上
げ
型
」
に
相
当
す
る
こ
と
は
、
説
明
の
さ
い
、
ド
イ
ツ
民
法
一
五
四
条
を
参
照
す
る
点
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
(
盟
国
E
o
f
。匂
-
n
芹
・
ロ
o
E
S
-
℃

ω
S
)
。

(
四
)
た
と
え
ば
宝
田
区
♀
の
教
科
書
の
後
身
た
る
百
官
三
兄
∞
。
己
g
m巾ア、『
E
-芯
門
目
白
骨
。
一
昨
円
守
口
宏
司
E
E
C
Y
け
戸
、

m
p
E印
Nw
口。
ω

ωNAYωAHOW
℃同】
-HNKHHN印
wHN∞
HN由一円同
0

・
吋
叶
白
一
広
内
凶
巾
仏
円
。
一
円
門
戸
〈
一
一
円
山
匂
円
巾
印
-
巾
門
司
回
目
門
巾
門
同
町
司
ZEc--
同
・
戸
呂
町
戸
ロ
。
ωωNYωω
印

w
日)同)・
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説

E
C
1
5
Y
E品

Hω
日
が
こ
の
見
解
を
踏
襲
す
る
。

(
問
)
岡
山
。
ロ
玄
2
・。匂
-
n
x
-
w
H
)匂・

Z
H
l
E
N
・

(
却
)
そ
の
火
付
け
役
は
、
初
日
巾
ぬ
唱
。
℃

-n-r
冨
。
己
的
認
可
O

ロ・円、何回舎肖

r
E
E
U
沙
門
吉
田
件
目
。
ロ
己
2
2
E
S
F
E
一一
m
Z色町田丘町巾
3
2
卸
甘
え
吟
2
・

5
2・匂・日
S
で
あ
る
(
各
々
の
内
容
は
、
次
節
参
照
)
。

(
幻
)
巾
凶
・
明
白
H・]胆汁

O
B
R
U
H
-
-〈
巾
仏
角
川

}
d
n
o
口。
B-巾
淘
円
・
戸
呂
吋
印
・
冨
)-HN
∞IHω
町
一
宮
。
己
H
1
2
〉ロ
σ巾『
F

。
匂
・
円
一
?
ロ
O
E
O
-
同)阿)・口出口吋・

(
詑
)
前
註
(
幻
)
に
掲
げ
た
教
科
書
で
も
、
同
様
で
あ
る
(
前
編
参
照
)
。

論

第
二
節

予
約
と
(
狭
義
の
)
予
備
的
契
約

(
本
)
契
約
以
外
の
契
約
、
す
な
わ
ち
、
(
広
義
の
)
予
備
的
契
約
は
多
様
な
の
で
、
「
直
接
、
(
本
)
契
約
の
締
結
を
目
的
と
す
る
予
備
的

契
約
」
(
予
約
(
官
。
目

g
印
巾
)
)
と
、
そ
れ
以
外
の
(
狭
義
の
)
予
備
的
契
約
(
交
渉
段
階
で
の
当
事
者
間
の
権
利
義
務
関
係
の
規
律
を
目
的

と
を
分
け
て
検
討
す
る
。

と
す
る
契
約
)

予
約

予
約
の
種
類
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
一
五
八
九
条

日
本
で
予
約
は
、
片
務
予
約
ご
方
の
当
事
者
の
み
締
約
義
務
を
負
う
も
の
)
、
双
務
予
約
(
双
方
が
締
約
義
務
を
負
う
も
の
)
、
一
方
の

予
約
(
一
方
の
当
事
者
に
予
約
完
結
権
を
与
え
る
も
の
)
、
双
方
の
予
約
(
双
方
に
完
結
権
を
与
え
る
も
の
)
の
四
種
に
分
け
ら
れ
る
。
が
、

フ
ラ
ン
ス
で
通
常
挙
げ
ら
れ
る
の
は
℃
5
5
2
8
ロ
ロ
己
主

m
g
u
と
匂

g
E
g忠
告
ロ
色
白

m自
民
E
C
O
(
。
己
芯
巳
買
。

ρ
5
)
の
二
種
だ
け
で
、

予
約
の
規
定
で
あ
る
一
五
八
九
条
が
ど
ち
ら
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
め
ぐ
り
、
学
説
は
|
|
右
の
規
定
の
歴
史
的
経
緯
も
ま
き
こ
ん
だ

(
1
)
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(

8

)

(

9

)

 

形
で

l
l
議
論
を
繰
り
広
げ
て
き
た
。
た
だ
、
現
在
は
官
。

E
g話
回
百
色
直
B
E
5
5
の
規
定
と
解
す
る
こ
と
で
、
ほ
ぽ
一
致
し
て
い
る
。

(
2
)
 
弓
O

ヨ
om印
O

C

コ一一ω
A
H
b
E

一。

一
方
の
予
約
に
相
当
す
る
。
た
だ
、
学
説
の
な
か
に
は
、
こ
れ
を
「
一
方
の
当
事
者
に
締
約
義
務
を
課
す
も
の
L

と
把
握
す
る
見
解
も
散

見
さ
(
刷
、
紛
ら
わ
し
い
面
も
あ
る
。
が
、
そ
れ
ら
は
よ
耳
目
。
ロ
を
行
使
す
れ
ば
、
(
本
)
契
約
は
成
立
す
る
L

と
解

ω、
そ
の
点
を
明
瞭
な
ら

し
め
る
た
め
、

6
5
5
2印
。
ロ
巳

-
E
m
z
g
と
は
『
申
込
を
維
持
す
る
』
旨
の
契
約
で
あ
る
L

と
か
、
「
一
方
の
当
事
者
の
(
本
)
契
約
へ
の

同
意
を
維
持
さ
せ
る
契
約
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
一
般
に
よ
耳
目
。
ロ
が
行
使
さ
れ
た
時
点
で
(
本
)
契
約
は
効
力
を
生

じ
る
し
と
さ
れ
、
胃

0
5
2
8
ロロ
-
E
Z
E
F
が
一
方
の
予
約
に
、
。

Z
E
D
が
予
約
完
結
権
に
相
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(
3
)
 

契約交渉の破棄とその責任 (4) 

ち『，

o
ヨO
印
刷
。
印
可
コ
包

E
mヨω
A
H
E
C
O

両
当
事
者
に
締
約
義
務
を
負
わ
せ
る
も
の
と
さ
材
、
当
事
者
の
双
方
に
。
宝
。
ロ
を
与
え
る
も
の
と
の
理
解
は
見
当
た
ら
な
い
か
ら
、
双
方

の
予
約
で
は
な
く
、
双
務
予
約
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。
た
だ
、
要
式
契
約
で
は
双
務
予
約
と
(
本
)
契
約
と
の
区
別
は
容
易
だ
が
、
諾

成
契
約
で
は
困
難
な
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
正
式
な
締
約
が
先
送
り
さ
れ
た
場
合
、
「
(
本
)
契
約
の
成
立
」
自
体
が
延
ば
さ
れ
た
と
も
、

単
に
義
務
の
履
行
期
が
延
期
さ
れ
た
と
も
解
釈
で
き
る
。
こ
れ
に
理
論
的
な
問
題
(
特
に
一
五
八
九
条
の
理
解
)
も
加
わ
り
、
学
説
は
二
つ

に
割
れ
る
。
従
来
の
通
説
は
匂
g
E
g自
宅

E
-
g
m
E
E
E
z
o
を
(
本
)
契
約
そ
の
も
の
と
解
す
る
。

U
5
5
2
8
a
z
-
-
m
m自
己
E
5
は
必

然
的
に
(
本
)
契
約
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
一
五
八
九
条
を

U
E
B
B自
己
E
E円
m
E
Z
に
関
す
る
規
定
と
位
置
づ
け
た
か
つ
て

の
有
力
説
の
師
、
右
の
規
定
を

3
5
2
:
E
E
2笠
宮
に
関
す
る
も
の
と
す
る
見
解
の
な
か
に
も
、
こ
の
規
定
は
右
の
必
然
的
な
帰

結
を
確
認
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
、
と
す
る
説
が
あ
る
の
で
あ
初
。
が
、
近
時
の
有
力
説
は
「
当
事
者
の
意
思
」
を
根
拠
に

4
5
5ゆ
回
目
ゆ

印可
E
ロ
ω
問
自
己
E
5
は
(
本
)
契
約
そ
の
も
の
で
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
」
と
し
、
同
)
5
5
2
8
弓
E
-
g
m
B
E
-
(言
。
が
独
立
の
契
約
で
あ
る

場
合
、
ぽ
印
円
。
ロ
の
判
断
基
準
時
が
変
わ
っ
て
く
る
と
か
、
「
双
務
予
約
を
履
行
し
な
い
場
合
に
も
、
履
行
責
任
は
発
生
せ
ず
、
損
害
賠
償
義
務
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説

が
生
じ
る
に
過
ぎ
な
い
」

(
幻
)

と
説
く
。

論

(
狭
義
の
)
予
備
的
契
約
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
展
開
過
程

こ
の
問
題
に
関
す
る
展
開
過
程
は
三
つ
の
時
期
に
別
れ
る
。
第
一
は
一
九
五

0
年
代
半
ば
ま
で
で
、

文
な
い
し
教
科
書
で
、
こ
の
点
に
ふ
れ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
裁
判
例
も
見
当
ら
な
い
。
第
二
は
七

0
年
代
初
期
ま
で
で
、
こ
の
噴
に

(

お

)

(

幻

)

な
る
と
、
五
八
年
の
注
目
す
べ
き
破
鍍
院
判
決
を
筆
頭
に
、
若
干
の
裁
判
例
が
登
場
し
、
そ
の
た
め
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
・
論
文
の
な
か
に

(
ぬ
)

は
こ
の
問
題
に
言
及
す
る
も
の
が
現
わ
れ
る
。
が
、
教
科
書
で
ふ
れ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
七

0
年
代
の
中
盤
以
降
(
第
三
期
)
と
も
な
る
と
、
注
目
す
べ
き
論
文
が
続
々
と
登
場
し
、
七

0
年
代
後
半
に
は
、

(
訂
)

ド
イ
ツ
と
同
様
、

F
Z可
o
E
E
O
E
Zロ
が
本
格
的
に
紹
介
さ
れ
は
じ
め
る
。
か
か
る
動
向
を
受
け
、
八

0
年
代
に
は
教
科
書
も
そ
の
態
度
を

改
め
、
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
-
論

北法42(4・10)968

(
狭
義
の
)
予
備
的
契
約

(
1
)
 

(
狭
義
の
)
予
備
的
契
約
に
関
す
る
議
論
の
現
状

学
説
の
挙
げ
る
(
狭
義
の
)
予
備
的
契
約
は
多
種
多
様
で
、
名
称
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
が
、
「
交
渉
破
棄
」
と
の
関
連
か
ら
は
、
三
種
類

に
整
理
さ
れ
る
。
第
一
は
、
誠
実
交
渉
義
務
を
生
み
出
す
も
の
で
、
主
に

R
n
o丘
号
胃
吉
巳
習
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
義
務
違
反
は
損
害
賠

償
責
任
を
生
み
出
す
と
さ
れ
る
。
第
二
は
、
個
別
的
事
項
に
関
す
る
合
意
を
確
定
す
る
も
の
で
、
通
常

ω
2
2骨
宮
ユ
互
∞
と
呼
ば
れ
る
。

い
か
な
る
義
務
を
生
み
出
す
か
は
「
当
事
者
の
意
思
」
に
か
か
る
が
、
少
な
く
と
も
既
決
事
項
を
蒸
し
返
さ
ぬ
義
務
は
生
じ
る
、
と
さ
れ
る
。

第
三
は
、
当
事
者
聞
の
関
係
を
暫
定
的
に
規
律
す
る
も
の
で
、

g
E
E
Z
Z
B
H
5
5即
日
∞
と
呼
ば
れ
る
。
交
渉
中
に
開
示
さ
れ
た
企
業
秘
密

を
守
秘
す
る
合
意
や
費
用
負
担
の
合
意
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
り
、
(
本
)
契
約
と
内
容
を
異
に
す
る
点
で
、
試
用
契
約
な
ど
と
は
区
別
さ
れ
る
、

と
さ
れ
る
(
以
上
の
分
類
は
排
他
的
で
は
な
い
)
。

(
2
)
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(......) (怜)剥〈零士重F 閉経contratdefinitif -\J皆~.s;ヰドユの (Ghestin， op. cit.， nO 229， pp. 253-254 ; Weill et Terr邑， Droit 

civil， Les obligations， 4e ed.， 1986， nO 110 bis， pp. 112-113 ; Malaurie et Aynes， op. cit.， nO 235， pp. 166-168 

Larroumet， Droit civil， t. III， Les obligations， 1 ere partie， 1986， nO 288， pp. 251-253 Repertoire Dal10z de droit 

civil， VO Promesse de vente， 1974， par Boyer， nO 127 ; Schmidt， op. cit.， nO 369， p. 198)。為， contrat principal -¥J 

ユ小匪惚(LeTourneau， La responsabilte civile， 3e ed.， 1982， nO 202， p. 75 ; Rieg， op. cit.)φcontrat final -¥Jニ小保

田為匝ニ心与二時けよ)."，:l.jJ奇心 (Flouret Aubert， op. cit.， nO 154-1， pp. 110-111) 。骨，，~(国榔 Q) ト纏E尉<~~ 1 ~選!d avant 
-contrat -\J苗~~~I'\l Uιャト同RQ V orvertrag Q寵馬~~時。 Cf. Malaurie et Aynes， op. cit.， nO 235， pp. 166-168， note 

47)。為F トJQ t!Ell1R想以集部品æ~Q~IT~同w舘~Qゐ'時J .s;二-\J ."，:l 1限集団法o\{<i紹ド Q~己完ミドトrg::樫早ノ必令。'心課膿ドI'\l."，:l Q ."，:l~1'\l

(Planiol et Ripert (par Esmein)， op. cit.， nO 144， pp. 167-170)0 t¥Jけや contratpreliminaire -\J二小 1111[]鰍ゐl t!Eユト(l~盤

。時州為(Schmidt，op. cit.， nO 369， p. 198)'トJQ t!Ell1R~r縦揺Hト自民持掘削 Q~t~ IDJn(転K~(Vente d'immeuble a construire) J 

W思い1111[[鰍~."，:l時的 ~j号 (Carbonnier， op. cit.， nO 18， pp. 87-88 ; Ghestin， op. cit.， nO 237， pp. 265-266 ; Malaurie et 

Aynes， op. cit.， nO 235， pp. 166-168; Repertoire Dal10z de droit civil， VO Promesse de vente， nO 56)' ~国自主僚時。お

.;q' (~j端部 Q)Iト纏宕関<~Q^í\，r.1IT匹。担vゐ心尽心4ヰトJ 二 ~Q~ミト~~嶋崎記念， ~f'手J ."，:l~ト~Q胸t長平J avant-contrat ..IJユ小

匝間Rwt!Eユト(l.，;j)Q.，;j)必の (Mazeaud(par Chabas)， op. cit.， nO 135-2， pp. 121-122 田文腿醤「蜜定健民わ併萄Q製5Z14わ

ユいQl蜘蛾(1-11]) (保明)J (叫H<*凶作11K網11=111o!t'1田川回， 1 1-¥J綱川砂兵同同， 11<絢11o!t'1 1 -\J岡'!W~同〈一同
長崎) ."，:l~難)0 -¥JfJ尚早J'avant-contrat ~ 1選以 rjii;尉〈宰J -\J~-wヰ主的存主(聴ヨ・ jii;聴纏わ<' EH t:・ jii;聴纏わ<Q~' 健区

楠ト乞 r l'\11\入 Tく喜f:~目~-!\兵(;ヨ)一一回選以尉<~..IJ (..{I~' 蛍部醤nt(l静穏 1 ・只伊兵社川IJI: 1111国軍務一一J (軍司¥巨IK-¥Jo!t'同 1jmI('堕
~同ギ社))' t\J Q ll1RQ :\!l::(ì-tQ Q 吋小企Fドト罫健司'tIo\{<i蜘哩!dr<.s;;;.s;;;~'一一回 4尋問R ..IJ~トJ$:o\{<i将~Q~ミム-f，-v余ゐ心持二 rjii;樹〈

~J ..IJユ小揺さ主特区よ)1111[]吋令。。為'jI$柑「\11\入 Tくやさ主'時J .s;二当期経「転K宰Jw探Jい iヰ D' 時JQ トJ 心o\{<irg::健会21眠時~台， (国

糠Q) Þト4堅右側<~'ムJ~仏外J 心t2，..) +.:!O

(N)  Carbonnier， op. cit.， nO 18， pp. 87-88 ; Ghestin， op. cit.， nO 229， pp. 253-254 ; Weill et Terr邑， op. cit.， nO 104， 

p. 106 ; Le Tourneau， op. cit.， nO 186， p. 71 ; Malaurie et Aynes， op. cit.， nO 235， pp. 166 -168 ; Flour et Aubert， 

(
司
)
川
恩
師
帆

Q
即
日
刷
機
蛍
Q
換
u
m
p品
目
靴
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op. cit.， nO 154-1， pp. 110-111 Larroumet， op. cit.， nO 289， p. 253 ; Repertoire Dalloz de droit civi!， VO Contrat 

et convention， 1971， par Boyer， nO 123 ]uris-Classeur， Droit civil， Art. 1101 a 1108， par Gegout， 1976， nO 6 

]uris-Classeur， Droit civil， Art. 1109， nO 3 ; Schmidt， op. cit.， nO 369， p. 198. 

(何) ì\11\入 K~斑剖(~1 同〈ば婦はト事~t2~-\眠時!${W~総会'時J ヰヰ~ promesse .}j羽小±ごい;二時。

(ザ) (也榔Q) ÞトZ堅右捌く~Q縄事事4トß:{~~' !JSョ・jiii;聴纏わ<(1) 1 iく gjO~眠4持~陛o ~~'線11 話線 III患やさ主， (総精Q)ト

4皇宮駅~~，濁 t2 fþト4霊童騒K~J .}j皆《早J';+.:!.lJJ~~;出版O\'1Jヰ441 ユ。

(回) ~\1ト入 Tく mト4立はわ唱\J~出..J-v:!主' 誕ヨ・1歪際纏わ<' ffit:・ jiii;~思纏わ〈総監。

(坦) ~iモ00\l曝 F制民~鴬( 1 gr) 組鍵(同)~ (盟毘固 Il叶)長 11\眠~\ι(震特齢者手掛槌余)'部1鰍氷『並区総司や程

長川11社)11同国岡Zミドーぬ匹。
(ド)promesse uni!aterale .}j'; Ai¥8E臨想爆l初£い二時為， promesse synallagmatique .}j promesse réciproque 怒鳴8Eo\'1J~

い二時 (Mazeaud(par ]uglart)， op. cit.， nO 785， pp. 59-60 ; Le Tourneau， op. cit.， nO 202， p. 75 ; Weill et Terr邑，

op. cit.， nO 109， pp. 111-112 Malaurie et Aynes， op. cit.， nO 238， pp. 170-171 Larroumet， op. cit.， nOS 299-307， 

pp. 258-264 ]uris-Classeur， Droit civil， Art. 1589， nOS 14-55怠渥仰Q必， Ghestin， op. cit.， nOS 234-239， pp. 260-268 

~剥惚Q必'R吾pertoireDalloz de droit civil， VO Promesse de vente， nOS 1-2， 166-209 Schmidt， op. cit.， nO 554， p. 

297笠凶震いのけ心ね-v'陸相.}j..，.;l8E二時)0~~ヰ， ~jiii;~ promesse bi!atérale ムj ユ A叶IIIl鰍為~.，Q~二時リ心..，.;l~ I' +.:!~ミ

(Boyer， Les promesses synallagmatiques de vente， Contribution a Ia th邑oriedes avant-contrats， Rev. trim. dr. 

civ. 1949， pp. 1-35)'財官I?)JQl/;1g t2 吋予{l..，.;l Q:!重一ー緑茶棚ふて々やさ重一-ill制問+.:!.J、~' R邑pertoireDalloz de droit civiI， 

VO Promesse de vente， nO 6 f-'~' promesse bilat邑rale.}j promesse synallagmatique よJ~献4君子(l..，.;l Q~~い8El/;1g .}j..J い

騨ニ余む心£νユ時。
(∞)誕ヨ・1霊碑~!!jK ffi t:・ jiii;聴纏わ〈ぬ匹。~~耳'~与二心:Q巡認いの Boyer， op. cit.， nOS 7-13， pp. 5-11 Q濯， Blomeyer，“La 

promesse de vente vaut vente" zur Geschichte des Durchgriffs bei Vorvertragen， in Festschrift Raape， 1948， S. 

269-303 ..，.;l 1 同〈長機Q幽民主製灘必J iI;\主..J-v~招J いユの。

(∞) Malaurie et Aynes， op. cit.， nO 238， pp. 170-171.会わド ~W-Rね凶寂漏..，.;l~わど (Planiol et Ripert (par Hamel)， 

11-唱。 1~ (盟

経

~ 
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Trait邑pratiquede droit civil francais， t. X， Contrats civils， 1"e partie， 2e ed.， 1956， nOS 175-182， pp. 200-216)。

(ヨ)Le Tourneau， op. cit.，" nO 193， p. 73 ; Ghestin， op. cit.， nO 230， pp. 254-255 ; Weill et Terr邑， op. cit.， nO 104， p. 

106; Larroumet， op. cit.， nO 308， pp. 264-265 ; Flour et Aubert， op. cit.， nO 154-2， pp. 111-112 ; R邑pertoireDalloz 

de droit civil， VO Promesse de vente， nO 2. 

(口)Ghestin， op. cit.， nO 231， p. 255 ; Weill et Terre， op. cit.， nO 108， pp. 107-111 ; Larroumet， op. cit.， nOS 311-316， 

pp. 267-270 ; Flour et Aubert， op. cit.， nO 154-2， pp. 111-112 ; Rep巴rtoireDalloz de droit civil， VO Prom巴ssede 

vente， nOS 117， 139. 

(出)Ghestin， op. cit.， nO 231， p. 255 ; R吾p巴rtoireDalloz de droit civil， v1S Contrat et Convention， nO 127， Promesse 

de vente， nO 96 ; Juris-Classeur， Droit civil， Art. 1589， nOS 56， 102 Schmidt， op. cit.， nOS 486， 518， pp. 263， 277. 

(i襲逗精機会!l¥III('i¥J -lJユ m蝋隠さ主同鑓~~ユ-lJ""，， ~O)

(口)Mazeaud (par Juglart)， op. cit.， nO 798， pp. 71-72 ; Ghestin， op. cit.， nO 233， pp. 258-260 ; Weill et Terr邑， op. 

cit.， nO 108， pp. 107-111 Larroumet， op. cit.， nOS 311-315， pp. 267-269 ; Malaurie et Aynes， op. cit.， nO 236， pp. 

168-169 Repertoire Dalloz d巴 droitcivil， VO Contrat et convention， nO 135 Juris-Classeur， Droit civil， Art. 

Hi89， nO 137 ; Schmidt， op. cit.， nO 522， pp. 280-281. 

(苫)議選E早Joption ;{d路lJわいの 1-\宍 Qþト~~ contrat unilat邑rale(主総鰍逗)平11ミ'J，l!ie題I!lQ ~4o ~ contrat synallagmatique (民

結E剥く宰)-lJ -¥'D .;;の (Mazeaud (par Juglart)， op. cit.， nO 790， p. 63 ; Ghestin， op. cit.， nO 236， pp. 262-264 ; Le Tour-

neau， op. cit.， nO 193， p. 73 ; Malaurie et Aynes， op. cit.， nO 237， pp. 169-170 Larroumet， op. cit.， nO 310， pp. 

265-267 ; Schmidt， op. cit.， nOS 491， 520)。会わい笠 promesseunilat邑rale;{d!止-!::1州民主とな.\\lJ鰍~-lJ詮いのrn;~生.HJ1Qわ +:!iミ F

や巴~~ ipromesse unilaterale ~~' 1 ~Q矧!時相為(怜)尉<~~I@:'艇Jいユぉユ +:!1な， l-\-' ';;~~1:::j~い匁心恥， (14)尉〈

~Q1さ判;{d iffi;~-lJ -\眠時 i止-!::1機立と初剥く~-lJ笠原容早J 1Q時 J -lJ有lJ 4二時 (Mazeaud (par Juglart)， op. cit.， nO 793， pp. 67-68 ; 

Ghestin， op. cit.， nO 233， pp. 258-260 ; Weill et Terr邑， op. cit.， nO 108， pp. 107-111 Larroumet， op. cit.， nOS 312 

314， pp. 267-269 Repertoire DaIloz de droit civil， VO Promesse de vente， nO 75 Juris-Classeur， Droit civil， 

Art. 1589， nO 60 ; Schmidt， op. cit.， nO 489， p. 264) 0併記 promesseunilatérale 笠岡〈程や崎心'11宍宕lと~+:!時岳地-lJさ主

(
司
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lIlIKお~-'J初~ (Mazeaud (par Juglart)， op. cit.， nO 792， p. 66 ; Ghestin， op. cit.， nO 232， pp. 256~258) I promess巴

unilaterale -'J~'丑~-\(cl緩泣いの lltn(0 avant~contrat 平J 1Q ~J よj将漂いの。 nO 233， pp. 258~260) ; Weill et Terre， op. 

cit.， nO 107， p. 107 Larroumet， op. cit.， nO 310， pp. 265~267 Juris~Classeur ， Droit civil， Art. 1589， nO 2 

Schmidt， op. cit.， nO 488， p. 264)' 矧働相(0 1 -1宍為縫~~~F;<l+1~rrg:胸Jいユ時.1{]~V ユ恥平;(0矧!瞭判事-4l*，与;-\(clê困惑Jいユ~

pacte de preference (胆ボ尉<~) -'J-4l瑚(部I(~1Qの F ムJ年lJヰ二時 (Larroumet，op. cit.， nO 292， p. 254 ; R邑pertoireDalloz de 

droit civil， VO Vente， nO 629 ; Schmidt， op. cit.， nO 387， p. 209. 4::o.iq' pacte de pr邑ference(0~{~-'J~HljEfW Mazeaud 

(par Juglart)， op. cit.， nOS 769， 791， pp. 34， 65~66 ; Le Tourneau， op. cit.， nO 192， p. 73 ; Flour et Aubert， op. cit.， 

nO 154~2 ， pp. 111 ~ 112 Larroumet， op. cit.， nO 292， p. 254 ; Malaurie et Aynes， op. cit.， nO 235， pp. 166~ 168 

Repertoire Dalloz de droit civil， VO Vente， nO 628 Juris~Classeur ， Droit civil， Art. 1589， nO 167 Schmidt， op. 

cit.， nO 386， pp. 208~209 4隠匿)0 *，(0逗F 矧1都栴~-I宍~ option -\(cl.l.!卜 λ的{l~-I宍(0 1ト~(promesse bilaterale) -4l慰問事斗崎心小

予Q~' 骨収監さ主題必兵いユぉユ心J ユ (R吾pertoireDalloz de droit civil， VO Promesse de vente， nO 6)。

(出)Ghestin， op. cit.， nO 234， p. 260 ; Weill et Terre， op. cit.， nO 109， pp. 111~ 1l2 ; Le Tourneau， op. cit.， nO 202， p. 

75 Larroumet， op. cit.， nO 299， p. 258 Malaurie et Aynes， op. cit.， nO 238， pp. 170~ 171 Repertoire Dalloz de 

droit civil， VO Promesse de vente， nO 166 Juris~Classeur， Droit civil， Art. 1589， nOS 26， 43 Schmidt， op. cit.， nOS 

554~559 ， 577， pp. 297~301 ， 308~309. 

(ヨ compromis 湿軽量総陵~民総ト程よJ -4l匙 ...)A\\ 時 (Malaurie et Aynes， op. cit.， nO 238， pp. 170~ 171)。

(口)Ghestin， op. cit.， nOS 238~239 ， pp. 266~268 ; Weill et Terr吾， op. cit.， nO 109， pp. 111 ~ 112 ; Le Tourneau， op. cit.， 

nO 202， p. 75 ; Larroumet， op. cit.， nOs 299~307 ， pp. 258~264 ; Malaurie et Aynes， op. cit.， nO 238， pp. 170~171 

Repertoire Dalloz de droit civil， v1S Contrat et convention， nO 125， Promesse de vente， nOS 171 ~ 173 J uris~Clas­

seur， Droit civil， Art. 1589， nOS 7， 14~ 15 ; Schmidt， op. cit.， nOS 554~559 ， 577， pp. 297~301 ， 308~309. 

(出)Voy. Repertoire Dal10z de droit civil， v1S Contrat et convention， nO 125， Promesse de vente， nO 171 Juris~ 

Classeur， Droit civil， Art. 1589， nO 17. 

(~) Planiol et Ripert (par Hamel)， op. cit.， nOS 175~ 182， pp. 200~216. 

話

~m 
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(罰)Mazeaud (par Juglart)， op. cit.， nO 785， pp. 59-60. 

(お)Ghestin， op. cit.， nO 239， p. 268 Le Tourneau， op. cit.， nO 202， p. 75 Larroumet， op. cit.， nOS 299-307， pp. 

258-264 Malaurie et Aynes， op. cit.， nO 238， pp. 170-171 Repertoire Dalloz de droit civil， VO Promesse de 

vente， nOS 166-195 ; Schmidt， op. cit.， nOS 557-559， 577， pp. 298-301， 308→309 

(m R邑pertoireDalloz de droit civil， VO Promesse de vente， nO 174 ; J uris-Classeur， Droit Civil， Art. 1589， nO 19. 
(幻)Malaurie et Aynes， op. cit.， nO 238， pp. 170-171. ~民..::J' トJ8~生長~1 附く長機8*咲8縄加はさ主 lば4眠時(!ì!íョ・ 1霊碑

纏わ<(1 Hくく一平11回， (1 1) 11~<回総匪)。トJ~td1実..::J' r事K事Z8~堤1h\1'J惚~下J 晴lJl{) J よJ~ I{)~~生。r 主~~塁~1{) (Larroumet， 

op. cit.， nO 304， pp. 261-262)。

(~) Leduc， op. cit 為(終端8) 恥纏右側〈逗 td~~ ν ユ~.l.[]i~' jiiii草言Q制(ヨ)ω総匹。時J8~' Demoge， Des contrats 

provisoires， in Etudes de droit civil a la m邑m01r巴 deCapitant， 1939， p. 159.，;j)け兵tdmlR-¥眠時十ロ咽韮縄何人J..::Jい絡百奇

心~のけ心為時時為'幅t医長K:lf;;~ト稿Ef割く:lf;; (~\1ト入 Tく nli~話|附く与J' 1 同<<機)今年j餐おJν 二時 td~需~~ポユ(~~ミムJ ..::Jド'

ヨロ拠 1~詮 r~-\:'W-'~8{塩lJJ{同騒K:lf;;)得 td0 ニ νJ (斗挺潟奇同需品民 110:Ml川 niI' 1111 岡阿'堕~同 11 年半)有五時帰)。骨~~~i'#:

仰や~' Planiol et Ripert (par Esmein)， op. cit.， nOS 129-130， pp. 146-149 ~ミ accords preparatoires -'J :: ÎI陣皿ω脳さと
いユ時為， punktation -¥l<J r (*)献宰Q怪陶J -'Jユゎ収脳会心お為母子Q民公I'J~時。

(::(5) Req. 19， oct.， 1931， D. H. 1931， p. 540民むさ主， (害訴欄 8) r+-.纏客間<~-\l<J fiii~ 公~.，;j) 8 -'J.，;j)~生J小予.(ð~ミ， ~g王将.l.[]i .，;j)ぬユ。

(詩)Cass. soc.， 24， mars， 1958， J. C. P. 1958， II， 10868， note Carbonnier. accord de principe ~ (*)限:lf;;-¥l<J蛍判杓キ)1{)

.，;j) 8 早J~ .t6ユ~' 1 {同 8~術総-\l<J際制収J キJ 時トJ 戸lJ.，;j)~ト(l'ムU~#遂事i2~ (~ョ・ jiiii~~署わ< (1 ) 11111一川111回総陛)。

(お)Cass. civ. 1 er， 8， oct.， 1963， Bull. civ. 1， nO 419， p. 359 (横属医掘割 8~[]fl同-\l<J聴公~.，;j) 8) ; Cass. civ. 1ベ24，oct.， 
1965， Bull. civ. 1， nO 651， p. 495 (巴海部出8~~81酢E総関ヨヨ8~[I艇もみl陪~ ~.，;j) 8) ; Cass. com. 27， avril， 1968， Bull. 

civ. 1V， nO 141， p. 124. (l@'jiiiiO) 

(g$) ~-'J ^X~ Serna， Le refus de contracter， (th. Paris)， 1967， pp. 203-206 ; Gothot， Les pourparlers contractuels， in: 

Renaissance du phenom邑necontractuelle Commission Droit et Vie des Affaires de Liege， 1971， p. 21. (巡栴包て会

除-8纏わ<~1ミ \11"\入 K 平J.，;j)4ぬ匪.n.足時。)
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ご出
3
7
3
3
4柑詳

(自)Marty et Raynaud， Droit civil， t. II， 1 er vol.， 1962， nO 100， pp. 81-83浪人号兵t{!1ll!!倒。

(宕)Mousseron， op. cit.ムJRieg， op. cit. ~ミ乞引!唱E喜平J ，çt{! O j~仰~ r部〈寝Q蛍1:::j~聖誕J o\{<J~坦::ß' ~~や最終~+:! ，.";j)(，~ V 時'8~~ミ

f.J怜〈幾精総ぬj州工ム4てJキJt{! (篤繍8) 時、纏吉岡<~(accord de principe ，.lJ\t~~ゅ)~~~いユ時(リ~ ~ pacte de preference 

，.lJ contrat cadre (葉獄事~)O\{<J異'l'(' contrats preparatoires ，.lJ縫縫いの)。併記 contratstemporaires (駆回転K逗)ii-contrats 

partiels (活魚鰍宰).，:i) (穏榔8) 恥怒E献寝，.lJ~ド恵|悔いの。主主-jl:;' Rieg ~霊-þ<~ punctation O\{<J餐;I;i';;~+:!.，:i) 8 下J' r(-~_) 尉〈

~8蛍l<<1 J ，.lJ ;:;^í\~制限岳会心時J 平;;旬以ば子.(ð 8 f.Jね-v' contrat de pourparIers よJ~ い' わ州立、'や<~~榔総ぬJ{l1必ヨヨ ~.，:i) 8

，.lJ ~ν 時，~o\{<J製醐~\J ユト。 o ~.\ヰ， ~J 8~' Cedras， L'obIigation de negocier， Rev. trim. dr. com. 1985， p. 265.，:i) (篤

繍8)恥纏宕鰍宰兆円程己， Schmidt， op. cit.， nOS 369-484， pp. 198-260 .，:i)#紘~-v~おJいユの。

(見)Lettre d'intention ~ Mousseron 8~皇制 f.J.，:i)理念-l'1J~いユヰゴ為， *~:ß';京総;担当 Fontaine， Les {lettres d'intention} 

dans la negociation des contrats internationaux， Droit et pratique du commerce international， 1977， p. 76 ~ ~己

併r:;:-..' ~露骨lI<怜〈幾1\1総O\{<J制必沼 ~.，:i) 8 ，.lJ~弓阻わ士号心 ~+:!O 時'8!!Hミ， Pevtcin， La lettre d'intention， Droit et pratique du 

commerce international， 1979， p. 49.，:i) ~J ~ ~ ~ ~ヰド.\lf~'初心~ lettre d'intention 8略法軍当 Droitet pratique de 

commerce international， 1976， pp. 499-509 ~寂縞初￡ドユ時。

(~) ~IιQ固網Q総花柳2ミトJ8~直O\{<J察臨時。tHR 1 ~ WeilI et Terr邑V 尽盛 (WeilI， Droit civil， Les obIigations， 1971) 

や~(篤梢 8) ト題富岡<~~~.. 主ドユ 4示会í' +:!8~' 撫川援や:巴 contrats preparatoires et contrats temporaires ，.lJユ小型車

田O¥{<J総会νユの(WeiIIet Terre， Droit civil， Les obligations， 3e ed.， 1980， nO 110 bis， pp. 122-123.線11Mさ恨眠)。滅11
~ Le Tourneau 8~~立制mf.J'総11M登(1長-tJ1く社) f.J ~~J 兵 ~II11 IT肖Jいユぉユ 8~' tHR川短( 1 長 <1 1l叶)早J~ tt->長会}長C

.J...j'.b :!:主山定時 (LeTourneau， op. cit.， nOs 195-202， pp. 73-75)。撚川~ Flour et Aubert 8.，:i) 8早J' ~援( 1・民平岡崎)

やさまトJ8~鰻~~~ドユねゐ í'+:!.，:i) 8~ミ， Addendum ( 1ばくO叶)f.J Lettre d'intention O\{<J嬰令~ (nO 139， p. 4)'話再昼下J

~ L'acceptation dans la negociation contractuelIe et les contrats preparatoiresムJLes principaux contrats pre-

paratoires ，.lJユm郡田W模脳Jドユ時 (Flouret Aubert， Droit civiI， Les obIigations， vol. 1， nouv. ed.， (par Aubert)， 

1986， nOS 154-1， 154-2， pp. 110-112)。燃g(:!:主 Starck8 tt-> ~V ~題 (Starck， Droit civil， ObIigations， 1972) f.J ~j;\とは

i霊山心￡ν ユ~-Rí'+:!.，:i) 8 ヰミ， tHR 11 盛 (Starck (par Roland巴tBoyer)， Droit civil， ObIigations， 2. Contrat et quasi 
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己申
(
h
H
・
噌

)
N
司
潟
将

contrat r邑gimegen邑ral，2e ed.， 1986， nO 281， p. 97) ¥'J ~ accord de principe ~長D斗~t-Q-'-6'¥¥ ~ t6時。

(沼).f.!.年J 縦寧~~ぬ"v'~ 'V"ギO~どQ .，.J) Q よJ .-Jド当， Cass. com. 30， nov.， 1971， D. 1972， p. 209 (楓庄司耳再lQ~日制州民日出

.-J.f.!..，.J) Q) ; Cass. com. 22， mai， 1978， Gaz. Pal. 9， s巴pt.， 1978， Panorama， p. 377， D. 1978， If. 408 (以総榔齢化J剖必

ヨヨド~[]傾~臨走 .f.!..，.J) Q) 為回以わv誕生~\'JiQ伶。

(話)f!(ョ・ ì~聴纏わく (1) 1 <-111 H眠総匹。
(~) Ghestin， op. cit.， nOS 229-242， pp. 253-272 ((也繍Q)ト堰右側〈程 (L巴sconventions prealables a la formation du 

contrat d邑finitif)ぬjト程 (promessesde contrats) AJ (お欄Q)ト題右鰍宰 (contratspreparatoires) ~ 1 1 余j~将来}

択Jぺf¥~ accords de principe (穏tl!K阪総1締結~~剣山仰がの.，.J)Q) AJ accords partiels (恩fiB宕ね~[]!ImQ~楼{J!;!o\'lJキJt-Q.，.J) Q) ムJ~

寝オ司会2-¥眠時。 lettred'intention 包WQ ClJ必心~.，.J)矧+.:!. C¥̂C"¥時人J-¥O--伶 LeTourneau， op. cit.， nOS 185-202， pp. 70-75 

(Les actes preparatoires ou provisoires AJ ユ小型車田 Qドーや(熊鰍 Q) ト纏宰駅事~~醤c斗~' accord de principe (ou 

punctation) (橋駅以捻榔総州制必ヨヨド.，.J)Q)人Jlettre d'intention (ou protocole d'accord 恩E君主ね佃傾ぬJ健闘仰がt-Q.，.J)

Q)Q主主， pacte de pr邑f吾rence♀contrat-cadre~~AJ .-JトJ~~の); Malaurie et Aynes， op. cit.， nOS 234-238， pp. 166 

171 ((国榔Q)ト纏右献宰 (contratsprεparatoir巴sou avant-contrats) ~~星日時iさや~ pacte de preference， contrats 

cadres， promesse ，記長D斗b均年~:!手段為， fiBQ組1さや accordsde principe (Iettres d'intention ou protocoles d'accord) 
~4~ヰF 怜く幾1榔総~母j ，毛ヨヨ4司令j) QAJd当細小金時) ;W巴iIIet Terre， op. cit. W 邑d.)，nOS 103-111， pp. 105←114 ((世梢Q)

ト握宰鰍~ (avant-contrats ?)捻Jþト寝 (promesse) 心(齢時間 Q) ト纏右側<~~+<fiBj 選盛時事~ contrats pr邑paratoires(ou 

accord de principe 以幾締結S先制必ヨヨド。 contrats-cadres.，.J)ill!:日朝締結~~際制初中的ムJ いの)よJ contrats temporaires (似

稔吾QヨJ1齢制~Q~!;JS州都{J!;!:lfi~寝耳tをいt-Q.，.J) Q) ~寝司司会2 -\0--時) ; Flour et Aubert， op. cit. W 邑d.)， nOS 139， 154-1， 154 

-2， pp. 99， 110-112 ((也糊Q)ト纏右側〈逗 (contratspr邑paratoiresou avant-contrats)心.-J¥J' pacte de pr百台ence，

accord de principe (ou contrat de pourparlers ， I俸制〈以捻判締結~~線制O\'lJキJ ト(ð.，.J)Q今年1将ド。 lettresd'intentions 石川兵~

矧記子.(l，J AJ.，.J)時的， AJ -¥0--t-Q) ，promesse unilat吾rale，contrat conditionnel (保金と相続|く宰)今年J制定韮~キ討で時 Larroumet，

op. cit.， nOS 288-316， pp. 251-270 ((国榔Q)ト纏主将K程 (avant-contratou contrat preparatoire ~ (総榔Q)ト纏韮獄

事 (contratsde negociation) AJtト寝 (promesses)~+<fiB.-J'話相 Q~AJ .-Jい， pacte de pref邑rence，contrats obligeant 
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定出(∞
7
3
9誕
将

a négocier 似捻1締結~~献剖杓かの ""'0
0

accord de principe ""'Jj[コト J .lJ~ミ時帰 P ムJ 私的) ，accord de principe (accords 

partiels， punctation ou lettres d'intention 翠E君主お命傾印鯉出初キJ!{l"'"0。特〈幾~踊齢化j母l'毛迫ドトJ.lJ ""'OJ号ト(1'ムH眠時)

ぬJ~ 絡がや.(a) ; Starck (par Roland et Boyer)， Droit civil， Obligations， 2. Contrat， 3e邑d.，1989， nO 281， p. 122-123 

(accord de principe ~似幾~隠総会J制必ヨヨド"'"0.lJ!il試 x̂!{l); Schmidt， op. cit.， nOS 369-583， pp. 198-313. ((i:jj附0)ト4堅
右側〈程 (contratspr邑liminaires)-¥旬以幾!21:liRいの尉〈程((童話縦 0) 恥纏右側〈程).lJ議~~!2I:liR-\眠時騒|く~(ト逗) .lJ!2-lくEiQ.，..);'.2

剥'初心!21~刊íIT-\旬以幾糊総長ミj飲制収J キJ ト(1"'" 0 (contrat de n吾gociation(accord de principe ou contrat de pourparlers)， 

pacte de pr吾f吾rence).lJ K~総長てj制{長い!{l ""'0 (contrat-cadre， contrat partiel (ou accord partiel;@EiQ.宕持制脳会曜版仰

が!(l"'" 0)， contrat temporaire 組制献宰)) .lJ!2嬰余会~-\眠時。)

(湾)pacte de preference今 contrat-cadre""'Jj[経Q榔総期限制収J キJ のよ)匙収J~ いユ的。

(民)Ghestin， op. cit.， nO 241， pp. 269-271 Le Tourneau， op. cit. (3e吾d.)，nO 195， pp. 73-74 Malaurie et Aynes， 

op. cit.， nO 234， p. 166 ; Weill et Terr邑， op. cit. (4e吾d.)，nO 110 bis， pp. 112-113 ; Flour et Aubert， op. cit. (4e 

ed.)， nO 154-2， pp. 111-112 ; Starck， op. cit. (3e 邑d.)，nO 281， pp. 122-123 ; Schmidt， op. cit.， nOS 371-384， pp. 201-

208. 

(怒)Ghestin， op. cit.， nO 242， pp. 271-272 ; Schmidt， op. cit.， nOs 456-470， spec. nO 462， pp. 245-253. 

(毘)Larroumet， op. cit.， nO 297， p. 257 ; Schmidt， op. cit.， nO 465， pp. 249-250. 

(ミ)WeiIl et Terr邑， op. cit. W 吾d.)，nO 110 bis， pp. 112-113 ; Schmidt， op. cit.， nOS 477-483， pp. 256-260 
(弓)WeiIl et Terrε， op. cit. (4e 吾d.)，nO 110 bis， pp. 112-113 ; Schmidt， op. cit.， nOS 477-479， pp. 256-258 
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連
し
て
お
り
、
ま
た
寸
交
渉
破
棄
」
と
「
申
込
の
撤
回
」
を
一
括
す
る
見
解
(
の
存
在
)
が
両
者
の
緊
密
な
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
た
め
で

あ
る
。
な
お
、
法
理
論
的
関
心
か
ら
、
考
察
は
学
説
に
絞
り
、
そ
の
展
開
過
程
(
第
一
節
)
と
現
状
(
第
二
節
)
を
な
が
め
て
い
く
。

第
一
節

「
申
込
の
撤
回
」
に
関
す
る
学
説
の
展
開
過
程

申
込
の
意
味
を
確
認
し
て
お
く
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
契
約
之
旦
息
)
は
申
込
と
承
諾
に
よ
り
成
立
す
る
と
さ
れ
、
申
込
は
通
常
。
民
話
と
か

(
3
)
 

℃。
E
三
宮
件
目
。
ロ
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
申
込
は
明
確
で
(
官
。
n
u
o
)
か
っ
確
定
的
で
(
内
耳
目
)
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
契
約
の
要
素

(
2
m
E
8
2
2招
耳
目
丘
団
)
を
す
べ
て
含
み
、
か
つ
留
保
守
宏
司
〈
ゆ
)
が
付
さ
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
要
件
を
欠
く
と
き
、

そ
れ
は
申
込
の
誘
引
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
や
日
本
で
は
「
申
込
の
拘
束
力
L

が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
そ

れ
を
認
め
て
い
な
い
た
め
、
学
説
は
「
申
込
の
撤
回
L

を
め
ぐ
り
様
々
な
議
論
を
繰
り
広
げ
て
き
た
。
以
下
、
責
任
の
可
否
、
責
任
の
根
拠

と
そ
の
要
件
、
責
任
の
効
果
、
と
い
う
三
つ
の
角
度
か
ら
、
各
時
代
の
動
向
を
な
が
め
て
み
る
。

(
法
律
構
成
)

契約交渉の破棄とその責任(4) 

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
制
定
以
前
の
見
解

民
法
典
制
定
以
前
に
も
「
申
込
の
撤
回
L

は
責
任
の
可
否
を
め
ぐ
り
議
論
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
の

g巴
5
は
、
法
的
な
権
利
義
務
関
係

に
変
動
を
来
た
す
約
束

(3EZ)
が
効
力
を
発
す
る
に
は
相
手
方
の
承
諾

(ω31日
民
)
が
必
要
で
あ
る
、
と
し
た
た

l
不

注
意
(
過
失
)
を
理
由
に
損
害
賠
償
責
任
を
肯
定
し
た
錯
誤
の
場
合
と
は
対
照
的
に
|
|
「
約
束

(
H
申
込
)
の
撤
回
」
に
あ
っ
て
は
軽
率
さ

が
な
い
、
と
の
理
由
か
ら
法
的
責
任
を
否
定
し
た
。
他
方
、
，

l
不
法
行
為
責
任
説
の
始
祖
と
仰
が
れ
る

1
1
3
ま
q
は
、
「
申
込
の
撤
回
」

自
体
は
許
容
し
つ
つ
も
、
寸
何
人
も
他
人
の
行
い
に
よ
っ
て
害
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
の
衡
平
の
原
則
合

S
F
仏

doc-広
)
に
基
づ
き
撤

回
者
の
責
任
を
肯
定
し
(
問
。
ま
た
申
込
受
取
人
が
出
摘
を
し
た
り
、
機
会
を
失
っ
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
責
任
の
み
、
他
方
、

北法42(4・19)977 



説

履
行
行
為
ま
で
し
た
場
合
に
は
、
契
約
の
履
行
責
任
ま
で
認
め
ら
れ
る
と
し
、
弾
力
的
な
解
決
を
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

民
法
典
制
定
直
後
、
特
に
一
九
世
紀
前
半
の
学
説

一一

北法42(4・20)978

論

民
法
典
に
申
込
や
承
諾
に
関
す
る
一
般
的
な
規
定
は
な
く
、
起
草
過
程
で
も
議
論
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
民
法
典
制
定

直
後
の
解
説
書
も
「
申
込
の
撤
回
」
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
が
、
一
八
三

0
年
代
に
な
る
と
、
句

2
E
q
と
同
旨
の
見
解
が
展
開
さ
れ
は
じ

め
、
た
と
え
ば
句

R
門
町
田

5
・
u
z
gロ
Z
P
H，
5
1
0口
問
の
そ
れ
は
、
撤
回
者
に
不
法
行
為
責
任
を
課
す
点
、
責
任
の
内
容
を
損
害
賠
償
と
す

る
点
、
そ
の
損
害
が
「
信
頼
利
益
」
に
相
当
す
る
点
、
隔
地
者
取
引
(
お
そ
ら
く
は
動
産
売
買
)
を
想
定
す
る
点
で
、
ほ
ぽ
句

2
E
q
の
説
と

共
通
し
て
い
る
。
他
方
、
異
説
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
九
世
紀
後
半
の
学
説

こ
の
時
期
、
不
法
行
為
責
任
説
に
対
し
、
二
つ
の
ア
ン
チ
・
テ
l
ゼ
が
唱
え
ら
れ
る
。
第
一
は
予
備
的
契
約
説
で
、
ー
ー
そ
の
萌
芽
は
〉
ロ
σミ

忠
岡
山
凶
ロ
に
み
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
|
|
主
唱
者
は
ロ
o
E
。F
B
Z
に
求
め
ら
れ
る
。
「
申
込
は
原
則
と
し
て
撤
回
し
う
る
。
が
、
期
限

付
の
申
込
に
は
『
期
間
内
は
撤
回
し
な
い
』
と
の
付
随
的
な
申
込
が
含
ま
れ
て
お
り
、
|
|
申
込
受
取
人
に
と
っ
て
利
益
に
し
か
な
ら
な
い
|
|

こ
れ
に
対
す
る
沈
黙
は
そ
の
承
諾
に
当
た
る
」
と
い
う
の
が
こ
の
説
の
骨
子
で
、
さ
よ
う
な
場
合
、
「
申
込
の
撤
回
」
に
は
効
力
が
な
い
と
す
る
。

た
だ
、
予
備
的
契
約
説
の
始
祖
と
さ
れ
る
彼
も
、
か
か
る
契
約
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
「
申
込
の
撤
回
L

を

F
ロ
Z
と
す
る
不
法
行
為
責

任
(
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
に
相
当
)
を
肯
定
し
た
。
つ
ま
り
、
彼
が
予
備
的
契
約
説
を
唱
え
た
の
は
、
不
法
行
為
責
任
説
に
矛
盾
を
見
い
出

し
た
か
ら
で
は
な
く
、
期
限
付
の
申
込
に
つ
い
て
「
契
約
の
成
立
」
と
い
う
効
果
ま
で
獲
得
し
た
か
っ
た
た
め
で
、
こ
の
こ
と
と
寸
商
慣
習

で
は
一
般
に
『
必
要
な
期
間
内
は
申
込
を
撤
回
し
な
い
』
と
の
黙
示
の
約
定
が
認
め
ら
れ
る
」
と
の
主
張
を
併
せ
考
え
る
と
き
、
商
取
引
へ

の
配
慮
が
窺
わ
れ
る
。
が
、
予
備
的
契
約
説
に
与
す
る
見
解
も
こ
の
考
え
の
す
べ
て
を
受
け
継
い
だ
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
〉
己
σミ
2

m
gは
り
O
E
O
-
O
B
Z
の
見
解
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
踏
襲
す
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば

F
E
R
E
は
|
|
予
備
的
契
約
に
基
づ
く
責
任
は
認
め



つ
つ
も
|
|
「
撤
回
権
が
あ
る
以
上
、
撤
回
そ
れ
自
体
が

E
C
Z
と
な
る
こ
と
は
な
い
」
と
し
て
、
不
法
行
為
責
任
は
否
定
す
る
。
ま
た

E
S
E
5
5
は
|
|
不
法
行
為
責
任
(
「
信
頼
利
益
の
賠
償
L

に
相
当
)
は
肯
定
し
つ
つ

4
|
予
備
的
契
約
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
も
、
撤

回
は
可
能
で
、
損
害
賠
償
責
任
(
寸
信
頼
利
益
の
賠
償
」
に
相
当
)
が
生
ず
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
す
る
。

予
備
的
契
約
説
が
唱
え
ら
れ
る
一
方
で
、
一
九
世
紀
末
に
は
一
方
的
債
務
負
担
行
為
説
も
登
場
す
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
法
学
者
自
品
巳

が
「
債
権
債
務
関
係
は
一
方
的
な
約
束
か
ら
も
発
生
し
う
る
」
と
の
主
張
を
骨
子
と
す
る
論
著
ご
八
七
三
年
)
を
発
表
し
た
と
こ
ろ
、
こ

れ
が
フ
ラ
ン
ス
に
一
方
的
債
務
負
担
行
為
理
論
(
同
志

2
ぽ
号
芯
ロ
官
官

5
8円
宮
吋
〈
色
。
ロ
芯

5
-
U芯
E
ぽ
)
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
次
い
で

こ
の
理
論
を
申
込
に
応
用
し
、
寸
申
込
の
拘
束
力
」
を
認
め
る
説
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
直
ぐ
に
有
力
な
支
持
(
切
自
色
ミ

戸
山

S
E
Z
qぽ
色
∞
m
E
O
)
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

右
の
知
く
、
こ
の
時
期
に
は
新
た
に
二
つ
の
説
が
加
わ
る
。
ま
た
こ
れ
を
効
果
の
面
か
ら
な
が
め
る
な
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
信
頼
利
益
L

に

相
当
す
る
損
害
の
賠
償
責
任
し
か
認
め
な
か
っ
た
不
法
行
為
責
任
説
に
対
し
て
、
特
に
商
取
引
に
お
け
る
不
都
合
に
配
慮
し
、
「
契
約
の
成
立

(
履
行
責
任
)
L

ま
で
許
容
し
よ
う
と
し
て
他
の
二
説
が
現
れ
た
、
と
い
う
構
図
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

(
註
(
却
)

(
訂
)
も
参
照
)
。

契約交渉の破棄とその責任 (4) 

四

ニ
O
世
紀
前
半
の
学
説

二
O
世
紀
前
半
は
鼎
立
の
時
代
を
迎
え
る
。
一
方
で
は
予
備
的
契
約
説
が
支
持
を
得
、
意
思
自
治
の
観
点
か
ら
一
方
的
債
務
負
担
行
為
説

を
批
判
す
る
と
と
も
に
、
不
法
行
為
責
任
説
に
は
円
包
括
旦
と
同
種
の
非
難
を
浴
び
せ
た
。
そ
の
な
か
に
は
ー
ー
ロ

2
5
Z
E
Z
と
は
対
照
的

に
|
|
「
履
行
責
任
」
ま
で
認
め
る
必
要
は
な
い
、
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た
。
他
方
、
一
方
的
債
務
負
担
行
為
説
も
支
持
を
集
め
、
不
法
行
為

責
任
説
に
は
右
と
同
じ
批
判
を
、
予
備
的
契
約
説
に
は
事
実
(
円

E
E
m
)
に
反
す
る
と
の
批
判
を
向
け
た
。
ま
た
不
法
行
為
責
任
説
も
死
滅

せ
ず
、
一
方
的
債
務
負
担
行
為
説
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
そ
の
よ
う
な
理
論
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
、
と
の
、
予
備
的
契
約
説
に
は
擬
制

と
の
批
判
を
投
げ
掛
け
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
不
法
行
為
の
効
果
(
現
物
賠
償
)
と
し
て
「
履
行
責
任
」
ま
で
認

北法42(4・21)979

(
町
一
己
目
。
ロ
)
に
過
ぎ
な
い
、



説

め
る
点
で
、

一
九
世
紀
後
半
ま
で
の
そ
れ
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
あ
っ
た
。

北法42(4・22)980

五

ニ
O
世
紀
後
半
の
学
説

論

こ
の
時
期
に
は
不
法
行
為
責
任
説
が
学
界
を
支
配
す
る
。
確
か
に
予
備
的
契
約
説
は
僅
か
な
が
ら
生
き
残
り
、
一
方
的
債
務
負
担
行
為
説

も
若
干
数
見
い
出
さ
れ
る
が
、
不
法
行
為
責
任
説
が
大
多
数
を
占
め
、
通
説
と
な
る
。
ま
た
そ
の
な
か
で
は
、
現
物
賠
償
と
し
て
「
履
行
責

任
」
な
い
し
「
履
行
利
益
」
に
相
当
す
る
損
害
の
賠
償
責
任
ま
で
認
め
う
る
、
と
す
る
見
解
が
多
数
説
を
形
成
し
て
い
る
(
次
節
も
参
照
)
。

駐(
1
)
申
込
に
は
多
く
の
論
稿
が
あ
る
(
〉
ロ
Z
F
z
o位。
g
a
s
-
g
号

-
u
O
R
3
2
号
で
山
門
円
巾
匂
門
白
色
。
ロ
門
目
白
ロ
印
宮
内
。
『
B
白
色
。
ロ
己
ロ
円
。
ロ
可
巳
・

巴
弓
は
特
に
著
名
な
も
の
)
。
が
、
学
説
の
一
般
的
動
向
を
捉
え
る
と
い
う
意
図
か
ら
、
考
察
は
教
科
書
を
中
心
に
す
る
。
な
お
、
「
申
込
の
撤
回
」

に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
を
紹
介
し
た
文
献
と
し
て
は
、
北
川
善
太
郎
『
契
約
責
任
の
研
究
』
(
昭
和
三
八
年
)
一
二
六
|
一
一
一
一

O
頁
、
フ
ラ
ン

ス
民
法
研
究
会
「
体
系
・
フ
ラ
ン
ス
民
法
[
債
務
法
]

2

L

(

判
タ
五
九
八
号
三
五
頁
、
昭
和
六
一
年
)
一
二
六
|
三
九
頁
(
伊
藤
浩
執
筆
部
分
)
、

平
野
裕
之
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
『
契
約
締
結
上
の
過
失
』
理
論
素
描
|
|
わ
が
国
の
議
論
へ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
|
|
」
(
法
律
論
叢
六
一
巻
四
H
五

号
六
六
三
頁
、
平
成
元
年
)
が
あ
る
。

(2)
た
と
え
ば

ω色巾
E
2・
U
巾
}
同
日
告
。
ロ
回
出
立

-xm
℃芯

g
E
E
2
5
}
}巾・閉山
2
・
E
B・
骨

-n守・

E
C
H
H
)
-
S吋
は
両
者
を
括
的
℃
C
ロ印白
σ日
広

官
m
gロ可
R
E巾
}
}
巾
と
い
う
上
位
概
念
で
包
摂
し
、
こ
れ
と
類
似
し
た
問
題
の
位
置
づ
け
方
は
最
近
で
も
採
ら
れ
て
い
る
(
円
巾
斗
C
己『ロ

S
F
円白

叶

g
℃。ロ回目立戸

Xmn-4戸

ωompw
呂
∞
Nw
ロ。
ω口ωlNCωwHUHU・
2
a
w
〈山口巾可

w
H，
吋
即
日
広
仏
巾
仏
吋
。
p
n芝山
Y
H
H〈
w
呂
∞
Nw
ロ。
ω
同唱。

1
5∞
噌
℃
℃
-

NN由
lNωN
一
回
ロ
2
・
HNmmu。
ロ
印
白
玄

E
m
n
oロ門
E
2
z巳
Z

2

5回目}。ロ∞白玄ロ丹
mam-一n
z
m
-
z・
何
回
印
白
山
門
凶
巾
会
山
口

B
X出
Z
0
2
8円円巾

-
2
号

5向

。
『
弘
司
巾
印
号
括
的
UOロ印白
σ日
広
場
(
同
町
・
司
R
Z
5・
呂
吋
∞

wロ
oωNω
品

N
2・℃℃
-NN申

Nき
な
ど
)
。
ま
た
締
約
を
妨
げ
る

p
z
R
と
し
て
一
括
し
た

り
(
冨

0
5
2
2ロ
-
F白
色
号
常
己
陶
器

z

r
コ

E
昨
日
。
ロ
己
巾
印

noロ可白
F
古
一

P
E
g
丘
町
巾
ユ
2
帥

E
丘町『
2
・
5
2
w
U℃
印

S
l
E
H
一

ωozσPHK同
門
ロ
ザ
田
宮
円
。

E
E
F巾ロ仏
0・
E
一
月
巾
mm]ロ
ロ
σ巾
円
安
山
口
〈
巾
三
円
印
刷
判
明
印
nyzhM
回同国内吋出口
Nα
印目印

ny巾
ロ
ロ
ロ
己
仏
巾
三
回
nFOロ
河
内
円
宮

w

F冊
目

叶

巾

m-2
骨
-
山
内
Oコ吋回向昨日。ロ己ロ

noロ
可
同
門
巾
口
内
凶
円
。
一
片
岡
『

S
2
2
2
田
口
問
自
由
ロ
門
戸
回

q
-
n
E
ロ・円同・

5
の巾
B
巾山口白血

5
0
ω
m
B
E
R
仏・



同
∞
由
(
的

N

・3
S
4崎
将

Jur. Fakultaten v. Montpellier u. Heidelb巴rg15-28， Mai， 1983， 1985， pp. 121-126)' 以総長関Q聡4口 0~岡出-\Jユ小陰~

骨{;-¥J 1量的~連主張P4Q~ (Schmidt， N邑gociation巴tconclusion de contra主， 1982 (~Iι， Schmidt， Negociation -¥Jnj=;Ea)， nOS 

205-233， pp. 101-120)。

(的)Henri， Leon et Jean Mazeaud (par Chabas)， Lecons de droit civil， t. !I， 1er vol.， 7e ed.， 1985， nO 131， p. 117 

Ghestin， Traite de droit civil， t. !I， 2e ed.， 1988， nO 201， pp. 219-220 Le Tourneau， op. cit.， nO 187， p. 71 

Malaurie et Aynes， Cours de droit civi!， Les obligations， 1985， nO 245， pp. 177-178 ; Flour et Aubert， Droit civil， 

Les obligations， vol. 1， 4e ed. (par Aubert)， 1990， nO 139， p. 99; Larroumet， Droit civi!， t. III， Les obligations， 1 ere 

partie， 1986， nO 237， pp. 212-213 ; Juris-Classeur， Droit civil， Art. 1101-1108， par Gegout， 1976， nO 5 ; idem.， Art 

1109， par Malaurie， 1977， nO 4 ; idem.， Art. 1583， par Bilger， 1972， nO 30.トJ~~:/支 J い， Aubert， op. cit.， nOS 165 

et sρp. 157 et s. ~ pollicitation 掬鮮側-<~:/支払時軍医:t0-ffi-rQ-\Jユ^Îl j傾蛍早/ offre ~~~~~0笹rQ-\J':;'小1艇蛍や凶E

Jド思ユ， -R (ì 1~将~1 tr::宕組織~思11と~よj駐Jドユの (fJ0割程Q粧寝笠通話摺)。

(司)Ghestin， op. cit.， nO 201， pp. 219-220 ; Malaurie et Aynes， op. cit.， nO 245， pp. 177-178 Flour et Aubert， op. 

cit.， nO 139， p. 99 ; Larroumet， op. cit.， nOS 246-249， pp. 220-223 ; R邑pertoireDalloz de droit civil， VO Vent巴 (ele

ments constitutifs)， par Malaurie， 1976， nO 20. ~ .¥q' Weill巴tTerr邑， Droit civil， Les obligations， 4e ed.， 1986， nO 

134， pp. 142-143 ~ pr邑ciseet compl邑te~' Le Tourneau， op. cit.， nO 187， p. 71 Juris-Classeur， Droit civil， Art. 

1109， nO 10 ~ precise限公ぬJ' ~~ぜ世:言10旧制さ主人J ，...) ν ユ均等主 F 昨~酬\1憾4hjEEAば時報~m~包括号時制ユ。

(∞)岳飛~将~lllIrr鰍~ offre (pollicitation)レ握 I"てJ~ ν ユ伶為， -ffi-rQ 0総Eω将Hllrr織笠凶止(~4Q時。 Mazeaud， op. cit.， nO 

132， p. 118 (simple invitation aux pourparlers) ; Ghestin， op. cit.， nO 201， pp. 219-220 (simple invitation a entrer 

en pourparlers ou appel d'offres. Ealf，¥g 0巡ユ兵士号怒おれJ~ いユぉユ) ; Malaurie et Aynes， op. cit.， nO 245， pp. 177 

178 (invitation a entrer en pourparlers) ; Weill et Terre， op. cit.， nO 134， pp. 142-143 (simple offre d'entrer en 

pourparlers) Larroumet， op. cit.， nO 248， pp. 221-222 (offre de pourparlers) R吾pertoireDalloz de droit civil， VO 

Vente， nO 20 (proposition d'entree en pourparlers) Juris-Class巴ur，Droit civil， Art. 1109， nOS 5-6 (invitation (ou 

offre) d'entree en pourparlers) idem.， Art. 1583， nOS 30-31 (proposition d'entr邑een pourparlers ou invitation a 

(

噌

)

川

恩

師

側

Q

W
心
…
棋
倒
置

Q
総
um葉
駅



説

g
同『

q
g
u。
zqR-mg-
用
語
は
特
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
な
い
ご

E
C
R
a
〉己
σ巾円
F
C匂
-
n
F
ロ。

z
p
u
g
-
(円ロ
i
z
t
cロ
脚

色
可
2

2
宮
口
召
白
ユ
巾
円
由
。
己
白
石
巳
門
F
F
2・
前
者
は
交
渉
の
勧
誘
や
比
較
的
早
い
段
階
で
の
提
案
を
指
し
、
後
者
は
前
者
よ
り
具
体
性
は

あ
る
が
、
な
お

-B℃
吋

mn-8
で
あ
る
た
め
、
申
込
と
評
価
で
き
な
い
提
案
を
指
す
も
の
と
し
て
、
使
い
分
げ
ら
れ
て
い
る
。
)

(6)
グ
ロ

l
チ
ウ
ス
ご
又
正
雄
誇
)
『
戦
争
と
平
和
の
法
(
第
二
巻
)
』
(
昭
和
二
五
年
)
に
拠
り
つ
つ
、
手
引
き
と
し
て
、
新
井
誠
寸
ヴ
イ
ア
ツ
カ

1

に
お
け
る
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
可
。

B
-
g芯
概
念
|
|
司

g
s
-
8日C
概
念
と
の
巾

]Eロ肉丘町
2
ユ
巾
と
の
内
在
的
関
連
性
に
関
す
る
序
章
的
考
察
ー
ー

(
一
、
一
一
)
(
完
)
」
(
民
商
八
一
巻
二
号
二

O
八
頁
、
三
号
三
三
六
頁
、
昭
和
五
四
年
)
、
大
沼
保
昭
編
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
(
昭
和
六
二
年
)
二

七
一
ー
l
三
四
八
頁
(
大
沼
保
昭
執
筆
部
分
)
、
松
尾
弘
「
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
所
有
権
論
|
l
近
代
自
然
法
に
お
け
る
所
有
権
理
論
と
民
法
理
論
の
古
典

的
体
系
|
|
(
て
ニ
)
(
完
)
」
(
一
橋
研
究
一
四
巻
三
号
一

O
七
頁
、
四
号
一
三
一
頁
、
平
成
元
年
)
、
滝
沢
昌
彦
「
申
込
概
念
の
発
生
1
|
約
束

か
ら
申
込
へ
|
|
」
(
一
橋
論
叢
一

O
七
巻
一
号
七

O
頁
、
平
成
四
年
)
の
他
、
巧
ぽ

R
r
R
-
P守
色

z
n
v
g
m巾印
nEnvR
己
q
z
g
N巾
F

E巴

(
ヴ
ィ

1
ア
ツ
カ

l
(鈴
木
禄
弥
訳
)
『
近
世
私
法
史
』
(
昭
和
三
六
年
)
も
参
昭
0

・
E
p
w
(
N・〉己『}・
)w
呂
町
叶
一
回

2
8
5
2∞F
E巾
戸
各
日
門
凶
巾
回

出
口
問
。
。

g
Z
5
4。
B
〈
句
毎
日

n
y
g
w
z
g
を
利
用
す
る
。
な
お
、
不
十
分
さ
を
自
覚
し
つ
つ
、
あ
え
て
彼
の
見
解
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
そ

こ
に
「
交
渉
破
棄
」
に
か
か
わ
る
現
代
的
な
示
唆
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
(
補
註
1
参
照
)
。

(
6
a
)
白
nn巾
宮
丘
町
C

は
通
常
「
承
諾
」
と
訳
さ
れ
る
(
新
井
・
前
掲
論
文
、
滝
沢
・
前
掲
論
文
。
松
尾
・
前
掲
論
文
は
「
受
約
」
と
す
る
)
。
が
、
所

有
権
移
転
が
範
型
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
(
第
二
巻
第
一
一
章
第
一
四
節
)
、
む
し
ろ
「
(
約
束
の
対
象
た
る
権
利
や
自
由
を
)
受
け
取
る
(
懐

中
に
収
め
、
自
分
の
も
の
と
す
る
)
こ
と
」
と
訳
し
た
方
が
、
。
円
。
己

5
の
想
定
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
(
「
受
け
取
る
」

と
は
、
所
有
権
移
転
に
あ
っ
て
は
、
所
有
権
を
受
け
取
る
こ
と
で
、
引
渡
(
占
有
移
転
)
を
受
け
る
こ
と
で
は
な
い
(
同
巻
第
一
二
章
第
一
四
節
)
。

ま
た
約
束
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
新
井
・
前
掲
論
文
、
松
尾
・
前
掲
論
文
参
照
。
な
お
、
か
か
る
授
受
も
当
事
者
が
任
意
に
行
っ
て
い
る
以
上
、

そ
こ
に
「
合
意
(
契
約
)
」
(
所
有
権
移
転
の
場
合
は
物
権
契
約
)
を
見
い
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
が
、
弁
済
を
思
え
ば
分
か
る
よ
う
に
、
現

代
で
も
実
際
に
は
き
ょ
う
な
視
角
か
ら
把
握
し
な
い
こ
と
も
あ
る
)
。
た
だ
、
こ
の

R
目
立
主
芯
が
現
在
の
「
承
諾
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
か
ら
(
滝
沢
・
前
掲
論
文
参
照
)
、
現
代
的
な
示
唆
を
得
る
と
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
「
承
諾
」
と
訳
す
こ
と
に
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
も
し

2
2宮
田
昨
日

0

が
本
来
「
受
け
取
る
こ
と
」
に
近
い
意
味
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
現
代
的
な
意
味
で
の
「
承
諾
L

に
変
化
し
た
か
は
、
「
承
諾
」
の
み
な
ら
ず
、
「
申
込
」
概
念
の
生
成
過
程
を
知
る
う
え
で
も
、
一
つ
の
キ

1
・
ポ
イ
ン
ト
た
り
う
る
。
難
問
で
あ

り
、
実
定
法
学
者
の
力
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
滝
沢
・
前
掲
論
文
か
ら
示
唆
を
得
つ
つ
、
推
測
す
る
な
ら
、
「
受
付
取
る
L

と
は
「
自
ら
の

三A
H岡
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契約交渉の破棄とその責任 (4) 

意
向
に
反
し
て
押
し
つ
け
ら
れ
る
L

こ
と
で
は
な
く
、
「
自
主
的
に
よ
し
と
し
て
受
け
取
る
」
こ
と
を
意
味
し
た
が
、
℃

5
5
-
n
z
が
契
約
(
の
一

類
型
)
と
し
て
、
つ
ま
り
、
両
当
事
者
の
同
意
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
寸
受
け
取
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
」
、
さ
ら
に
「
契
約
そ
の
も

の
を
よ
し
と
す
る
(
是
認
、
す
な
わ
ち
、
同
意
)
」
と
い
う
意
味
に
変
質
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
は
一
応
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
(
約
束

が
申
込
へ
と
変
化
す
る
過
程
の
な
か
で
、
か
か
る
変
質
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
か
、
は
今
後
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
)
。

な
お
、
今
日
で
も
弁
済
の
「
受
領
」
に
は
、
「
自
主
的
に
よ
し
と
し
て
受
け
取
る
L

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
受

領
遅
滞
が
観
念
で
き
る
の
は
、
自
主
性
の
要
素
が
内
包
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
「
よ
し
と
し
て
」
と
い
う
意
思
的
要
素
を
い
か
に
評
価

す
る
か
が
、
一
面
で
は
弁
済
の
法
的
性
格
の
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
磯
村
哲
編
『
注
釈
民
法
ご
二
)
債
権
(
三
)
』

(
昭
和
四
五
年
)
一
二
、
四
四
|
五
二
頁
(
磯
村
哲
、
奥
田
昌
道
、
各
執
筆
部
分
)
参
照
)
。
が
、
「
受
領
を
要
す
る
意
思
表
示
」
に
お
け
る
「
受

領
」
に
は
、
か
か
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
よ
り
も
、
|
|
「
到
達
」
と
ほ
ぼ
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
関
係
上
、
受
領
能
力
の
問
題
を
除
け
ば
|
|
「
受
取

人
の
意
向
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
相
手
方
か
ら
送
り
つ
け
ら
れ
る
」
と
い
う
意
味
合
い
の
方
が
強
く
(
我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
則
』
(
昭
和
四

O
年
)

三
一
六
|
三
二

O
頁
)
、
ま
た
約
束
が
な
さ
れ
た
旨
の
連
絡
を
受
け
る
こ
と
と
約
束
そ
の
も
の
を
受
け
取
る
(
自
分
の
も
の
に
す
る
)
こ
と
と
は
、

厳
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
註
で
山
口
目
立
由
民
。
を
あ
え
て
「
受
領
」
と
訳
さ
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
。
な
お
、
ド
イ
ツ
語
の
〉
ロ
ロ
白

ygm

も
本
来
開
5
1白
白
肉
(
〉
口
町
一

mロ
己
口
問
)
と
い
う
意
味
だ
っ
た
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
の

g
m
v
g応ロロ
m
(
H君
主
g
お
号

E
Eロ
m)
に
変
質
し
て

い
っ
た
、
と
さ
れ
る

(ω
芯
肉
色
・
口
問
印
〈
巾
円
印
℃

B
n
Zロ
色
凹
〈

q
z
z
n
Zロロ
m∞m
Eロ門ご
S
F
2巳
m
g
m
m
n
z・
5
吋
ωwω
・
吋
∞
)
。

(
7
)
グ
ロ

l
チ
ウ
ス
・
前
掲
書
四
九
六
|
四
九
八
頁
(
第
二
巻
第
一
一
章
第
四
節
)
、
同
・
五

O
六
頁
(
同
章
第
一
四
節
)
。
〈
包
目
巴

g
R
5
2
2・白・

出

-
0
・uω
・
呂
町
l
z
p
な
お
、
彼
の
契
約
締
結
理
論
の
影
響
が
今
日
ま
で
及
ぶ
点
は
、
ヴ
ィ

l
ア
ツ
カ

1
(鈴
木
訳
)
・
前
掲
書
三
四
四
三
四
五

頁
、
当
日

gnwmF
白・白・

0
・
(
N

〉
色
-
Y
ω
-
N
自
の
他
、
ヨ

g
n
w
q
-
E
m
S『
HEm--nzoz-m色
。
ロ

σ
町
一
色
。
口
同

E
E
E
B
a
g
〈巾円

ロ
ロ
ロ
寄
巾
n
u
E
W
E
・
3
印
片
的
門
町
三
円
宗
門
巧
巾
]
N
巾]・

5
豆・

ω
吋
N
N

参
照
。
そ
の
他
、
谷
口
知
平
編
『
注
釈
民
法
(
一
三
)
債
権
(
四
)
』
(
昭
和
四

一
年
)
一
一
九
頁
以
下
(
遠
回
新
一
執
筆
部
分
)
も
こ
の
点
に
ふ
れ
る
。

(8)
グ
ロ

l
チ
ウ
ス
・
前
掲
書
四
九
九
l
五
O
O頁
(
第
二
巻
第
一
一
章
第
六
節
)
。
責
任
の
性
質
が
不
法
行
為
責
任
と
さ
れ
て
い
た
点
は
、
同
・
六

四
六
頁
以
下
(
同
巻
第
一
七
章
)
参
照
。
な
お
、
こ
れ
を
指
し
て
当

-gnwq
は
「
グ
ロ

I
チ
ウ
ス
は

2
8白
5
8己
E
Z
E
C
ま
で
到
達
し
て

い
た
」
と
評
す
る
が
(
ヴ
ィ

l
ア
ッ
カ

l
(鈴
木
訳
)
・
前
掲
書
三
四
四
頁
。
た
だ
、
第
二
版
で
は
、
〈
巾

2
5ロ
g
m宮
内
吉
ロ
ぬ
と
言
い
換
え
て
い
る
。

当

-gnr巾
ア
同
・
白
・

0
・
(
N
・
〉
ロ
巴
-
Y
ω

・
呂
町
)
、
。
一
巾
凹
印
巾

F
2
2岨白・白・
0
・・
ω

・
2
1
2岨
〉
ロ
ヨ
・
ロ
は
不
明
瞭
な
点
も
残
る
と
す
る
。
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論 説

(9)
グ
ロ

l
チ
ウ
ス
・
前
掲
書
五

O
七
頁
(
第
二
巻
第
一
一
章
第
一
六
節
)

O

'

自
然
法
も
寸
約
束
の
撤
回
」
を
禁
止
し
て
い
な
い
と
解
す
る
(
同
・
五

O
六
頁
(
同
章
第
一
四
節
)
)
。
た
だ
、
制
定
法
に
よ
り
こ
れ
を
禁
止
す
る
こ
と
は
可
能
で
(
同
・
前
掲
書
五

O
六
頁
(
同
章
第
一
四
節
)
)
、
例
と

し
て
ロ

1
マ
法
上
の
国
家
に
対
す
る
旬
。
ロ

E
S巴
。
を
挙
げ
る
(
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
「
約
束
の
撤
回
」
を
禁
止
し
た
の
で
は
な
く
、
一
方
的
な
約

束
に
よ
り
、
直
ち
に
債
権
債
務
関
係
が
生
ず
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
と
も
解
し
う
る
(
船
田
亨
二
『
ロ

l
マ
法
(
第
三
巻
)
』
(
昭
和
四
五
年
)
一
ニ

七
一
ー
ー
三
七
三
頁
参
照
)
。
ま
た
こ
の
制
度
に
つ
き
詳
し
く
は
、
林
信
夫
「
都
市
に
対
す
る
『
片
約
宮
口

E
g
p
)』
の
法
的
保
護
」
(
片
岡
輝
夫
他

『
古
代
ロ

l
マ
法
研
究
と
歴
史
諸
科
学
』
(
昭
和
六
一
年
)
一
八
五
頁
以
下
所
収
)
が
あ
る
)
。
と
こ
ろ
で
、
ロ
ー
マ
法
上
の
宮

E
n
E
E
C
は
法
的

義
務
を
発
生
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
。
円
。
江
戸
】
印
の
三
分
類
(
国

g
q
z
o
(確
言

)w
句
。
ロ
片
山
訂
正
。
(
片
約

)
w
u
g
s
-
m位
。
・
前
二
者
は
い
ず
れ

も
法
的
義
務
を
発
生
さ
せ
な
い
)
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
℃

C
Z
E
g
z。
で
は
な
く
、
匂

5
5
2色
。
の
範
需
に
入
る
こ
と
に
な
ろ
う
(
グ
ロ

1
チ
ウ
ス
・

前
掲
書
四
九
五
四
九
八
頁
(
同
章
第
二
四
節
)
。
現
に
匂

5
5
2色
。
を
論
じ
る
脈
絡
の
な
か
で
、
ロ

l
マ
の
旬
。

}
}
E
g巴
。
は
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
同
・
前
掲
書
五

O
六
頁
(
同
章
第
一
四
節
)
)
。
し
か
し
、
こ
の
た
め
か
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
℃
。

=
E
E門
芯
ロ
に
は
、
寸
拘
束
力
の
な
き
も
の
L

と

い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
(
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
通
説
(
次
節
参
照
)
が
申
込
を
宮

-zn-szoロ
と
呼
ぶ
と
き
、
こ
の
意
味
を
込
め
て
い
る
)
と
「
拘
束

力
あ
る
も
の
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
(
〉
ロ
σ巾
F
。
円
】
・
門
戸
は
「
拘
束
力
あ
る
申
込
」
を

uo--ERECロ
と
呼
ぶ
。
前
註

(
3
)
及
び
次
節
の
註

(
2
)

参
照
)
が
同
居
し
う
る
(
ボ
ア
ソ
ナ

1
ド
も
匂
♀
ロ
門
戸

g
門
芯
ロ
と
い
う
用
語
に
こ
の
相
対
立
す
る
こ
つ
の
意
味
を
込
め
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
第
四

部
第
二
編
で
ふ
れ
る
。
な
お
、
一
定
期
間
約
束
を
撤
回
し
な
い
旨
の
約
束
(
不
撤
回
約
束
)
が
な
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
何
ら
義
務
を
発
生
さ
せ
な

い

B
R
E
C
か
、
句
。

-
-
E
S同
宮
と
し
て
道
徳
的
な
義
務
が
生
ず
る
に
過
ぎ
な
い
か
(
も
っ
と
も
、
こ
の
点
は
内
面
の
法
廷
と
外
面
の
法
廷
と
い
う

問
題
も
絡
む
た
め
、
こ
れ
ま
た
実
定
法
学
者
の
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
な
い
。
詳
し
く
は
、
小
川
浩
三
「
ジ
ャ
ン
・
ド
マ
の
宮
町
内
ぽ

Ez--m-s

と

-C2
母

U
C
E
B
(
一
、
一
一
)
(
完
)
」
(
北
大
法
学
論
集
三
八
巻
三
号
一
頁
、
四
号
四
一
頁
、
昭
和
六
三
年
)
参
照
)
か
、
同
】

B
E
E
-
o
と
解
し

て
も
、
そ
の
不
撤
回
約
束
の
撤
回
は
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
の
5
江
戸
拐
に
お
け
る
匂

5
5
2回
目
。
と
(
契
約
の
)
申
込
と
は
必
ず
し
も

同
一
物
で
は
な
い
が
、
前
者
が
後
者
に
連
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
か
ら
(
滝
沢
・
前
掲
論
文
参
照
)
、
現
代
的
な
示
唆
を
得
る
と
の
意

図
か
ら
、
本
稿
で
は
あ
え
て
両
者
を
等
置
し
た
。

(叩)(い同・閉山町古巾
3

2
∞
。
己
印
ロ
m巾F
、H，H
・包門

mm-mgmロ
E
町
巾
己
角
川
仏
H

・o
x
n守
口
仏
巾
沼
田
三
。

-w
門・ロ

-AHom門
戸
呂
印
M
W

ロ。

ωωhrH)同)・

HNA山lHN叶一

門
芯
・
・
叶

E
-
g
m
-
m
B
g
g日
『
ぬ
己
巾
己
叶

C
P
円
守
口
角
田
胃

g

Z
円
円
回
目
同
巾
門
町
旦
同
三
。
】
唱
件

-
-
F
E日
戸
ロ
。

ωN少℃同)・

Z
N
Z
ω

一
2
0己
吋
巾
円

〉己
σ
巾
1
・。℃

-n-f
ロ
o
z
u
w
旬開}・呂町

l
E吋・
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契約交渉の破棄とその責任(4)

(
日
)
句
。
丹
E
2・
日
ロ
耳
目
的
骨
旬
。
径
一
角
(
宮
吋
∞
ロ
関
口

5
・
件
-
戸

H∞仏∞
w
D。
PH)・
日
・
(
そ
こ
で
は
の
g
z
g
の
見
解
も
参
照
さ
れ
て
い
る
。
)

(
ロ
)
司
2
E
R
-
白
Z
2
2
骨
旬
。
丹
E
q
e
R
∞己関口巾門
)w
件
-
E
W
H∞
戸
ロ
。

ωNw
℃
℃
・
ロ
ー
に
・
彼
は
錯
誤
者
に
も
衡
平

(msc円
仲
間
)
を
理
由
に
損
害

賠
償
責
任
を
課
す
が
(
句
。
自
由
F
F
g
g宗
門
玄
ぽ
∞

E
E
Z
R
O
E
Z
E門R
o
y
-巾
円
四
円
。
一
円
吉
E
F
2
-
0
2
5
骨

rREm-
ロ。
Z4・

a-

(
東
大
所
蔵
Y
F
F
℃℃・

8
1
2
(回目
)mn回
目
肖
昨
日
目
戸
口
〈
Z
F
d
c
d
F
ω
巾
nz。
ロ
〈
w
釦
門
同
庁
-
巾
}
口
〈
)
も
同
種
の
責
任
を
認
め
て
い
る
)
、
そ

こ
で
い
う
衡
平
と
は
「
自
ら
の
不
注
意
(
目
白
℃

E
号
ロ
ロ
巾
)
で
相
手
方
を
誤
解
に
陥
ら
せ
た
者
は
、
そ
の
損
害
を
賠
償
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

も
の
で
、
「
申
込
の
撤
回
L

に
お
け
る
そ
れ
と
は
具
体
的
内
容
を
異
に
し
て
い
る
。
「
申
込
の
撤
回
」
を
不
注
意
(
過
失
)
の
有
無
と
い
う
面
か
ら

な
が
め
た
場
合
、
彼
の
見
解
は
の
g
z
g
の
そ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
の
で
あ
る
。

(
日
)
司
2
E
R
-
C℃
-
n
-
f
F
E
w
口。

ωNw
℃
-
E・
責
任
の
根
拠
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
衡
平
の
原
則
に
求
め
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
隔
地
者
間

の
動
産
(
商
品
)
売
買
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

(
H
)
「
履
行
責
任
」
ま
で
認
め
た
点
を
∞
五
百
巳
は
行
き
過
ぎ
と
批
判
す
る
が
(
旬
。
岳
山
2
・。
u-n-7
け

E
L
)
-
z
w
口。
Z
H
)
、
こ
れ
は
∞
口
問
ロ
巳
が

損
害
賠
償
責
任
と
「
履
行
責
任
」
を
峻
別
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
同
点
】
己
戸
山
内
W

吋
の
弾
力
的
な
解
決
へ
の
志
向
を
き
わ
だ
た
せ
る
。
ま
た

司
2
E
R
の
想
定
す
る
損
害
が
い
わ
ゆ
る
「
信
頼
利
益
」
で
あ
っ
た
点
も
重
要
で
あ
る
(
た
と
え
ば
市
場
価
格
の
下
落
は
「
第
三
者
と
の
取
引
機
会

の
喪
失
」
と
い
う
構
成
を
通
じ
て
、
賠
償
の
範
囲
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
ロ
。

ω戸
℃
・
広
)
。
あ
る
と
き
に
は
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
が
、
あ
る

と
き
に
は
実
際
上
「
申
込
の
拘
束
力
」
が
認
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

(
日
)
司
巾
ロ
2
・河内凶門戸
H
O
-
-
n
o
E
1
2
己
巾
印
可
白
〈
山
口
同
買
mH】
回
目
宮
町
巾
凶
己
ロ
円
。
己
巾

hz--w
円・円

lvハ〈・

E
N叶
一
円
。
円
円
m-
円、同

]mm江
田
]
出
片
山
。
ロ
巳
三

ZW

2
5
5
2
n
E巾
え
円
三
B
山
口
巾
]
-
白
色
巾
宮
内
吋
白
ロ
2
・
件
目
lu内}円以
F
E
N叶
1
5
S
に
よ
る
と
、
わ
回
目
σ
R
m円
宮
の
三
草
案
に
は
、
申
込
や
承
諾
に
関
す

る
規
定
は
見
当
た
ら
ず
(
司
2
2・け

F

3・
2
・
HNω1HE-N
コlM∞C
)

、
こ
の
点
は
四
人
の
委
員
が
起
草
し
た
草
案
も
同
様
で
あ
る
(
司
2
2・門-

H
F
3・
5
申

gN)
。
ま
た
裁
判
所
の
側
か
ら
も
、
こ
れ
に
関
連
す
る
意
見
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
(
破
毅
院
の
意
見
は
、
明
内
凶
ロ
2
・件
-HHW
同)・

印∞

N
を
、
下
級
審
の
意
見
は
、
司
巾
ロ
2
・
F

E
〈
を
参
照
。
な
お
、
現
一
一

O
八
条
に
相
当
す
る
草
案

F
Z
Z
E
w
叶，

X
5
戸

(UF白
立
昨
日
℃
Ba

s-Rw
〉
ユ
・
品
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
は
、
下
級
審
の
う
ち
、
。
。
]
B
R
(司
g
o
?
?
目
・
匂
・
町
出
)
だ
け
で
あ
る
)
。
さ
ら
に
一
一

O
八
条
は
、

(U。
ロ
∞
巾
己
門
片
田
え
で
は
議
論
さ
れ
ず
(
司
2
2
w
F
M回
目
戸
匂
・
怠
司
円
。
Q
m
w
F
凶
戸
同
)
・

5N)
、
E
m
O門
司
み
回
目
2
2
の
わ
2
宮
戸
市
川
区
m-え
は
に

お
け
る
提
案
理
由
の
説
明
(
司
巾
ロ
2
・
F
X
E
W
目当

-MEINNN
一円、。

Qm-
丹・

M門戸日)円】・

ωHHl臼
由
)
や
、
吋
ユ
σロ
ロ
え
と
の
折
衝
(
明
g
m
F
け
}
口
HF

3
・
ωHNl出
品
一
一
戸
on吋
mL-MHHW
目当・品
N
N
I
b
s
、
な
い
し
わ
O召凹

Fmm一
回
訂
正
で
の
審
議
(
司
自
2
・
円
・
凶
-HHW
問
者
・
た

ωi色
町
一
円
。
円
『
mw
門・

北法42(4・27)985
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XII， pp. 550-554) IJ..>:> '4 ~心兵いおユ(~\爪入 TくIll:í潟舗~Q1対鴬摺製!lわ粉粒...Jv岱F 士ヨ縫11 il'¥¥I¥入KIll:i潟昔、Qm基調線摺艇」

(霊園都鑑4くf小規わく糾信tt駅叶椴(首長岡韓) 1 111 1岡F 堕寵|国社)' -Kt:l訴尚「樹〈程世判Wi!l+i:.\号令。『会~:t:Q~議室~ (I1)J 

(誕盛10gr唱。11n)r> 1 ¥町盟毘4く11社) 1 1く!眠:{ドー4持~陛)。

(~) Maleville， Analyse raisonn吾ede la discussion du Code Civil au d'Etat， t. III， 2e邑d.，1807， pp. 5-18. 

(口)Pardessus， Cours de droit commercial， t. 1， 4e ed.， 1831， nO 250， pp. 452-453 (idem.， t. 1， 6e ed.， 1856， nO 250， p. 

318 ; Duranton， Cours de droit francais suivant le code civil， t. XVI， 1833， nO 45， pp. 52-58 (idem.， t. XVI， 4e 

邑d.，1844， nO 45， pp. 50-55) ; Troplong， Le droit civil explique， de la vente， t. 1， 3e 邑d.，1837， nO 27， p. 35. (~日差益

保Qm民主主。)

(~) +:!山...J'Duranton !l吋亭主主主， Delvincourt tH，ロャ収入 1議iト入ム鴬拠隠匝Jわれ， i岳地Q主主眼宍J-¥I<!陪:i<i+:! .L6 ̂ ¥¥ IJ必ゆ

(Duranton， ibid.繍州事笠仮眠)。

(~) Aubry et Rau， Cours de droit civil francais， t. 1， 2e ed.， 1850， S 343， p. 435 ; idem.， t. III， 3e邑d.，1856， S 343， p. 

207. í笹:ポj惚為華麗@1Q製濯-\Ì<! t選桝...J+:!耳~40' 経由 IJ 府()おvお伶J .;J -\0--ト(l~' ~^\\ヤト0聴器~lW心ゐやおユ。 ~+i'*仰Q~証妥

当 Zacharia，Handbuch des franzδsischen Civilrechts E;'騒揺IJ'Aubry .;J Rau 系団稲舟同く兵ド百~...J雪山公+:!E;'~紙 1\

堅三重!t1J時時+:!公(ヨロ鐙刊<il'¥¥I¥入 Tく鴬糾J (相陣j史認1• ltb畿同旧・:tf;:.1.jj動1!曜 r誕朴長<~ (堕記同 1.叶) 1平同国:{¥ι1荏
ぎ)I¥OO)m(。必れよJ">:>' 4同ヨ個~r1 ~割足「\lト入 K !l+i!去のIll:i制州国家LI;8一世該自制!e-¥I<!I!同会心人J...Jい一J (巴ζ王
様糾1-¥Jn)r> 1く)m(''"ト笹川崎) grO一固!同長D総監)'リトJ 下J~線 11 器会心ぬ堕iいの。

(自)Demolombe， Cours de Code Napoleon， t. XXIV， Trait邑descontrats ou des obligations conventionnelles en 

general， t. 1， 1868， nOS 63-65， pp. 59-63. 憧-<!l刊の盟主君判事~E;'歯制限IDJn(-\Ì<!~よJ ...Jい絡む時(盟主寺井伊~E;'柊編制限1眠 Q~..>:>

絡む的存主 (nO 65， p. 62)' ト J 兵~主主0~ゆ漏-\Ì<!f1IlIlE:...J+:! ~J 心日因子。)。ね+i'健i!;l;j N..>:>4ぬ盤。

(目)Voy. Flour et Aubert， op. cit.， nO 148， p. 106 ; Ghestin， op. cit.， nO 213， pp. 229-230. 

(日)Demolombe， op. cit.， nO 71， pp. 68-69. リト JIJ..>:>~審判事~0短長rn:;-\Ì<!紙回+眠時。

(お)Demolombe， op. cit.， nO 66， p. 63. 

(詩)Demolombe ~ r樫毎日以時わドさず r!l!!!!誕百Z相E;'蛍沼恒出」やさ主ドト十余千J' r陸!と畑出~ (約二...Jr陛lと~柑Q盟主題畑出~)

濡

程
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制早Jliií~ cQ!{l梅田~~ミ崎心 J .lJ司やAx~Q 早J~;Q時制ユ会。

(自)Aubry et Rau， Cours de droit civil francais， t. IV， 4e邑d.，1871， !i 343， pp. 292-293 

(自)Laurent， Principes de droit civil francais， t. XV， 3e邑d.，1878， nOS 469， 475-476， pp. 540， 545-546. 

(お)Laurent， op. cit.， nO 481， pp. 553-555. 妊，鳴神~一一車種田Z主~Q 一一吉宗召nQ faute 為荷予o(l~4日~笠， )や土日!と柊 ~~nr{J!:i~てJ';二

時 (nO476， p. 547)。

(詑)Larombi色re，Theorie et pratique des obligations， t. 1， Articles 1101 a 1145， nouv. ed.， 1885， nO 24， p. 24.瞳安判事

~Q歯制~t::;H酌知事詩{硬い!{l吋小平J時時。

(~) Larombi色re，op. cit.， nOs 13-14， pp. 11-12. 持議制限-~寝Q{J!:i~ !{l。ね W' トJQ橋立主主軍監:!;:Q 1H- r手!~ (ìユい{J!:i副主 ~þト題

富岡<~~融公令。車翌日田平.J;Qの岳民自ゐ~~心会~~"V'時1Q~~' Þト4室主将K~濡~.ur~!{l~ミ 1人)小-R""-'怒れ初心...J~ユ。

(宕)Siege1， a. a. O. 

(お)Weill et Terr邑， op. cit.， nO 25， pp. 26-28. I'engagement unilat邑ralde volont邑Q嬰くて.lJ...JνwW~ Q~' SaleiJIes， 

Essai d'une theorie g白色ralede I'obligation d'apres le projet de Code civil al1emand， 1890 (2:ヰトTheorieg邑n邑rale

心笹ド) ~;Q的。トJ 兵 ~ì亘社世担保...J~難市剖車料品j 梢.lJ~~"，，-， Q 早J ;Q.a (Cf. ThalIer， L'CEuvre juridique de Raymond 

Saleilles， Bibliographie des travaux publies de Raymond Saleilles， pp. Il-III)' 時1Q難~，*(Bulletin de 1a Societe de 

Legislation comparee， t. XVIII， 1888-1889) や~'矧世(4111唱o\'1.I ~~':tHミ.a Qtムヤト出土話(tHR ) )冊鰍Q~と縦ヰミ倒閣0\'1.1~'

Salei1les Q;纏i><"，，-，*，Q) ~陵会}おJいユ ~O ~W' トJQ詳細特~縫âQs雲令~W1矧...J.;.d Q:!:主'難~;官 Q ;=t: lとI~Q起~Þl誕5塁側(la

Societ邑deLegislation compar邑e)Q世Q4filllXBufnoire ~ (Bufnoire， L'analyse de la partie gen邑raledu projet de 

Code civil pour I'empire d'allemagne， Bull. St邑.leg. comp.， t. XV， pp. 144-165)' 揺さ~ ) t宍:ifi組織<(IIl(思11と持割程""-'4JtI

cQ.;.d絵 ~tL.，，~\Q 潟まま!と建~!~$遅七...J (pp. 152-161)' Saleilles""-'トJQ~IH\~4駄目圧、...J ~ (Saleilles， Sur les sources de 

l'obligation dans le projet de Code civil pour I'empire d'aJlemagne， BuIl. St邑.I吾g.comp.， t. XVIII， pp. 583-670， 

sp吾c.p. 584)。時1Q ~J 心"，，-，;Qí'トJ ゐ， Th吾orieg邑n邑rale~ Bufnoire ~種目111 0\'1.1長時 (Saleilles， Th邑oriegenerale， 3e邑d.，

1914， Preface de la premiere edition， p. XI)。

(~) Worms， De la volont吾unilaterale，consid邑r白 commesource d'obligations， 1891糊剛ね""-'QねQ下JP5遅令私的。
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説論

当
時
の
吋

5
8
の
傾
向
に
倣
い
、
第
一
部
で
は
ロ

l
マ
法
を
、
第
二
部
で
は
フ
ラ
ン
ス
法
を
検
討
す
る
。
ロ

l
マ
法
に
つ
い
て
は
、
一
方
的
債

務
負
担
行
為
と
解
し
う
る
四
つ
の
制
度
、
す
な
わ
ち
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
(
由
江
吉
]
白
昨
日

0ロ
匂
。

R
白
三
E
C
、
懸
賞
広
告

6
5
5
2
8
号

吋
m
g
g宮
口
凹
巾
)
、
都
市
へ
の
寄
付
(
宮

--EEZoロ
)
、
神
へ
の
寄
進
(
〈
〔
河
口
)
を
取
り
上
げ
、
前
者
二
つ
は
「
当
事
者
の
一
方
の
意
思
だ
け
に
よ

る
債
務
(
本
来
予
定
さ
れ
て
い
る
義
務
)
の
発
生
を
認
め
た
も
の
」
と
は
解
し
難
い
が
、
後
者
の
二
つ
は
一
方
的
債
務
負
担
行
為
と
理
解
し
う
る

と
論
じ
、
そ
こ
か
ら
以
下
の
結
論
を
導
く
。
ロ
ー
マ
法
で
は
、
適
法
な
原
因
に
よ
っ
て
債
務
が
発
生
す
る
に
は
、
原
則
と
し
て
両
当
事
者
の
意
思

の
合
致
が
要
求
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
は
例
外
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
例
外
は
私
法

E
g
x
胃

Zm)
で
は
な
く
、
公
法
(
己

g
一
円
℃
ロ
宮
山
門
)
や

神
法
(
己
円
。
一
昨
白
血
Q
m
)
に
属
し
、
直
ぐ
に
は
私
法
理
論
の
基
礎
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
注
目
す
べ
き
は
、
右
の
四
つ
の
法
制
度
が
実
際
上
の

必
要
性

e
g
o
-
E
買
え
左
足
凹
)
に
よ
り
生
成
展
開
さ
れ
た
も
の
で
、
い
ず
れ
も
申
出
(
C
ぬ
吋
巾
)
そ
の
も
の
に
よ
る
一
定
の
法
的
効
果
の
発
生
を

認
め
る
こ
と
、
及
び
そ
の
展
開
が
ロ

1
マ
帝
国
の
発
展
と
歩
調
を
合
わ
せ
、
再
び
以
前
の
原
則
、
す
な
わ
ち
、
債
務
の
発
生
要
件
と
し
て
「
意
思

の
合
致
」
を
要
求
す
る
原
則
に
立
ち
返
る
動
き
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
で
あ
る
(
古
刀
・
ロ
ー
宮
)
。
第
二
部
で
は
、
冒
頭
部
分
で
、
一
方
的
債
務
負

担
行
為
理
論
の
由
来
を
探
る
た
め
、
ロ
ー
マ
法
、
教
会
法
、
ゲ
ル
マ
ン
法
を
概
観
し
、
こ
の
理
論
の
真
の
根
源

(4mコ
g
E巾
。
コ

mEm)
は
実
際

の
必
要
性

e
g
o
-
E
号
]
印
有
国
立
心
己
巾
)
、
特
に
取
引
実
務
(
]
白
買
え

5
5
8
g
g
q
n
E
m
)
の
そ
れ
に
求
め
ら
れ
る
、
と
論
じ
た
後

(3・
笥

笥
)
、
個
別
的
な
法
制
度
の
検
討
に
移
る
(
℃
匂
・
苫
1
5
3
0
そ
こ
に
は
申
込
(
}
唱
え
骨
巾
)
も
含
ま
れ
(
匂
匂

-HE--∞N
)

、
申
込
に
は
「
拘
束
力
」
、

す
な
わ
ち
、
一
定
期
間
撤
回
で
き
ぬ
効
力
が
認
め
ら
れ
る
と
結
論
.
つ
け
る
(
不
法
行
為
法
に
よ
る
処
理
で
は
取
引
の
混
乱
を
招
く
危
険
が
あ
る
と

す
る
。
円
恒
口
吋
口
∞
)
。
結
び
で
は

(3・
HSNCC)、
再
び
実
務
(
}
印
刷
肖
巳

Ezm)
、
社
会
の
要
請

(
]
2
σ
2
0一5
8
n
S
5内
)
、
(
そ
れ
に
基
づ

く
)
法
の
進
化

(
-
d
g
-
E
Zロ門
-zagx)
な
ど
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
後
年
の
社
会
学
者

m
g
m
当
2
5印
そ
の
人
の
面
影
を
偲
ば
せ
る
と
こ

ろ
が
あ
る
(
彼
の
略
歴
は
『
岩
波
西
洋
人
名
辞
典
(
増
補
版
)
』
(
昭
和
五
六
年
)
一
一
一
一
一
一
|
一
一
二
三
頁
を
、
著
作
は
巧

2
5印咽問、曲目。円向。
-omF

S
ロ

S
E
R
-
∞C
ロ
円
。
ロ

REw
印
g
巳
g
n
F
2・
ENH
掲
載
の

0
5
5
m
g
号
冨
・

HNgmd司
。
司
自
由
を
参
照
)
。
な
お
、
君
。
吋
ヨ
印
に
影
響
を
与

え
た
と
さ
れ
る
盟
諸
色
に
あ
っ
て
は
、
-
|
確
か
に
当
該
類
型
の
約
束
に
拘
束
力
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
最
終
的
に
は
取
引
の
必
要
性

白
色
管
内
ロ
2
8
己
何
回
〈

q
w巾
宵
由
)
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
お
ぽ
m巴
・
白
w

印・

0
・w

∞
・
巴
)
|
|
ロ

1
マ
法
と
異
な
り
、
ド
イ
ツ
法
で
は

l
!
債

権
者
の
権
利
取
得
の
意
思
よ
り
も
|
|
債
務
者
の
義
務
負
担
の
意
思
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と

3
・
H
l

叶
・
原
田
慶
吉
『
ロ

1
マ
法
(
改
訂

版
)
』
(
昭
和
三

O
年
ご
七
二
頁
に
も
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
巴
品
巳
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
)
、
ま
た
現
に
ド
イ
ツ
で
は
、
約
束
は

守
ら
れ
る
べ
し
と
の
立
場
か
ら
、
一
定
の
場
合
に
は
約
束
の
拘
束
力

5
5
5号
喜
色
丹
釦
ロ
ぱ
巧
。
丘
一
約
束
を
維
持
す
る

(
E
-
gロ
)
こ
と
で
あ
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契約交渉の破棄とその責任 (4) 

り
、
履
行
す
る
(
巾
広
三

-g)
こ
と
で
は
な
い
)
が
一
定
の
場
合
に
は
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と

(
ω
-
N
C
l
N
P
企
l怠
)
か
ら
、
ド
イ
ツ
法
の
下
で
は

(
一
方
的
な
)
約
束
も
義
務
の
発
生
原
因
た
り
う
る
点
が
強
調
さ
れ
て
お
り

(ω
・
8
・品∞
1

邑
)
、
専
ら
取
引
の
発
展
や
社
会
の
進
化
に
力
点
を
置
き
、

そ
こ
か
ら
の
基
礎
づ
け
を
図
る
当
日
自
由
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
し
て
い
る
。

(
お
)
回
白
白
仏
門
可
戸
田
門
出
口
江
口
巾
ユ
巾
巾
昨
切
白
円
円
同
町
唱
、
吋
叶
m
w
x
m
p
m
o円
一
円
山
口
角
川
巾
門
司
『
由
巳
門
山
戸
回
目
仏
向
島
-
o
x
n円〈一
-w
門同巾由。
σ
E
m白色。ロ
m
w
F
F
z
h
v、アロ
S
N∞
ωωw

3
・
2
1ち
一
一
円
回
目
5
・・

ω
O
E
-
-
5
2
・ロ。
ω
N
∞
ωω
・
E
・
8
1
2
・
自
説
を
実
際
上
の
必
要
性
、
取
引
の
要
請
、
信
頼
維
持
に
よ
る
取
引
の
保
護
な

ど
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
一
方
、
不
法
行
為
責
任
説
に
は

F
E
Eえ
と
同
じ
批
判
を
、
予
備
的
契
約
説
に
は
実
態
(
宮
芯
丘
一
広
骨
肉
阻
ま
)
に
そ

ぐ
わ
な
い
と
の
批
判
を
投
げ
掛
け
る
。
な
お
、
実
例
と
し
て
は
隔
地
者
間
取
引
を
想
定
す
る
。

(
担
)
そ
の
他
、
〈
白

-RMN・
0
2
8
E
S
S
E『
g
q
g℃
。
ロ
含
ロ
n
p
Z自
・
ロ
om
忌申
H

∞
戸
℃
匂
・
同
品
目
i

口
由
も
注
目
さ
れ
る
(
期
限
付
の
申
込
に
つ

い
て
は
予
備
的
契
約
説
に
従
っ
て
「
申
込
の
撤
回
」
を
無
効
と
解
し
、
そ
れ
以
外
の
「
申
込
の
撤
回
」
が
有
効
な
場
合
に
は
、
慣
行
(
ロ

g
m巾
)
を

理
由
に
損
害
賠
償
責
任
を
肯
定
す
る
)
。
な
お
、
同
時
期
の
教
科
書
に
も
「
申
込
の
撤
回
」
に
ふ
れ
な
い
も
の
は
あ
る
(
巾
凶
・
ロ
巾
B
白ロ

z
e向

。。
-
5
2
仏巾

ω
白
ロ
芯
司
巾
)
唱
。
。
ロ
吋
凹
印
口
白
-
3
5
c
m
骨

n
c己
巾
円
一
三
一

L
〈噂

N
o
m門r

z
∞
ωw
ロ。
ω
H
E
E印
w
司自)・

H
l
E
)
。

(
お
)
虫
白
口
一
。
]
¥
H，E
宮
山
色
m
g
o
E包
括
己
巾
仏

g
一昨

n
-
i
y
F
戸

5
0
0
w
口。
ω
E
N
H
l
E
N
ω
w
H】
ωφ
叶
一
広
巾
5
・L
v
o
E
J
E
N
ω
・ロ。
ω
申
告
l申
告
wH】℃・

ωω
申
llω
九日()一切白ロ己『可
il戸
田
門
出
口
江
口
巾
H
-

一巾(同】白
H
.

。
5
3
c
w
同μ
円mn目
的
門
ぽ
仏
叶
。
{
門

n
-
i
y
円・口・

ωomw門凶
-w]{
由一
ω日・ロ
S
N
ω
l
N
A
Y
℃日)・]己
lHω

一
司
]
白
ロ
目
。
-

2

E
℃
巾
ユ
(
白
〈
巾
円
何
回
円
出
色
ロ
)
・
同
，
z
x
m
H
)吋由巳
D
ロ
巾
岳
山
己
『
c
x
n
-
1
-
骨
白
ロ
m白
日
夕
汁
〈
戸
回
申
ω0
・ロ。

E
Y
古田

)
-
H
戸

口

ω
・
5
m
g
・(匂即円

何回目町一口
)
w
F
〈
F
N
O
E
-
-
H
U印
N噌

D
o
z
y
同】℃

E
C
l
E
N
(
寸
予
備
的
契
約
説
を
採
ら
な
い
な
ら
、
不
法
行
為
責
任
説
に
拠
ら
ざ
る
を
得
な
い

が
、
前
者
に
反
対
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
な
い
」
と
す
る
。
)

(
お
)
一
方
的
債
務
負
担
行
為
説
に
は
、
個
人
の
意
思
は
至
高
な
も
の
で
、
何
人
も
自
ら
の
意
思
な
く
し
て
債
権
者
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
こ

の
理
論
は
議
論
の
出
発
点
か
ら
し
て
間
違
っ
て
い
る
、
と
の
批
判
を
浴
び
せ

(
2
2
E
W
O匂
・
門
戸

(
H
Z
E
-
Y
ロ
s
g∞
∞

S
・
5Nω
・
也
事
凶
器
w

ωC∞
一
区
内
B
-
s
o
m
e
-
ロ
om
∞出
1∞
ω
P
由∞
ωw
℃℃
-
N吋
ω・
ω品
。
一
百
出
口
一
。
}
巾
同
同
一
宮
『
円
(
白
〈
巾
円
明
白
B
a
ロ)噂。匂
-
n
一昨よロ
om
∞
HHW
℃
℃
・
由
l
E
一

一
己
巾
ヨ
・
(
百
円
何
回
ヨ
巾
-
P
N
o
E
)
w
ロ。
ω
∞
l
F
H
)℃
由
l
E
)
、
不
法
行
為
責
任
説
に
対
し
て
は
、
一
三
八
二
条
は
権
利
な
く
し
て
相
手
方
に
損
害
を

与
え
た
場
合
に
賠
償
責
任
を
課
す
も
の
だ
か
ら
、
右
の
規
定
を
挙
げ
る
だ
け
で
は
説
明
し
た
こ
と
に
な
ら
ず
、
申
込
者
が
申
込
を
撤
回
で
き
な
く

な
る
理
由
が
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
(
虫
恒
三
。
-
二
)
H
u
n
-
H
(守
o

E
・
)
唱
え
呂
お
w
目)・

8
叶
一
日
仏
巾
5
・
3
0
E
-
Y
ロ。由∞
ωw
℃℃

ω出
l

E
C
)
。
つ
ま
り
、
不
法
行
為
責
任
説
を
理
論
的
に
否
定
す
る
わ
け
で
、
こ
の
点
で
こ
の
見
解
は
り
巾
5
0
F
B
σ
巾
と
決
定
的
に
異
な
る
。
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(~) Planiol et Ripert (avec Esmein)， op. cit.， nO 132， pp. 174-175 idem. (par Esmein， 2e邑dよnO 132， pp. 152-154. 

却H節栴Q腕æq~ミ司ロ1おJドユねユ 0U í尉<~0î:さ1::oj J 'みl賠公的0~ .;q~ミ J ユ~'援団相為「報K~0î:さ判 J ，年J;州県民 f.J 崎(J!{lムJ~型的

心， 1十輪相手草壁Wf国.;;:>迫トJ"\/~' ムJ-\眠時。+.:!~....)' r樫!と~相J U嬰矧n-\司令.Q~制n0;1i!主題1I!:~m(出包臨公令。。

(~) Colin et Capitant， Cours邑l邑mentairede droit civil francais， t. II， 1915， pp. 269-272， 285-288 idem.， t. II， 10e 

ed.， (par Morandiere)， 1953， nOS 6-11 bis， 44-46， 273-277， pp. 5-10， 34-37， 195-197 ; Demogue， Trait邑desobliga-

tions en g白邑ral，1 Sources des obligations， t. 1， 1923， nOS 18-21， pp. 51-63 ; idem.， t. II， 1923， nO 559， pp. 183 

190 ; Josserand， Cours de droit civil positif francais， t. II， 1930， nOS 49， 396-399， pp. 25， 189-190. (~犯~'製~銅

!!E U欄'(\-v lや誕!と持判断比三為揺玉奇心~!{l ~J 心当4♀!{l' ~H眠時。) *，0主主， Savatier， Cours de droit civil， t. II， 2e ed.， 1949， 

nOS 87， 99， pp. 43， 52-53.;;:> u 0濡ばゆい時吋小 U~'~的。

(詔) 1や誕!と持制出揺はさ主'~ユw~いEニ U~n，~時吋小 .\;þ .;;:>Q' ムJQ起草w置さ手 (Colin et Capitant， op. cit. (Fe ed.)， pp. 

285-288) ，トド4霊童劇<~漏U~*わ〈早JS寝余~~謡穿4みJ4 ゃなの (CoIin et Capitant， op. cit. (10e邑d.)，nO 46， p. 36)。

(写)Henri Mazeaud et L邑onMazeaud， Trait邑th邑oriqueet pratique de la responsabilit邑civildelictueIIe et 

contractuelle， t. 1， 4e吾d.，1947， nOS 116-121， pp. 127-132 ; idem. (Henri， L邑onMazeaud， avec Tunc)， 6e邑d
叶
1965，

nOS 116-121， pp. 148-153. Savatier， Trait邑dela responsabilit邑civileen droit francais， t. II， 2e邑d.，1951， nO 115， 

pp. 145-147 ';;:>~J Q濡公取胸霊平J~ !{l。

(弓)Mazeaud， op. cit. W ed.)， nO 119， pp. 130-131 ; idem. (6e ed.)， nO 119， pp. 151-152. 
(~) Mazeaud， op. cit. W 邑d.)，nO 120， p. 131 ; idem. (6e ed.)， nO 120， p. 152 
(宮)i岳地Q藤田J U~~~llli:世猿Q榊~U~' Saleilles， De la d邑clarationde volonte， 1901 ; do.， De la responsabilit邑

pr邑contractuelle，Rev. trim. dr. civ. 1907， p. 697 Roubier， Essai sur la responsabilit邑precontractueIIe，(th. 

Lyon)， 1911， pp. 137-146 ; Mateeso， L'obligation unilaterale et le code civil， (th. Paris， 1915)， 1919， nOS 115-152， 

pp. 173-211 Hilsenrad， Des obligations qui peuvent naitre au cours de la preparation d'un contrat， (th. Paris)， 

1932， pp. 37-112 Coherier， Des obligations naissant des pourparIers pr邑alablesa la formation des contrats， (th. 

Paris)， 1939 iミ時帰。
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(辛)Henri， Leon et Jean乱1azeaud，Lecons de droit civil， t. 11， 1956， nOS 134-135，.358-370， pp. 110干 111，281-287 ; 

idem.， t. 11， vo1. 1 er， (7eεd.)， nOS 134-l35， 358-370， pp. 119-121， 335て341(ど午~Y ~正当~咲「鍵~制度為舟冷車~~rru~'

iキ潟!と4号制単為保母H眠時J ，1J.，;;l ~ν ユ時) ; Colin et Capitant (par Morandi邑r巴)， Traite de droit civil， t. II， 1959， nOs 

594-599， 632， pp. 327-332， 355-357. (持土起しと持制出濡以設Jν~'!!!単，1Jjj[饗 Q重言葉~症むの為， !!!M霊平J勝tIE~~ 1 +宍若組

織411(思1!と終結はわユド笠'稿写字~Q~挙時人j ト J 尚早J~~ヲユムJ~ トJ~話桝いの。 ~4号 F 笹，情相U faute 為~心耳刺rr'J ~主， 1十潟!と持
畑出~照宮台時。)

('4) Carbonnier， Theorie des obligations， 1963， nOS 89， 98， pp. 69-71， 98-99 ; do.， Droit civil， t. IV， 13e ed.， 1988， nOS 

6， 17， pp. 40-42， 82-83 ; Starck， Droit civil， Obligations， 1972， nOs 1049-1085， pp. 349-356 ; idem.， 2. Contrat， 3e 

εd.， (par Roland et Boyer)， 1989， nOS 46-81， 282， pp. 16-32， 123 (辱正当Z主眼'K:-潟!と終畑出~.td ~1笹:苦!Q挺@lJ 為 faute

，1J犯の割iH~ミ[lf樫やおユ，1JQ' þト4堅右側〈去2濡~~' ~~まね哨u足~{p.;! tト草壁毒:g u 皇室ト(l.，;;l Q~4♀ト(l，1J Q株議長~完~.~キ!の) ; Flour et 

Aubert， Droit civil， Les obligations， vo1. 1， 1975， nOS 146-150， 482-496 idem. W ed.)， nOS 146←150， 482-496， pp 
104-108， 387-400. (思援~咲， þト纏主将K~絹u~' 総軍人JQ' 1十誕!と持畑出揺はさ主F 題島野1聖誕ムJQ謡3宇品]置むの。)

(~) Ripert et Boulanger， Traite elementaire de droit civil de Planiol， t. 11， 4e ed.， 1952， nOS 331-334， 1194-1201， pp. 

126-127， 424-426 ; do.， Traite de droit civil d'apr邑sle trait邑dePlaniol， t. II， 1957， nOS 326-329， 1173-1181， pp. 

l32-133， 452-454 (ユ恥~.，;;l' þト纏宮尉〈宰穏当官会~~ミ'リコわ会 (artificielle) ~ 4命的人u' l~:lfil!J1!l!í対g4ll(思llt:f!害賠纏 ~ti'

制民団;W~総出~'附宅fH眠時.，;;l Q (d邑formation)，1J塩田誌のiムド Martyet Raynaud， Droit civil， t. II， 1 er vo1.， 1962， 
nOS 101-103， 316-318， pp. 83-87， 276-280 ; idem.， Les obligations， t. 1， 2e ed.， 1988， nOS 111-113， 355-357， pp. 106 

110， 367-371 (尽盛芯咲'ト題右側く程濡 u~支J い ~'~γ い~トJ 必~謡[lf~初心会!如ゐ~~京会J ユムu' 1 ~:lfi~堅持g~副!と4電

話laU .，;;lト~{P.;!:lfi~~時) ; Weill， Droit civil， Les obligations， 1971， nOS 25-28， 135-139， pp‘26-32， 148-153 ; Weill et 

Terre， op. cit. W ed.)， nOs 25-28， 135-139， pp. 26-32， 144-149 ( 1 +宍右組対g~界llt終濡~jf露軍軍Q~訟のよj リト0~ね-v'ト

怨霊長K~豆沼~~返事~~ト(l，1J語字 4司令。 O .Ri正当.，;;ljj[9rn) ; Le Tourneau， La responsabilite civile， 1972， nO 98， pp. 52-53 

idem. (3e 吾d.)，nO 189， pp.， 71-72 ; Ghestin， Traite de droit civil， t. II， 1980， nOs 210-220， pp. 160-169 ; idem. (2e 

吾d.)，nOS 210-220-1， pp. 227司236(ト纏宮尉〈寝穏U.，;;l' 1~:lfi邸機411(副lと持活U .，;;l' ~返事為?tt^れよJQ幸三喜字会1会~:t;諌むのO~盛
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.，;Jllli: ~m) ; Viney， op. cit.， nOS 196-198， pp. 229-232 ; Malaurie et Aynes， op. cit.， nOS 225-227， 249， pp. 159-162， 179 

180 ; Larroumet， op. cit.， nOS 86-105， 239， pp. 82-96， 213-215. (Tト堰宕剥〈程穏O¥(<J~J ~ Ç\ 土手Ål謡寧~'骨H~ 1 ~:g'~堅持~~

界l!と4毒劇緯0~殴起さ~~m:{I!;/~わや.，;J' r母!苦}0経団J U わニド*，~o\(<J~主将司""'~任当初ユ F よ1-\眠時。)

(匂) r副〈宰04:ぎ判(阻lヒ畑出)J 骨~~臨 d号令。眠撞ムJ~ ト.J~' Marty et Raynaud， op. cit. (Fe edよnO 102， pp. 84-85 ; idem 

(2e ed.)， nO 112， pp. 107-108 ; Ghestin， op. cit.， nO 218， p. 167 ; idem. (2e ed.)， nO 218， p. 235 (~民j#返事宇~~Wí制E

SE製g~ .ß臨公いユぉユ F ムJ ""，~)為~.C\'ヨ問機剥く4写会心lIt-Ú\与441 早.J~!{I^Ç\~相(le ben邑ficede l'operation 盤!と葉樹)0 

SE趣4尚早J隠玉訟の.，;J0 U~' Ripert et Boulanger， op. cit. (4e ed.)， nO 334， p. 127 ; do.， op. cit.， nO 329， p. 133 ; Weill， 

op. cit.， nOS 135-139， pp. 148-153 ; Weill et Terre， op. cit. (4e ed.)， nOS 135-139， pp. 144-149 ; Viney， op. cit.， nO 

198， p. 232 ; Malaurie et Aynes， op. cit.， nO 249， p. 180 ~ミ~的。.t6.¥lf' Le T ournea u， Larroumet 0 ~ J 0屯iU llE-\眠時~

量生~llF鑓~.{::6ユ。

(~)時10~' r岳地Q挺固Jo\(<JllE-\眠時E宮蜜o怖とU~' Rieg， Le role de la volontee dans l'acte juridique en droit civil 

francais et allemand， 1961 ; Aubert， op. cit.; Schmidt， La sanction de la faute pr吾contractuelle，Rev. trim. dr. 

civ. 1974， spec. pp. 46-73 Rodi邑re，La formation du contrat， 1976 Chirez， De la confiance en droit 

contractuel， (th. Nice)， 1977， nOS 300-302， pp. 393-397 Huet， op. cit.， nOS 236-257， pp. 229-247 Schmidt， 

Negociation do.， Lモvolutionde la responsabilit邑pr邑contractu巴lleen droit francais， in : Weick (hrsg.)， Evolu-

tion de la responsabilit邑dεlictuelleen droit compare， 1987， p. 141 ~ミ~ ~O -1M ~ R邑pertoireDalloz de droit civil， 

VIS Consentement， Contrats et conventions， Vente ; J uris-Classeur， Droit civil， Art. 1108， 1109， 1583 .，;J~総司や td~型的。

選択'国居対0~~制1m下.1.，;J' 題E揖.t6.，;J 0~ ト J 0 l[!眼 U時梢心人~.:;ヰおユ (ex. Benabent， Droit civil， Les obligations， 1987， nO 

52， p. 29)。
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第
二
節

「
申
込
の
撤
回
」
に
関
す
る
学
説
の
現
状

予
備
的
契
約
説

期
限
付
の
申
込
に
つ
い
て
は
、
未
だ
に
こ
の
説
に
奉
じ
る
も
の
が
あ
り
、
擬
制
に
過
ぎ
ぬ
と
の
批
判
に
は
、
批
判
の
方
こ
そ
行
き
過
ぎ
で

(l) 

と
反
論
す
る
。
が
、
右
の
批
判
が
的
を
得
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
説
の
支
持
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
こ
と
か
ら
も
想
像
が
つ
く
。

あ
る
、

一
方
的
債
務
負
担
行
為
説

現
在
も
有
力
な
支

に号
1J>'!:-得

社三
一五 る
ト干、』 。

雲t
的五
重竺
性方
を的
挙債
ワ?務
告も乙負

ぞ存

意違
?芯三合

再Z;
J百言~

の示

観る

zf 
ら根
す拠
ると

若と
は三

強(取
く、1号|
E の
少宇

喜釜
年 E

(J) 

ま R、
る員

(1)1 

円
四
ぬ
印
門
司

ωロ
印

史
U
片
山

O
ロ
印
)

不
法
行
為
責
任
説

現
在
の
通
説
で
あ
る
。
が
、
こ
の
説
は
古
く
か
ら
循
環
論
法
と
の
非
難
を
浴
び
て
き
た
。
寸
申
込
の
撤
回
」
が

E
E
O
と
さ
れ
る
に
は
|
|

契約交渉の破棄とその責任(4) 

E
C同
巾
を
義
務
違
反
と
解
す
る
限
り
|
|
申
込
維
持
義
務
を
措
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
に
、
こ
の
説
は
か
か
る
義
務
の
発
生
根
拠
を
説
明
し
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
説
に
与
す
る
見
解
は
、
現
在
で
も
申
込
維
持
義
務
を
否
定
し
つ
つ
、
「
申
込
の
撤
回
」
を

E
5
0
と
構
成
し
よ
う

と
す
る
が
、
そ
の
試
み
は
成
功
し
て
い
な
い
。
あ
る
も
の
は
「
申
込
の
撤
回
」
を
権
利
濫
用
と
構
成
す
る
が
、
撤
回
の
度
に
濫
用
を
認
め
る

の
は
困
難
で
あ
る
と
の
批
判
を
受
け
る
。
あ
る
も
の
は

l
l
義
務
違
反
ば
か
り
で
な
く
|
|
正
当
な
信
頼

(
g
E
r
E
2
-
m
m目
立
自
巾
)
を
裏
切

る
こ
と
も

E
C
Z
に
当
た
る
と
説
く
が
、
こ
れ
も
循
環
論
法
と
非
難
さ
れ
る
。
申
込
維
持
義
務
が
存
在
せ
ぬ
以
上
、
受
取
人
は
申
込
の
存
続
を

信
頼
し
て
は
な
ら
な
い
は
ず
な
の
に
、
こ
の
見
解
は
信
頼
の
正
当
な
る
所
以
を
説
明
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
非
難
さ
れ
る
べ
き
不
誠
実

な
行
為
も

E
E
O
と
な
る
、
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
不
誠
実
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
根
拠
を
論
証
せ
ぬ
限
り
、
右
と
同
様
の
批
判
を
免

れ
ま
い
。
通
説
の
理
論
的
根
拠
は
ー

-
E
Z
Z
の
理
解
も
絡
む
た
め
、
即
断
で
き
な
い
が
|
|
意
外
に
脆
弱
な
よ
う
で
あ
る
。

北法42(4・35)993



説

そ
の
な
か
で
、
不
法
行
為
責
任
説
が
通
説
と
な
っ
た
原
因
は
奈
辺
に
あ
る

お
そ
ら
く
理
論
的
欠
陥
の
程
度
が
最
も
小
さ
い
と
い
う
事
情
も
あ
ろ
う
。
が
、
他
の
二
説
が
「
信
頼
利
益
」
に
相
当
す
る
損
害
の
賠

償
責
任
し
か
認
め
な
か
っ
た
一
九
世
紀
の
不
法
行
為
責
任
説
を
克
服
す
る
た
め
に
登
場
し
た
、
と
い
う
歴
史
的
経
緯
に
照
ら
せ
ば
(
前
節
参

照
)
、
現
在
の
そ
れ
が
現
物
賠
償
と
し
て
「
履
行
責
任
L

な
い
し
「
履
行
利
益
の
賠
償
責
任
」
ま
で
認
め
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
よ
う
。

の
か
。 こ
の
よ
う
に
、

い
ず
れ
の
説
も
難
点
を
抱
え
て
い
る
。

で
は
、

北法42(4・36)994

論

註(
1
)
出
巾
ロ
ュ
・
円
、
m
oロ
巾
同
』

gロ
冨
白
N
E
C仏
e
R
n
F同
σ白凹)・。匂
-
n
x
・令。

E
・)唱え
ω
E
H
l
E印
lNUω
∞ωω
吋

C
W
U
H
Y
H
H吋

HNN噌

ωω
∞
ω
白・

(
2
)
E
C
R
a
〉
吾
R
F
o
u
n
x
・(品。

E
・)二回。
m

E
品
1
5
N
w
邑
N
1
邑
P
3
・
H
E
1
5
P
ω
甲
山
!
怠
。
・
特
定
人
に
対
す
る
期
限
付
の
申
込
の
み
法

律
行
為

2
2巾
〕
ロ
ユ
庄
内

H5)、
す
な
わ
ち
、
一
方
的
債
務
負
担
行
為
と
解
し
、
そ
れ
以
外
の
申
込
は
単
な
る
法
律
的
行
為

(
E
5
Yユ
&
ρ
5印
)

で
、
何
時
で
も
撤
回
が
可
能
で
あ
る
、
と
す
る
(
白
n
g
y『

E
A
5・
p
x
吉
広
島
宮
町
は

(UOBF
〈

cgσ
三
巴

B

Y『
E
E
C
P
匂匂・

5
・
ω
お
参

照
)
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
考
え
は
〉
ロ
σ巾
汗
。
℃
-
n
R・・ロ
E
H
N
m
N
2
・円】℃
-
H
N
ω
N
S
に
拠
る
も
の
だ
が
、
〉
ロ
σ巾
立
は
前
者
を
句
。
]
ロ
n
-
s
z
。
ロ
と
、

後
者
を
O
町
内
吋
巾
と
呼
び
分
け
て
い
る
(
前
節
の
註

(
3
)
参
照
)
。
ま
た
丘
町
司
刊
の
撤
回
者
も
保
障
義
務
(
。
豆
広
三
宮
口
骨
∞
m
n
R
E山
)
に
基
づ
き

損
害
賠
償
責
任
を
負
い
う
る
と
し
、
次
の
如
く
論
じ
る
。
丘
町
吋
巾
は
法
律
的
行
為
に
過
ぎ
な
い
が
、
当
事
者
間
に
一
定
の
関
係

2
5
5
z
z。ロ)

を
創
設
す
る
も
の
で
、
事
務
管
理
・
非
債
弁
済
・
不
当
利
得
と
基
本
的
に
は
同
じ
性
格
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
丘
町
円
何
が
な
さ
れ
た
場
合
、
当
事
者

聞
に
事
実
的
な
関
係

(E匂
吉
江
骨
肉
即
日
門
)
が
形
成
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
法
律
上
の
効
果
が
生
じ
る
。
と
こ
ろ
で
、

O
R
Z
は
締
約
を
目
的
と
す
る
も

の
だ
か
ら
、
一
定
期
間
承
諾
可
能
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
目
的
を
全
う
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
可
能
性
は
法
的
に
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

他
方
、
た
と
え
ば
事
務
管
理
の
場
合
、
管
理
者
は
管
理
し
た
と
い
う
事
実
に
よ
り
管
理
継
続
義
務
を
負
う
か
ら
、
。
町
内
吋
士
乞
し
た
者
が
一
定
の
義
務

を
負
っ
て
も
背
理
で
は
な
い
。
か
か
る
理
由
か
ら
、
。
R
Z
を
し
た
者
に
は
保
障
義
務
が
課
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
確
か
に
法
律
2
2
)
は
か
よ
う

な
義
務
を
定
め
て
い
な
い
。
が
、
不
当
利
得
も
民
法
典
で
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
点
は
障
害
に
な
ら
な
い
。
ま
た
え
同
円
。
を
準
契

約
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
重
要
な
の
は
丘
町
円
。
と
類
似
し
た
状
況
に
つ
き
、
立
法
者
が
一
定
の
判
断
を
下
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

(
3
)
ω
S
H・n
w
(℃
白
円
周
色
白
ロ
仏
旦
回
。
可
巾
岡
田
)
唱
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匂
門
戸

(
ω
o
m仏-
Y

ロ
ghHA山l
∞]
f
N
∞N
W
U匂・同町

ωN
・
HNω
・



(
4
)
前
節
回
、
五
参
照
。
な
お
、
意
思
自
治
の
観
点
か
ら
「
申
込
の
撤
回
L

に
ふ
れ
る
も
の
と
し
て
、
星
野
英
一

比
較
法
」
(
『
岩
波
基
本
法
学
4
|
契
約
』
(
昭
和
五
八
年
)
一
頁
以
下
所
収
)
三
三
頁
が
あ
る
。

(
5
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巾凶・司
Z
E
o
-
-
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)
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U
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(
効
果
と
し
て
は
、
寸
信
頼
利
益
の
賠
償
」
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
)

(
日
)
ヨ
。
己
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巾
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〉
ロ
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「
契
約
思
想
・
契
約
法
の
歴
史
と

契約交渉の破棄とその責任 (4) 

第
二
編
の
小
括

本
編
か
ら
は
様
々
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
。
「
成
立
形
態
L

を
は
じ
め
、
「
契
約
の
成
否
」
に
関
す
る
議
論
は
す
べ
て
が
貴
重
な
示
唆
で
あ
り
、

予
約
に
つ
き
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
(
狭
義
の
)
予
備
的
契
約
が
検
討
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
点
も
示
唆
的
で
あ
る
。
が
、
何
よ

り
重
要
な
の
は
寸
申
込
の
撤
回
L

に
関
す
る
議
論
で
、
こ
こ
か
ら
は
前
編
の
小
括
で
提
起
し
た
疑
問
を
解
消
す
る
「
仮
説
」
が
導
か
れ
る
。

北法42(4・37)995

ま
ず
「
信
頼
裏
切
り
型
L

に
お
い
て
責
任
の
可
否
を
め
ぐ
る
論
争
が
低
調
な
原
因
は
、
ド
イ
ツ
で
激
論
が
戦
わ
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
責
任
を
否
定
す
る
側
の
論
拠
を
な
が
め
る
と
き
、
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
寸
締
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
L

と
の
信
頼
は
保
護
に
値

し
な
い
と
い
う
論
拠
を
は
じ
め
、
否
定
す
る
側
が
挙
げ
る
論
拠
は
軒
並
み
|
|
「
申
込
の
拘
束
力
」
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
法
体
系
の
下
で
は



説

|
|
寸
申
込
の
撤
回
」
に
も
等
し
く
妥
当
し
(
現
に
不
法
行
為
責
任
説
に
は
同
旨
の
批
判
が
投
げ
掛
け
ら
れ
て
い
る
)
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不

三A
H岡

法
行
為
責
任
説
が
通
説
で
あ
る
以
上
、
右
の
諸
論
拠
は
そ
の
力
を
大
き
く
減
殺
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
下
で
は
、

「
申
込
の
撤
回
」
と
「
交
渉
破
棄
」
と
が
法
理
論
上
酷
似
し
た
問
題
で
あ
る
た
め
、
前
者
に
関
す
る
論
争
は
後
者
の
代
理
戦
争
と
し
て
の
意
味

を
有
し
、
し
か
も
、
そ
の
争
い
は
あ
る
意
味
で
は
既
に
決
着
済
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
類
似
性
は
理
論
的
レ
ベ
ル
に
止
ま
る
こ

と
な
く
、
あ
る
程
度
実
態
に
ま
で
及
ぶ
。
冨
何
回

Ngロ
仏
の
教
科
書
の
次
の
よ
う
な
問
題
提
起
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
責
任
問
題
は
交
渉
段
階
で
も
生
じ
う
る
。
け
だ
し
、
交
渉
の
決
裂
に
よ
り
当
事
者
の
一
方
が
損
害
を
被
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
相
手
方
の
軽

率
さ

(-R宵
え
の
)
や
悪
意

(
5
2〈
包
括

F
C
に
起
因
す
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
方
が
相
手
方
と
の
締
約
を
当
て

に
し
て
、
第
三
者
と
の
締
約
機
会
を
逃
し
た
り
、
第
三
者
に
対
し
て
義
務
を
負
っ
た
と
き
に
は
、
問
題
が
生
ず
る
。
」
(
要
約
)

こ
の
よ
う
に
、

J
父
渉
破
棄
」
を
思
わ
せ
る
問
題
提
起
を
し
た
後
、
こ
の
教
科
書
は
お
も
む
ろ
に
「
申
込
の
撤
回
L

に
つ
い
て
論
じ
は
じ
め
、

「
交
渉
破
棄
」
に
は
ふ
れ
ぬ
ま
ま
終
わ
る
。
こ
れ
は
両
者
の
利
益
状
況
の
類
似
性
を
示
す
好
例
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、

J

父
渉
破
棄
」
に
関

す
る
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
の
目
指
す
と
こ
ろ
が
中
間
的
解
決
(
無
責
任
で
は
な
い
が
、
「
履
行
責
任
」
で
も
「
履
行
利
益
の
賠
償
責
任
L

で
も
な

い
、
「
信
頼
利
益
の
賠
償
責
任
」
)
に
あ
る
こ
と
と
、
「
申
込
の
撤
回
」
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
例
は
「
信
頼
利
益
の
賠
償
責
任
」
し
か
認

め
て
い
な
い
、
と
の
学
説
の
指
摘
ま
で
視
野
に
収
め
る
と
き
、
「
交
渉
破
棄
」
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
例
は
何
故
少
な
い
か
と
い
う
疑
問

に
も
、
自
ら
一
定
の
解
答
が
与
え
ら
れ
る
。
次
の
裁
判
例
が
そ
の
こ
と
を
実
証
す
る
。

nmmm-nz-T0.
同
吋

w【凶
恥
仙
の

--zu∞・
0
・

5gwωω
・

被
告
が
原
告
に
手
紙
で
不
動
産
(
山
荘
)
の
売
却
(
価
格
は
二
五

O
万
旧
フ
ラ
ン
)
を
申
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
原
告
は
下
見
の
後
、
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買
取
を
決
意
し
、
電
報
で
そ
の
旨
を
連
絡
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
被
告
は
申
込
を
撤
回
し
、
第
三
者
と
右
不
動
産
の
売
買
契
約

を
締
結
し
て
い
た
(
私
署
証
書
に
よ
る
締
約
。
そ
の
さ
い
、
一

O
O万
フ
ラ
ン
を
授
受
)
。
そ
こ
で
原
告
が
提
訴
し
た
と
こ
ろ
、
原
審

は
「
申
込
の
撤
回
L

に
よ
る
不
法
行
為
を
理
由
に
損
害
賠
償
(
金
銭
賠
償
)
を
認
め
た
(
認
容
額
は
不
明
)
。
こ
れ
に
対
し
、
現
物
賠

償
と
し
て
「
契
約
の
履
行
」
を
求
め
て
原
告
は
上
告
し
た
が
、
破
製
院
は
原
判
決
を
支
持
し
、
上
告
を
棄
却
し
た
。

契約交渉の破棄とその責任 (4) 

一
般
に
こ
の
裁
判
例
は
不
法
行
為
責
任
の
効
果
を
論
ず
る
さ
い
に
挙
げ
ら
れ
る
。
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
事
実
関
係
の
方
で
あ
る
。

不
動
産
売
買
が
手
紙
や
電
報
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
る
の
は
珍
し
付
、
現
に
第
三
者
と
の
締
約
は
証
書
で
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
目
的

物
件
も
現
在
の
邦
貨
に
し
て
、
お
そ
ら
く
一

O
O
O万
円
以
上
で
、
安
く
な
い
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
裁
判
所
の
認
定
と
は
異
な
り
、
被
告
の
主
張

通
り
、
一
連
の
行
為
は
交
渉
過
程
の
一
部
と
見
た
方
が
自
然
な
よ
う
に
思
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
「
申
込
の
撤
回
」
と
構
成

す
る
こ
と
で
損
害
賠
償
責
任
を
肯
定
し
た
。
「
交
渉
破
棄
L

は
寸
申
込
の
撤
回
」
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

で
は
逆
に
、
前
編
で
紹
介
し
た
裁
判
例
の
う
ち
、

[
7
]
以
前
の
、
す
な
わ
ち
、

J
父
渉
破
棄
」
が
確
固
た
る
問
題
領
域
に
な
る
前
の
裁
判

例
(
特
に
責
任
肯
定
例
)
は
何
故

J

父
渉
破
棄
L

に
関
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
た
の
か
?
具
体
的
な
事
実
関
係
を
な
が
め
る
な
ら
、
こ
の

疑
問
は
氷
解
す
る
。

[
1
]
で
は
、
契
約
の
要
素
(
代
金
)
が
不
特
定
だ
っ
た
た
め
、

[
2
]
で
は
当
該
契
約
が
要
式
契
約
で
あ
っ
た
た
め
、

各
々
(
有
効
な
)
申
込
を
認
定
し
え
ず
、
た
め
に
寸
申
込
の
撤
回
」
と
い
う
構
成
は
採
り
得
な
か
っ
た
。
ま
た

[
3
]
で
は
、
撤
回
に
当
た

る
行
為
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
申
込
を
認
め
る
と
、
契
約
が
成
立
し
て
し
ま
う
し
、

[
7
]
で
も
最
終
的
な
見
積
の
交
付
が
予
定
さ
れ
て
い
た

た
め
、
こ
れ
ま
た
「
申
込
の
撤
回
」
と
は
構
成
し
づ
ら
い
。
い
ず
れ
も
「
申
込
の
撤
回
L

と
構
成
し
え
な
い
、
な
い
し
構
成
し
に
く
い
事
案

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
裁
判
例
は
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
に
現
わ
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
し
か
現
わ
れ
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

以
上
(
悦
「
仮
説
」
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
導
く
過
程
で
極
め
て
重
要
な
示
唆
が
得
ら
れ
て
い
る
。
「
交
渉
破
棄
」
は

1
4込
北法42(4・39)997



説

の
拘
束
力
」
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
法
体
系
の
下
で
の
|
l
「
申
込
の
撤
回
」
と
類
似
す
る
、

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
者

論

を
議
論
す
る
さ
い
に
は
、
後
者
を
、
ひ
い
て
は
寸
申
込
の
拘
束
力
」
の
由
来
な
い
し
歴
史
的
背
景
を
再
検
討
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
か
か

る
角
度
か
ら
「
申
込
の
撤
回
」
に
関
す
る
議
論
を
眺
め
直
す
と
き
、
興
味
深
い
示
唆
が
次
々
と
浮
び
上
が
る
。
不
注
意
の
存
否
を
根
拠
に
寸
申

込
の
撤
回
」
と
錯
誤
と
で
異
な
っ
た
扱
い
を
す
る
の

g
t
g
の
態
度
は
、
「
誤
信
惹
起
型
」
と
「
信
頼
裏
切
り
型
L

と
の
帰
責
レ
ベ
ル
で
の
相

違
を
再
認
識
さ
せ
る
。
「
申
込
の
撤
回
」
に
つ
き
、
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
で
は
な
く
、
「
履
行
責
任
L

や
「
履
行
利
益
の
賠
償
責
任
L

を
認
め

よ
う
と
し
た
さ
い
、
学
説
が
特
定
の
取
引
類
型
(
特
に
商
取
引
)
や
取
引
形
態
(
隔
地
者
間
取
引
)
を
想
定
し
た
点
も
見
逃
せ
な
い
。
か
か

る
事
情
の
な
い
場
合
、
「
信
頼
利
益
の
賠
償
L

も
採
る
に
値
す
る
一
選
択
肢
の
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

註(
1
)
国
巾
ロ
ユ
巾
門
戸
m
oロ
冨
田

Ngz仏
(
白
〈
巾
門
叶
ロ
ロ
円
)w
同，

E
X
m
F
m
o門町内
HE巾
巾
丹
℃
円
阻
止
A
E巾
仏
巾
]
印
可
ぬ
印
句
。
ロ
印
白
σ山
口
同
巾
門
町
三
]
巾
己
m
z
n
E
m
Z
巾
巳

円。ロ門
H
1

白円門口巾】]ゆ噂由。

m門戸唱同・戸]戸市山由印・ロ。
ω
]
己
I
A

山]戸
NHW
円}同
)-H品∞
lH
印
ω・

(
2
)
ω
円
F
B
-
a
p
z
m
m
o丘
白
門
目
。
ロ
巾
円
円
。
ロ
円
E
m目。ロ門凶巾円。ロ門
E
F
E
∞NU
ロ
S
N
ω
H
N
ω
ω
・円】同
)-HH
∞i
口。・

(
3
)
不
動
産
売
買
締
結
の
さ
い
に
は
、
通
常
契
約
書
が
作
成
さ
れ
る
(
た
と
え
ば
横
山
美
夏
「
不
動
産
売
買
契
約
の
『
成
立
』
と
所
有
権
の
移
転
ー
ー

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
売
買
の
双
務
予
約
を
手
が
か
り
と
し
て
|
|
(
て
二
)
(
完
)
」
(
早
稲
田
法
学
六
五
巻
二
号
二
貝
、
三
号
八
五
頁
、
平
成
二

年
)
が
挙
げ
る
一

O
O件
の
裁
判
例
の
う
ち
、
八
三
件
で
契
約
書
(
主
に
私
署
証
書
)
が
作
成
さ
れ
て
い
る
(
そ
の
他
、
手
紙
に
よ
る
も
の
三
件

(
内
一
件
は
成
立
否
定
例
)
、
口
頭
で
の
も
の
四
件
(
履
行
行
為
も
な
さ
れ
て
い
る
事
案
三
件
、
他
の
一
件
は
最
終
的
に
請
求
を
棄
却
し
た
も
の
)
、

不
明
一

O
件
)
)
。
手
紙
に
よ
る
締
約
の
例
も
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
の
数
は
少
な
く
、
成
立
肯
定
例
と
し
て
は
、

H
N
2・
y
a
m
n
-
w
呂
田
・

ω
-
H∞∞吋
w

y
H
2
一(
U

白田∞
-
n
z・
ω0
・
NN-
白色、

H
2
0・
切
口
]
]
円
一
〈

-Eu
ロ。

ω日
戸

匂

-
N
S
(
い
ず
れ
も
「
契
約
の
成
立
」
を
肯
定
し
た
原
判
決
を
支
持
)
一

何
回

g
n
z・
て
Y
N
由・ロ。
F

E

S
・
o・
5
8・
Y
E
(
「
成
立
L

を
否
定
し
た
原
判
決
を
破
棄
差
一
炭
)
の
三
件
し
か
発
見
で
き
な
か
っ
た
(
成
立

否
定
例
と
し
て
は
、
わ
曲
目
印
・
巳
4
・
NH喝
円

四

m
n
-
w
E怠
w
ロ-
E
戸
ゲ
H
P
ω
・
呂
町
・

y

g
一河内凶
0
・
♂
同
〈
『
-
Y
H∞
叶
少

U
-
H∞吋
p

y
怠
ω
一一月
2
・
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N
0
・
お
〈
ニ

5
5・
ω
-
E
5・
y
g∞一(い白印印・

nz・
1
・
5w
ぽ〈

-Lugw
∞
三

--a〈
・
戸
口
。
呂
∞

wH】
・
定
な
ど
が
あ
る
)
。
手
紙
で
申
込
み
、
電

報
で
承
諾
す
る
と
い
う
の
は
、
異
例
の
事
態
な
の
で
あ
る
。

(4)
本
判
決
の
認
容
額
は
不
明
だ
が
、
直
前
の
裁
判
例
で
あ
る
わ
山
田
白
・
円
一
4
・
1
・∞
w
o
n同
-w
呂
田
-
∞
c
z
-
n
-
4
・
戸
口
。
企
ω
・匂・

ωω
同
は
、
被
告
か
ら

の
立
退
料
(
五

O
万
フ
ラ
ン
)
支
払
の
申
込
に
基
づ
き
、
原
告
が
二

O
万
フ
ラ
ン
出
指
し
た
が
、
そ
の
後
、
申
込
が
撤
回
さ
れ
た
、
と
い
う
事
案

に
つ
き
、
二

O
万
フ
ラ
ン
の
賠
償
し
か
認
め
て
い
な
い
。

(5)
す
べ
て
が
そ
う
だ
つ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
一
部
が
そ
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
捨
て
切
れ
ま
い
。
な
お
、
「
交
渉
破
棄
」
は

双
務
予
約
(
の
違
反
)
と
構
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
な
い
で
は
な
い
が
、
双
務
予
約
に
関
す
る
裁
判
例
の
な
か
で
中
間
的
解
決
を
目
指
し
た
も

の
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
横
山
・
前
掲
論
文
参
照
)
。

(6)
そ
の
他
、
「
交
渉
破
棄
」
が
申
込
以
前
の
問
題
と
把
握
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
点
も
疑
問
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
早
く
か
ら
確
固
た
る
問
題
領
域
で

あ
っ
た
「
申
込
(
の
撤
回
)
L

に
「
交
渉
破
棄
」
が
接
合
さ
れ
る
さ
い
、
申
込
を
認
定
で
き
れ
ば
、
こ
と
は
寸
申
込
の
撤
回
L

と
し
て
処
理
さ
れ
る

か
ら
、
問
題
と
し
て
残
る
の
は
そ
れ
が
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
と
き
(
だ
け
)
で
あ
る
、
と
単
純
に
考
え
て
も
不
思
議
は
な
く
、
し
か
も
1

1
「申

込
の
撤
回
L

と
い
う
事
態
が
起
こ
り
う
る
l
i
「
申
込
承
諾
型
」
に
あ
っ
て
は
、
確
か
に
「
交
渉
(
破
棄
)
」
は
申
込
に
先
行
し
て
い
る
。
ま
た
古

く
か
ら
「
契
約
の
成
立
形
態
」
が
認
識
さ
れ
て
い
て
も
、
寸
交
渉
破
棄
」
に
関
す
る
裁
判
例
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な

角
度
か
ら
す
る
把
握
が
普
及
し
な
く
て
も
、
お
か
し
く
は
な
い
。
さ
ら
に
裁
判
例
が
本
格
的
に
登
場
し
て
も
、
伝
統
的
な
把
握
の
仕
方
は
一
朝
一

夕
に
変
わ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
|
|
疑
問
も
残
る
が
l
|
こ
の
点
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
現
状
に
は
納
得
の
い
く
面
も
あ
る
。

た
だ
、
変
化
の
兆
し
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
銘
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

(
Q
-
E
a
-
円

血

友
M
J
M

ロ
己
主
一
。
ロ
ヱ
(
リ
C
ロ
豆
σ三一
O
口
町
二
出
口
門
同
叩
仏
巾
宮

内
。
コ
ロ
白
色
。
ロ
印
己
n
n
g
凹
ぞ
巾
己
z
n。ロ可白
F
Z
一
師
吉
門
回
目
的
。
R
R
R印
帥
』
由
民
同
吋
2
・
5
豆唱

U
E
ω
)
。

(7)
裁
判
例
は
そ
の
よ
う
な
責
任
し
か
認
め
て
い
な
い
、
と
い
う

ω
n
y
E
-
e
の
指
摘
(
前
註

(
2
)
参
照
)
は
、

契約交渉の破棄とその責任(4 ) 

こ
の
意
味
で
も
興
味
深
い
。
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説

補
論

ア
メ
リ
カ
法
の
概
観

論

大
陸
法
か
ら
得
ら
れ
た
示
唆
の
普
遍
性
な
い
し
妥
当
性
を
検
証
す
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
法
を
考
察
す
る
。
た
だ
、
第
二
部
や
第
三
部
と
同

じ
構
成
で
は
従
来
の
研
究
と
重
複
す
る
し
、
示
唆
の
検
証
と
い
う
目
的
に
照
ら
せ
ば
、
各
時
代
の
動
向
を
概
観
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う

か
ら
、
第
一
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
(
月

g
Z古
5
0
E
え

p
o
s
d司
丘

B
E
E
n
F
H
S
N
)
を
境
と
す
る
二
つ
の
時
代
を
大
別
し
、

「
交
渉
破
棄
」
、
寸
申
込
の
撤
回
L

、
「
(
本
)
契
約
の
成
立
と
そ
の
成
立
形
態
」
、
予
備
的
契
約
、
に
つ
い
て
の
時
々
の
動
向
を
追
う
に
止
め
る
。

第
一
編

「
契
約
交
渉
の
破
棄
」
と
関
連
問
題
に
対
す
る
古
典
的
理
解

第
一
章

古
典
的
見
解
|
|
巧
己

]
E
S
と
わ
。
号
吉

第
一
節

〈
〈

E
E
Oコ
の
見
解

予
備
的
交
渉
(
弓
旦
5
5
ω
ミ
コ
o
m
0
5皇内
U

コ
一
契
約
交
渉
)

当
日
目
的
件
。
ロ
は
申
込
(
。
問
問
。
吋
)
と
対
比
し
つ
つ
、
予
備
的
交
渉
に
ふ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
申
込
は
約
束
(
匂
5
5
2巾
)
で
あ
り
、
単
な
る
意

図
の
表
示

(50吋
命
日
目
)
話
回
印
古
ロ
え

E
Z
E
Zロ
)
や
一
般
的
な
意
向

(
m
g
q弘
司
自

E
mロ
gm)
は
こ
れ
に
当
た
ら
な
い
と
し
た
う
え
、
予

備
的
交
渉
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
「
交
渉
は
『
取
引
を
し
た
い
』
と
い
う
一
般
的
な
意
向
の
表
現
か
ら
始
ま
る
こ
と
も
あ

る
が
、

そ
れ
は
申
込
で
な
く
、
申
込
の
誘
引
な
い
し
取
引
の
条
件
の
示
唆
に
過
ぎ
な
い
。
:
:
:
ま
た
締
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
期
待

北法42(4・42)1000



前
の
も
の
と
位
置
づ
け
(
ニ
も
参
照
)
、

そ
れ
だ
け
で
契
約
が
成
立
す
る
こ
と
は
な
い
し
。

そ
こ
で
右
の
よ
う
な
期
待
(
信
頼
)
が
生
じ
う
る
こ
と
も
認
識
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
が
、

J
父

か
か
る
責
任
は
否
定
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る

(
日
宮
巳
巳
向
。
ロ
)
が
交
渉
中
に
生
ず
る
こ
と
も
あ
る
が
、

つ
ま
り
、
予
備
的
交
渉
を
申
込
以

渉
破
棄
」
に
ま
つ
わ
る
責
任
問
題
に
は
全
く
ふ
れ
て
お
ら
ず
、

(
三
を
参
照
)
。

「
契
約
の
成
立
」
と
そ
の
「
成
立
形
態
」
:
:
:
客
観
理
論
を
採
る
当
日

E
S
は
、
契
約
す
る
意
思
(
宮
古
巳

z
g
E
3
2
)
は
不

要
と
し
、
「
不
法
行
為
と
同
様
、
契
約
で
も
、
当
事
者
の
意
思
で
は
な
く
、
法
こ
そ
が

l
l
当
事
者
の
言
動
を
基
準
と
し
て

l
I
権
利
義
務
関

係
を
設
定
す
る
」
と
考
え
る
。
他
方
、
「
成
立
形
態
L

に
対
す
る
彼
の
態
度
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
、
申
込
と
承
諾
を
契
約
の
成
立
要
件
た
る

「
相
互
の
同
意
の
表
示

(
5
8
5
2
E
Cロ
え

B
E
E
-
g
m
o
E
)
」
の
官
官
常
か
形
品
目
と
位
置
づ
民
、
寸
同
意
は
常
に
申
込
と
承
諾
に
よ
っ
て
表

示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、

と
言
い
張
る
必
要
は
な
い
が
、
同
意
が
そ
れ
に
よ
ら
ぬ
こ
と

(
つ
ま
り
、
同
意
が
同
時
に
表
示
さ
れ
る
こ
と

実
際
上
ほ
と
ん
ど
な
く
、
度
外
視
し
て
よ
い
L

と
す
る
。

つ
ま
り
、
「
申
込
承
諾
型
」
の
み
想
定
す
る
わ
け
で
あ
る
二
と
照
ら
し
合
わ
せ
る

契約交渉の破棄とその責任(4 ) 

と
き
、
予
備
的
交
渉
が
申
込
以
前
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
)
。
ま
た
|
|
「
練
り
上
げ
型
」
に
到
達
す
る
た
め
の

キ
1
・
ポ
イ
ン
ト
た
る
|
|
契
約
書
の
作
成
を
予
定
し
た
事
案
や
付
随
的
事
項
に
合
意
さ
れ
な
か
っ
た
事
案
に
も
ふ
れ
る
が
、
「
(
本
)
契
約

の
成
否
l

と
い
う
二
者
択
一
的
な
立
場
か
ら
検
討
す
る
だ
け
で
あ
る
。
予
備
的
契
約
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

「
交
渉
破
棄
」
と
「
申
込
の
撤
回
」

「
交
渉
破
棄
」
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
期
限
付
の
申
込
に
つ
い
て
さ
え
、
期
限
内
の
自
由
な
(
責
任
を
負
う
こ
と
の
な
い
)
撤
回
を
許
し

た
彼
が
、
申
込
以
前
の

J
父
渉
破
棄
」
に
つ
き
責
任
を
認
め
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
ま
た
後
に
「
交
渉
破
棄
」
や
寸
申
込
の
撤
回
」
に

対
処
す
る
た
め
活
用
さ
れ
る
約
束
的
禁
反
言
(
匂

8
5
2
gミ
2
5匂
宮
]
)
も
、
ま
だ
約
因
の
代
替
物
と
し
か
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。

lま
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説

第
二
節

。
。
号
一
コ
の
見
解

論

予
備
的
交
渉
:
:
:
門
。
号
吉
に
あ
っ
て
も
、
予
備
的
交
渉
は
申
込
と
対
比
さ
れ
、
ー
ー
そ
の
語
は
多
義
的
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
ー
ー

や
は
り
申
込
以
前
の
段
階
を
指
す
も
の
と
さ
れ
る
。
ま
た
当

E
E
S
と
同
様
、
「
交
渉
破
棄
」
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

「
契
約
の
成
立
」
と
そ
の
「
成
立
形
態
」
:
:
:
彼
は
主
観
理
論

(
E
Z
2
5お
F
gミ
)
に
も
客
観
理
論
(
。

Z
R
P『
O
F
gミ
)
に

も
批
判
を
浴
び
せ
る
が
、
「
成
立
形
態
」
に
関
し
て
は
宅
己

]
E
S
と
同
様
、
寸
申
込
承
諾
型
」
の
み
想
定
し
、
同
意
が
同
時
に
表
示
さ
れ
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
す
る
。
ま
た
契
約
書
の
作
成
を
予
定
し
て
い
た
事
案
や
付
随
的
事
項
に
合
意
さ
れ
な
か
っ
た
事
案
に
つ
い
て
も
、

専
ら
「
(
本
)
契
約
の
成
否
」
と
い
う
二
者
択
一
な
立
場
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
。
後
者
の
類
型
に
関
し
て
は
、
「
合
意
は
漸
次
的
に

(
E

U
ぽ

2
5
8
]
)、
つ
ま
り
、
個
別
事
項
ご
と
に
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
」
と
の
指
摘
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
展
開
は
な
く
、

g
E
5
2

Z
B
ω
-
a
m
g己
E
2
も
「
(
本
)
契
約
の
成
否
」
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
交
渉
破
棄
」
と
「
申
込
の
撤
回
」
:
:
:
「
交
渉
破
棄
L

に
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
ヨ
呂
田
吉
ロ
と
同
様
、
申
込
者
は
申
込
を
自
由
に
撤

回
で
き
る
と
し
、
双
方
的
契
約

(σ
ロ
E
q
m
-
g耳
5
2
)
の
申
込
に
約
束
的
禁
反
言
は
適
用
さ
れ
な
い
と
し
た
判
決
(
』
ω
B
g
回
包

E
n。・

4
・
2sσ
巳
∞

g
∞
-
E
F
宏

司

包

ω
t・
-8ω)
を
各
所
で
引
用
す
る
こ
と
か
ら
、
「
申
込
の
撤
回
」
に
つ
い
て
は
責
任
を
否
定
し
て
い
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
し
、
そ
う
な
る
と
、
「
交
渉
破
棄
L

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
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第
二
章

第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
へ
の
私
実

予
備
的
交
渉
:
:
:
予
備
的
交
渉
に
関
す
る
規
定
は
な
い
が
、
二
五
条
の
コ
メ
ン
ト
で
は
、
申
込
と
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
予
備
的
交

渉
と
を
区
別
す
る
の
は
困
難
な
こ
と
も
あ
る
、
と
し
て
お
り
、
両
者
は
時
間
的
な
先
後
関
係
の
視
点
か
ら
把
握
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
契
約
の
成
立
」
と
そ
の
「
成
立
形
態
」

客
観
理
論
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
た
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
概
ね
意
思
よ
り
表
示
を
重
視
す
る
(
た
と
え
ば
二

O
、
七
一
条
参
照
)
。
ま

た
「
成
立
形
態
L

と
し
て
は
「
申
込
承
諾
型
L

の
み
想
定
し
、
二
二
条
で
は
「
相
互
の
同
意
の
表
示
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
一
方
の
当
事
者
に

よ
る
申
込
と
相
手
方
の
承
諾
と
い
う
形
態
を
採
る
」
と
規
定
す
る
。
そ
の
コ
メ
ン
ト
は
言
う
。
寸
事
柄
の
性
質
上
、
当
然
、
ま
ず
一
方
の
当
事

そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
第
三
者
が
契
約
案

者
が
最
初
に
同
意
を
表
示
す
る
。
同
意
が
全
く
表
示
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
は
、

契約交渉の破棄とその責任(4)

を
示
し
、
当
事
者
が
そ
れ
に
同
時
に
同
意
を
表
示
す
る
こ
と
も
理
論
上
は
あ
り
う
る
が
、
か
か
る
事
態
は
稀
で
、
困
難
な
問
題
も
生
じ
な
い

か
ら
、
実
際
上
無
視
し
て
よ
い
L

。
そ
の
他
、
契
約
書
の
作
成
を
予
定
し
て
い
た
事
案
や
付
随
的
事
項
に
合
意
さ
れ
な
か
っ
た
事
案
も
「
(
本
)

契
約
の
成
否
」
と
い
う
立
場
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
(
一
二
ハ
、
三
二
条
)
、
予
備
的
契
約
に
も
ふ
れ
て
い
な
い
。

「
交
渉
破
棄
」
と
寸
申
込
の
撤
回
」

寸
交
渉
破
棄
」
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
申
込
の
自
由
撤
回
は
許
す
か
ら
(
三
六
、
四
五
|
四
七
条
)
、
「
交
渉
破
棄
L

に
つ
い
て
も
責
任
は

否
定
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
九

O
条
の
約
束
的
禁
反
言
も
こ
れ
ら
の
問
題
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
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説

第
二
編

「
契
約
交
渉
の
破
棄
」
と
関
連
問
題
に
関
す
る
展
開
と
現
状

論

第
一
章

第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
以
後
の
展
開

第
一
節

約
束
的
禁
反
言
の
法
理
の
展
開

第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
約
束
的
禁
反
言
は
、
「
交
渉
破
棄
」
や
「
申
込
の
撤
回
」
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
が
、
そ
の
後
こ
れ

ら
の
解
決
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
は
じ
め
る
(
こ
の
点
は
度
々
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
重
要
な
動
向
な
の
で
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
)
。

リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
採
択
直
後
の
一
九
三

0
年
代
に
は
、
約
束
的
禁
反
言
は
ま
だ
厳
格
に
解
さ
れ
、
「
申
込
の
撤
回
」
に
も
適
用
さ
れ
な
い

(
E
5
2
∞
包
丘

(U0・〈・

2
5
σ
巳
閃
吋
om--ロ
わ
」
官
匂

-
E
E
P
E
ω
ω
が
そ
の
代
表
例
)
。
、
が
、
四

0
年
代
に
入
る
と
、

「
申
込
の
撤
回
」
へ
の
適
用
可
能
性
を
認
め
る
裁
判
例
が
登
場
し
(
日
・
列
。
宮
ユ
。
。
丘
。
P
H
R・
4・
E
m
o
a。
ロ
河
川
百
円
P
H
R
-
w
H
H吋
出

包

S
A
F
H
E
H
)
、
「
交
渉
破
棄
L

に
こ
の
法
理
を
及
ぽ
す
も
の
も
現
れ
た
(
。
。
。
己
E
山
口
〈
・
口
付
片
q
w
H
S
司
-N門
凶
器

hpHUお
)
。
そ
の
の
ち
、

五

0
年
代
に
は
若
干
の
反
動
も
見
ら
れ
た
が

と
さ
れ
て
い
た

(2・
Z
白色。

E]
巴
己
寄
留
2
2
〈
・
ぎ
ω
m
g
p
N昌
司
包
品
。
・

5
印
。
一
問
。
s
-
o
h
f

F
g
m
y
-
-
P
E
n
-
4・
n
y
q回
目
耳
打
。
弓
・
二
ω
色
町
・
呂

NO∞
wEω
叶
)
、
「
申
込
の
撤
回
L

に
関
す
る
り
お
ロ
ロ
山
口
〈
・
盟
問
吋
司
雪
山
口
問
打
。

-wωωω

H
Y
N己
目
戸
巴
ω∞
や
「
交
渉
破
棄
」
に
関
す
る
の
宵
官
庁
吋
打
。
弓
・
〈
・

0
E
E
σ
F
E
h
〉
・
邑
ロ
ω・
5ω
∞
が
出
る
に
及
び
、
こ
の
流
れ
は

(
初
)

動
か
ぬ
も
の
と
な
り
、
か
か
る
動
向
を
受
け
て
学
界
も
こ
れ
に
注
目
し
は
じ
め
る
。
同

2
弘
司
¥
出
口
0
・
n己
宮
-
E
h
oロ
昨
日
宮
口
門

F
∞
R
a

m白
山
口
山
口
関
山
口
。
。
。
巳

P
去
Y
ω
ロ
仏
匂
H

・2
門目。
B
O同
打
。
ロ

H
E丘
一
〉
円
。
B
宮

E
片山

42ω
宮門同
V
J

ゴ
出
向
〈
-
F
・同ぬぐ・

8
y
E
E
が
そ
の

象
徴
で
、
そ
こ
で
右
の
動
向
は
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
、
好
意
的
に
評
価
さ
れ
る
。
「
[
確
か
に

]2-宮
古

g丘
E
Z
E。
と
い
う
言
葉
は

北法42(4・46)1004



用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
が
、
裁
判
例
は

2
-
E
E
g
E
E
Zロ
号
の
基
礎
に
あ
る
哲
学
を
、
す
な
わ
ち
、
非
難
さ
る
べ
き
行
為
に
は
責
任
が

課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
哲
学
を
、
様
々
な
方
法
で
表
明
し
て
き
た
」
。
か
か
る
状
況
の
下
、
「
交
渉
破
棄
」
に
関
す
る
著
名
な
裁
判
例
が

続
出
す
る
こ
と
で

(巧
}HEq
〈
・
当

5
0・
包
∞

ω・
者
-

N
己

8
・
5
2
一
国

C
R
5
2
4・
mo色
。
三
日

2
2・
H

ロの
-
L
ω
ω
Z・
者
-
N
仏

N
2・
5
2
)
、
こ
の
法
理
の
拡
張
傾
向
は
決
定
的
と
な
り
、

1

1
若
干
の
批
判
は
残
っ
た
も
の
の
お
・
戸

T
出

gロ
除

h
c
e
〈
・
。
日
常
除

〉∞一的。丘町民

2
・
H
D
n
-
A
H
品
目

N
a
∞吋
ω・
5
2
)
|
|
論
点
は
具
体
的
な
要
件
論
や
効
果
論
へ
移
行
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

予
備
的
契
約
の
展
開

ア
メ
リ
カ
で
も
オ
プ
シ
ョ
ン
契
約
は
以
前
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
と
同
様
、
締
約
義
務
を
発
生
さ
せ
る
予
約
は
認
め
ら
れ

ず
、
交
渉
義
務
を
生
み
出
す
予
備
的
契
約
は
一
顧
だ
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
問
題
は
す
べ
て
「
(
本
)
契
約
の
成
否
L

と
い
う
二
者
択
一
な

立
場
か
ら
処
理
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
六

0
年
代
末
に
は
、
交
渉
途
上
の
合
意
(
中
間
的
合
意
)
に
も
応
分
の
効
力
を
認
め
よ

う
と
す
る
思
潮
が
生
ま
れ
、
予
備
的
契
約
が
認
知
さ
れ
る
に
至
る
。

契約交渉の破棄とその責任 (4) 

リ
l
デ
ィ
ン
グ
・
ケ

i
ス
と
な
っ
た
の
は
、

H
z
k
h
c
吋℃・〈

-
n
E
g
m
o
〉
ぬ
門
広
-
H
D門
吉
田
門
ユ

2
・
N
A
∞
〉
-
N
a
S
F
思
密
で
あ
る
。
こ
の

事
件
は
、
戸
。

2
2
え

F
Z
E
の
な
か
で
早
期
締
約
の
た
め
に
努
力
す
る
旨
の
合
意
が
な
さ
れ
て
い
た
の
に
、
被
告
が
一
方
的
に
交
渉
を
打
ち

切
っ
た
た
め
、
原
告
が
契
約
違
反
を
理
由
に
損
害
賠
償
を
求
め
た
、
と
い
う
も
の
な
の
だ
が
、
ー
ー
一
審
と
二
審
が
契
約
の
存
在
を
否
定
し
て

請
求
を
棄
却
し
た
の
に
対
し

i
l
デ
ェ
ラ
ウ
エ
ア
州
最
高
裁
判
所
は
次
の
如
く
論
じ
て
原
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た
。
「
交
渉
の
途
中
で
あ
る
種

の
契
約
が
成
立
す
る
か
否
か
は
当
事
者
の
意
思

(
E
Z
E
Zロ
)
に
よ
る
。
:
:
:
幾
つ
か
の
事
項
に
つ
い
て
は
将
来
取
り
決
め
る
こ
と
に
な
っ

て
い
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
拘
束
力
あ
る
合
意
が
成
立
し
な
か
っ
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
を
判
断
す
る
に
は
四
囲
の
事
情
が
考
慮
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
:
:
:
し
か
る
に
、
本
件
で
当
事
者
が
努
力
義
務
を
負
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
条
項
は
最
終
的
な

北法42(4・47)1005



説

合
意
に
至
る
よ
う

m
g
a
E山
岳
で
交
渉
す
る
義
務
を
当
事
者
に
課
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
」
。
こ
の
判
決
が
交
渉
義
務
を
生
み
出
す
予
備
的

契
約
を
認
め
た
点
は
、
当
時
と
し
て
は
革
新
的
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
予
備
的
契
約
に
関
す
る
古
典
的
か
つ
代
表
的
な
論
文
閉
口
告
匂
w

関口問
2
・

論

n
E
m
F
o
n。
ロ
門
司
問
。
丹
円
。
∞
ω吋
ぬ
一
色

P
主

Z
・
J
円

-
d
E〈mw
門印一昨日、円・問。〈

-
S
ω
"
z
g
が
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

関
口
白
匂
句
論
文
の
趣
旨
は
、
交
渉
段
階
で
の
合
意
に
も
応
分
の
効
力
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
交

渉
当
事
者
が
一
定
の
合
意
に
達
し
た
場
合
に
も
、

g
B
E
Cロ

zt司
は
「
(
本
)
契
約
の
成
否
」
と
い
う
二
者
択
一
的
な
立
場
か
ら
し
か
判
断
を

下
さ
ず
、
交
渉
義
務
(
含

q
g
m
o
同

2
4
5
E
)
な
ど
認
め
な
い
。
し
か
し
、
交
渉
が

ω唱

2
5
8片
言

ω唱
。
巾
(
部
分
的
な
合
意
が
な
さ

れ
た
場
合
)
や
守
門
目
白

-
g
E
3
2
8
D
Z
B
U
Z
Z仏
(
契
約
書
の
作
成
を
予
定
し
て
い
る
場
合
)
に
ま
で
達
し
た
と
き
に
は
、
当
事
者
が
さ

よ
う
な
義
務
を
認
め
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
取
引
の
分
野
で
は
、
当
事
者
の
意
図
し
た
通
り
の
ル
1
ル
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

2
5・

5
。
ロ
宮
者
の
態
度
は
望
ま
し
く
な
い
。
そ
こ
で
、
彼
は
か
か
る
合
意
を

g
E
5
2
g
σ
包
括
白
山
口
と
名
づ
け
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
と

し
て
ロ
ロ
ロ
を
持
ち
出
す
。
|
|
義
務
の
相
互
性
や
約
因
と
い
う
要
件
は
満
た
さ
れ
、

2
5
0ミ
℃

5
包
括
で
も
な
い
が

l
l
B
E
g
s

-
知
名
に
よ
る
限
り
、
そ
れ
は
契
約
内
容
が
不
特
定
(
宮
門
町
内

E
Z
S回
目
)
で
あ
る
と
の
評
価
を
受
け
る
か
ら
で
あ
る
。
売
買
契
約
の
な
か
に
特

定
さ
れ
て
い
な
い
条
項
が
あ
っ
て
も
、
当
事
者
が
締
約
を
意
図
し
、
か
つ
適
当
な
救
済
方
法
を
付
与
す
る
た
め
の
基
礎
が
き
ち
ん
と
し
た
確

実
な
も
の
で
あ
る
と
き
に
は
、
不
特
定
を
理
由
に
売
買
契
約
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
す
る
巴

-
n
-
n・
m
N
i
N
O
A
G
)

と、

法
は
当
事
者
の
欲
し
た
通
り
の
効
果
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
巴

-n・
ゎ
・
の
同
)
。
z
n
u
刊
と
を
援
用
す
る
こ
と
で
、
間
口
ω同
)
℃
は
右
の
評
価
の

回
避
を
図
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

g
己
E
2
Z
σ
R
m包
ロ
の
要
件
や
効
果
に
ふ
れ
た
後
(
救
済
方
法
は
原
則
と
し
て
「
信
頼
利
益
の
賠
償
L

だ
が
、
事
情
に
よ
っ
て
は
「
期
待
利
益
(
履
行
利
益
)
の
賠
償
L

も
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
た
だ
、
寸
特
定
履
行
」
は
認
め
な
い
て
次
の
よ

う
に
結
論
を
締
め
く
く
る
。
「
確
か
に

g
E
5
2
Z
σ
R
m

し、

8
日
目
。
ロ
-
問
看
が
採
る

ω
-
-
2
D
E
Y
-ロ
m
の
立
場
は
苛
酷
に
過
ぎ
る
し
、

σm丘

E
Rげ
に
は
相
応
の
代
償
を
支
払
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
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そ
の
方
が

C
・
h
-
h
・
の
精
神
に
調
和
す
る
し
、

σω
門
同
片
山
一
昨
げ
を
見
逃
す

E
当
は

m。
。
己
]
問
看
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
実
態
を
直

視
す
る
な
ら
、
契
約
と
は
突
然
生
ま
れ
出
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
交
渉
当
事
者
は
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
な
が

ら
、
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
自
由
を
確
保
し
た
い
と
欲
す
る
こ
と
も
あ
る
。
法
は
、

そ
ん
な
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、

と
決
め
つ
け
て
し
ま
う

べ
き
だ
ろ
う
か
。
裁
判
所
は
二
者
択
一
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
巴

-
n
-
n・
を
参
照
す
る
な
ら
、
そ
う
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
時
代
は
流
れ
、
打
。
号
吉
が
二
者
択
一
的
な
処
理
を
意
図
と
し
た

g
E
3
2
Z
B色
目
白

g
E
5
2
は
実
務
に
定
着
し
て
し
ま
っ
た
。

(
お
)

打
。
号
山
口
の
時
代
、
月
に
立
つ
こ
と
は
不
可
能
の
さ
い
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
や
人
類
は
月
に
立
っ
た
で
は
な
い
か
。
」
(
以
上
、

要
約
。
)

予
備
的
契
約
の
認
知
を
求
め
る
彼
の
態
度
は
、

(
お
)

と
り
も
な
お
さ
ず
当
時
の
状
況
を
指
し
示
し
て
い
る
。

第
三
節

「
契
約
の
成
立
形
態
」
に
関
す
る
展
開

契約交渉の破棄とその責任 (4) 

の
み
念
頭
に
お
き
、
他
の
「
成
立
形
態
L

は
、
実
際
上
無
視
し
て
よ
い
も
の
と
位
置
づ
け
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
「
ま
ず
予
備
的
交
渉
が
行
わ
れ
、
申
込
が
登
場
し
た
後
、
そ
れ
と
承
諾
が
合
致
す
る
」
と
い
う
の
が
、
「
契
約
の
成
立
」
に
至
る
ほ
と
ん

ど
唯
一
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
意
識
に
も
変
化
が
現
れ
は
じ
め
る
。

古
典
的
見
解
は
寸
申
込
承
諾
型
」

ご
九
五
一
年
成
立
。
。
呂
丘
包
叶
o
u
a
の
公
刊
は
五

か
か
る
変
化
が
法
律
論
と
し
て
最
初
に
登
場
し
た
の
は
巴
・

(U-n-
の
よ
う
で
あ
る

二
年
)
。
す
な
わ
ち
、
申
込
や
承
諾
に
関
す
る
規
定
も
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
「
契
約
の
成
立
」
の
一
般
規
定
た
る
ご
1
N
宏
(
同
)
は
寸
物
品
売

い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
、
他
の
「
成
立
形
態
」

買
契
約
は
、
合
意
を
示
す
に
足
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

に
も
配
慮
し
て
い
る
。
こ
の
動
向
を
受
け
て
学
説
も
関
心
を
向
げ
は
じ
め
、

ωnu-何回一口問巾
F

m
，
。
司
自
己
目
。
ロ
え

(
U
O
E
E円
以
由
一
〉

ω
E己
可
。
同

F
o
h
。
ョ
目
。
ロ
(
い
C

「0
0

同
円
高
山

-ω
ヨ
Z
E
P
E
S
で
は
、
申
込
や
承
諾
と
並
び
、
「
ど
れ
が
申
込
で
、
ど
れ
が
承
諾
で
あ
る
か
が
、
判
断
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説

で
き
な
い
よ
う
な
形
で
の
合
意
の
表
示
(
富
山
口
氏

g
g
z
cロ
。
片
山
由
自
己
主
匹
。

E
E
O
E
5
2
E巾
忠
告
2
2
え

cR巾司
g
a
R
2℃

三A‘
白岡

E
R
O
)
」
と
い
う
問
題
が
独
立
し
た
考
察
対
象
に
格
上
げ
さ
れ
、
「
大
規
模
な
取
引
の
交
渉
で
は
、
通
常
申
込
や
承
諾
が
出
て
く
る
幕
は
な
い
。

・
大
規
模
な
取
引
の
世
界
で
は
、
伝
統
的
な
分
析
[
方
法
]
は
、
も
は
や
今
日
の
実
務
に
そ
ぐ
わ
な
い
」
と
喝
破
さ
れ
て
も
い
る
。
ま
た

さ
よ
う
な
形
態
の
代
表
例
と
し
て
は
、
同
意
の
表
示
が
同
時
に
な
さ
れ
た
事
例
、
交
渉
が
長
期
に
わ
た
り
、
申
込
と
承
諾
が
見
分
け
ら
れ
な

い
事
例
、
合
意
の
表
示
が
段
階
的
に
な
さ
れ
た
(
〉
回
目
E
E
m
E
rえ
邑
唱
包

g]守
)
事
例
、
継
続
的
取
引
に
お
い
て
最
初
の
契
約
期
間
が

の
四
つ
を
挙
げ
る
が
、
第
三
の
事
例
は
「
練
り
上
げ
型
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

満
了
し
、

そ
れ
が
継
続
さ
れ
る
事
例
、

第
二
章

ア
メ
リ
カ
法
の
現
状

前
述
の
諸
展
開
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
否
か
を
確
認
す
る
た
め
、

ま
ず
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

(
河
内
凶
印

E
Z
B
g件
。
同
匹
。

戸
山
戸

ω巾
g
E
u
n。ロ可
R
Z
N仏
・
七
九
年
採
択
。
八
一
年
公
刊
)
を
概
観
す
る
。
そ
の
さ
い
司
ω吉
田
ヨ
ミ
吾
の
教
科
書
(
司

R
5
4
5
2
7

n。
E
E
n
g
-
-
S
N
)
も
参
照
す
る
。
七
一
年
以
来
、
切

5
5
y
q
に
代
わ
っ
て
、
彼
が
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
起
草
の
主
た
る
リ
ポ
ー
タ
ー
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
後
、
「
交
渉
破
棄
」
に
関
す
る
彼
の
最
近
の
論
文
を
な
が
め
る
。

第
一
節

第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
司
雪
コ
師
宅
O
ユ
才
の
教
科
書八

七
条
二
項
に
「
申
込
の
撤
回
」
に
関
す
る
規
定
を
設
け

る
が
、
そ
れ
は
約
束
的
禁
反
言
を
申
込
に
適
用
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る

6
5ロ
E
口
事
件
を
参
照
す
る
)
。
ま
た
約
束
的
禁
反
言
の
規
定
で

あ
る
九

O
条
の
コ
メ
ン
ト
で
は
、
「
交
渉
破
棄
」
に
関
す
る
一
連
の
裁
判
例
が
挙
げ
ら
れ
(
の

g己
B
B
一
Q
同
志
]
常
一
回
。
民
吉
山
口
)
、
こ
の

約
束
的
禁
反
言
の
法
理
の
展
開
:
:
:
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
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点
に
関
す
る
展
開
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
o
m，
R
E当
2
F
の
教
科
書
で
も
、
こ
の
点
は
同
様
で
あ
る
。

予
備
的
契
約
の
展
開
:
:
:
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
も
予
備
的
契
約
に
直
接
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
契
約
書
の
作
成
を
予
定

し
て
い
た
事
案
や
部
分
的
な
合
意
し
か
な
さ
れ
な
か
っ
た
事
案
も
、
「
(
本
)
契
約
の
成
否
」
と
い
う
二
者
択
一
的
な
立
場
か
ら
処
理
さ
れ
る

一一

(
申
込
の
)
特
定
に
関
す
る
三
三
条
二
項
は

C
・
h
・
(
U

・間
N
l
N
Z
(
ω
)

と
同
旨
の
規

定
で
あ
る
か
ら
、
予
備
的
契
約
は
容
れ
ら
れ
た
よ
う
で
も
あ
る
。
た
だ
、
ロ
ow
事
件
は
参
照
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
明
瞭
さ
が
残
る
。
他
方
、

よ
う
に
見
え
る
(
二
七
条
、
三
三
条
一
項
)
。
し
か
し
、

己
門
口
印
到
、
。
『
岳
の
教
科
書
で
は
、

HRW
事
件
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
誠
実
に
交
渉
す
る
旨
の
合
意
(
〉
唱

2
5
2片

g
げ
官
官
笠
宮

m
o
a

貯
正
】
)
も
当
然
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

三
「
契
約
の
成
立
形
態
」
に
関
す
る
展
開
:
:
:
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
も
、
予
備
的
交
渉
を
申
込
に
先
立
つ
も
の
と
位
置
づ
け
(
二

六
条
)
、
寸
申
込
承
諾
型
」
を
通
常
の
寸
成
立
形
態
」
と
考
え
る
(
一
一
一
一
条
一
項
)
。
が
、
他
の
形
態
を
無
視
す
る
わ
け
で
は
な
く
(
二
二
条
二

項
)
、
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
は
態
度
を
異
に
す
る
。
明
司
自
宅

2
5
の
教
科
書
も
。

5
2
5
0者
印
。
同
匹
。
〉
唱

2
5
0
E
H
U
5
2
g

と
い
う
項
目
を
設
け
、

ω
n
z
g
E
m
o円
の
著
作
を
引
用
し
つ
つ
、
「
練
り
上
げ
型
」
を
検
討
し
て
い
る
。

契約交渉の破棄とその責任 (4) 

第
二
節

ア
メ
リ
カ
法
の
近
時
の
動
向
ー
-
F弓
コ
刷
毛
O
ユ
才
の
論
文

近
時
、
右
の
諸
展
開
の
集
大
成
と
も
言
え
る
論
文
が
発
表
さ
れ
た
。
明
州
吉
岡
田
君
。
ュ

F
H
4
2
8可
R
Z己
目

白

E
-
q
m宮
内
】
胃

o
-
E
-
E弓

m
m
2
0
5
2
Z
一
町
内
号
円
山
g
-
z
m
g仏片山一
-
a
ロ
omz-mE。
ロ
タ
∞
叶
打
。

]Z5・円、.河内川〈
w
N
H
F
H
C∞
叶
、
が
そ
れ
で
あ
る
(
以
下
、
頁
で
引
用
)
。

こ
の
論
文
の
問
題
関
心
は
、
現
在
の
実
務
で
は
「
申
込
承
諾
型
」
以
外
の
形
態
で
契
約
が
成
立
す
る
こ
と
も
多
い
が
、
既
存
の
契
約
法
で

か
か
る
事
態
に
十
分
対
処
で
き
る
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
様
々
な
交
渉
関
係
者
が
種
々
の
契
約
事
項

に
つ
い
て
幾
度
も
交
渉
を
繰
り
返
し
、
契
約
案
を
推
敵
し
た
う
え
、
締
約
に
至
る
形
態
、
す
な
わ
ち
、
「
練
り
上
げ
型
」
に
ほ
か
な
ら
な
い

(3・
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説

N
H
∞
N
N
0
・
こ
の
形
態
は
段
階
的
な
プ
ロ
セ
ス
(
唱
包

g-
胃
c
n
g印
)
と
命
名
さ
れ
て
い
る
)
。
彼
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
さ
ら
に
三
段
階
に
分

け
、
検
討
を
進
め
る
。
第
一
段
階
た
る
契
約
交
渉
(
予
備
的
交
渉
)
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
言
う

(3・
N
N
H
l

ピ
ω)
。
こ
れ
ま
で
交
渉
は

自
由
に
破
棄
で
き
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
最
近
は
様
々
な
形
で
契
約
締
結
以
前
の
責
任
(
匂
『

2
。
E
5
2
5二
一
与

E
q
)
が
認
め
ら
れ
、
特
に

不
当
利
得
、
不
実
表
示
、
特
殊
な
約
束
(
告

2
5
n
℃

5
5
2
0
一
約
束
的
禁
反
言
の
こ
と
)
、
(
交
渉
自
体
か
ら
生
じ
る
)
一
般
的
な
義
務
、
の

四
つ
が
そ
れ
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
、
「
原
状
回
復
利
益
の
賠
償
L

を
目
的
と
す
る
不
当
利
得
に
は
、
利
得
の
証
明
が
困
難
で
あ
る

と
の
、
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
を
目
的
と
す
る
不
実
表
示
や
特
殊
な
約
束
に
は
、
詐
害
的
意
思

2
5
E
C
Z
E
Z
Z
E
)
や
約
束
な
い
し
信
頼

の
証
明
が
困
難
で
あ
る
と
の
難
点
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
利
用
さ
れ
て
い
な
い
の
は
単
に
知
ら
れ
て
い
な
い
と
か
、
「
信
頼
利
益
L

の

な
か
に
機
会
の
喪
失
ま
で
含
ま
れ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
て
い
な
い
た
め
で
、
こ
の
点
を
克
服
す
れ
ば
、
事
態
は
う
ま
く
処
理
で
き
、
ド
イ
ツ

や
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
一
般
的
な
義
務
を
認
め
る
必
要
は
な
い
。
次
に
第
三
段
階
た
る
最
終
的
な
合
意
(
己
主
自
己
∞
お
『

2
5
2門
)
に
つ
い

て
、
内
容
が
不
明
確
で
も
契
約
と
し
て
効
力
を
認
め
る
最
近
の
裁
判
例
の
動
向
を
紹
介
し
た
後

(3・
M
b
l
M
品
。
)
、
そ
れ
を
挺
子
に
第
二
段
階

た
る
予
備
的
合
意
(
匂

Z
E
E
-
Eミ
ω明
2
5
8
C
に
も
効
力
を
認
め
る
べ
し
、
と
主
張
す
る
。
ま
た
予
備
的
合
意
は
、
未
確
定
条
項
を
含
む

5命

合
意

(mmZゆ
目
。
己
主
岳

8
2
RコHH
印
)
と
交
渉
を
行
う
旨
の
合
意
(
持
活
。

B
g同
件
。
ロ
晶
。
昨
日
向
洋
巾
)
と
に
細
分
化
さ
れ
、
前
者
に
つ
い

て
は
補
充
的
契
約
解
釈
に
基
づ
く
(
本
)
契
約
の
寸
履
行
義
務
」
ま
で
認
め
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
誠
実
交
渉
(
旨
町
号
丘
町
口
問
)
義
務
の

み
認
め
、
義
務
違
反
の
効
果
は
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
に
限
定
さ
れ
る
、
と
す
る

(3・
N

お
N
S
)
。

か
か
る
検
討
の
後
、
彼
は
「
交
渉
破
棄
」
に
は
既
存
の
契
約
法
で
対
処
で
き
る
と
結
論
づ
け
る

(3・
N

自
l
N
∞
吋
)
。
が
、
問
題
提
起
自
体
が

「
成
立
形
態
」
の
展
開
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
、
特
殊
な
約
束
と
は
展
開
を
遂
げ
た
後
の
約
束
的
禁
反
言
で
あ
る
こ
と
、
予
備
的
契
約
が
理
論

の
基
礎
と
さ
れ
た
こ
と
、
の
三
点
は
注
目
さ
れ
る
。
彼
が
拠
る
既
存
の
契
約
法
と
は
、
前
述
の
諸
展
開
を
経
た
後
の
そ
れ
な
の
で
あ
る
。
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補
論
の
小
括

ア
メ
リ
カ
法
の
動
向
は
次
の
五
点
に
集
約
さ
れ
る
。
第
一
に
、
最
近
は

J
父
渉
破
棄
」
に
対
す
る
責
任
が
認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
以
前
は

否
定
さ
れ
て
い
た
。
第
二
に
、
「
交
渉
破
棄
」
と
「
申
込
の
撤
回
」
は
約
束
的
禁
反
言
と
い
う
同
じ
法
理
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
、
「
伝
統
的
な

立
場
に
よ
れ
ば
、
交
渉
は
'
自
由
に
破
棄
で
き
る
と
さ
れ
、
申
込
の
自
由
撤
回
を
許
し
た
の
も
か
か
る
立
場
に
由
来
す
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
第
三
に
、
「
申
込
の
撤
回
L

に
対
す
る
責
任
の
効
果
に
関
し
て
は
、
商
取
引
で
は
「
履
行
利
益
の
賠
償
」
ま
で
認
め
る
べ
し
、
と
す
る
説

も
あ
る
(
註
(
紅
)
参
照
)
。
第
四
に
、
「
申
込
承
諾
型
L

の
み
念
頭
に
お
く
古
典
的
見
解
が
崩
れ
て
、
「
練
り
上
げ
型
」
が
自
覚
さ
れ
は
じ
め
、

そ
れ
と
「
交
渉
破
棄
L

と
を
関
連
づ
け
る
見
解
も
現
わ
れ
て
い
る
。
第
五
に
、
予
備
的
契
約
が
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら

は
大
陸
法
か
ら
得
ら
れ
た
の
と
同
じ
示
唆
を
導
き
う
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
普
遍
性
な
い
し
妥
当
性
は
保
証
さ
れ
た
と
言
え
よ
刊
。

契約交渉の破棄とその責任 (4) 

註(
1
)
ア
メ
リ
カ
法
の
動
向
は
、
木
下
毅
『
英
米
契
約
法
の
理
論
(
第
二
版
)
』
(
昭
和
六

O
年
、
特
に
二
三
六
頁
以
下
)
、
久
保
宏
之
「
ア
メ
リ
カ
契
約

法
に
お
け
る
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
|
|
歴
史
・
現
状
・
そ
し
て
将
来
の
展
望
|
|
(
一
、
二
)
(
完
)
」
(
六
甲
台
論
集
二
八
巻
二
号
七
四
頁
、
三

号一

O
六
頁
、
昭
和
六
一
年
)
、
道
田
信
一
郎
「
契
約
社
会
|
|
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
違
い
を
見
る
|
|
』
(
昭
和
六
二
年
)
、
円
谷
峻
『
契
約
の
成

立
と
責
任
』
(
昭
和
六
三
年
、
特
に
一

O
六
頁
、
一
九
九
頁
以
下
)
、
樋
口
範
雄
「
論
文
紹
介
-m，
R
B宅
R
F
H
V
2
8ロ門
E
2
5
-
E与
巴
守
山
口
仏

3
・巾ロ
B-口
同
弓
〉
mH吋
2
5巾
口
同
回
一
司
同
町
同

)gーロロ
m
出
口
己
司
包
ぽ
己

z
m
m
o丘町
5
0ロ
タ
∞
吋
打
。
}
己
ョ
・
問
、

HN2--NH叶
宮
(
呂
∞
叶
)
」
[
冨
∞
∞

N]
ア
メ
リ

カ
法
二
八

O
頁
参
照
。

(
2
)
君
主
g
gロ
は
出
o
-
5
2
か
ら
客
観
理
論
を
継
承
し
、
そ
れ
を
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
導
入
し
た
人
物
と
さ
れ
る
。
彼
の
見
解
に
つ
い
て
は
、

巧一一
}
E
g
w
〉
門
叶
g
江
田
巾
。
ロ
同
町
巾
】
出
巧

a
S
E
E
n仲田岨

B
i∞
a
a
E
o
p
g
-
-
H
W
E
ω
∞
を
参
照
す
る
(
初
版
(
一
九
二

O
年
)
未
入
手
の

た
め
、
改
訂
版
を
用
い
る
が
、
司
Z
P
B
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
版
で
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
は
な
い
と
さ
れ
る
)
。
他
方
、
。
。
円
σ
E
は
t
司
王
町
件
。
ロ
と
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説

と
も
に
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
採
択
に
携
わ
り
、

8
5
5
2巳
古
口
に
つ
い
て
、
何
回
邑

0
8
の
考
え
を
受
け
継
い
で
町
三

g
g
H当
日

E
Oロ
と
対

立
し
、
結
局
七
8
5
5
8弓

g
E
3巳
の
導
入
に
成
功
し
た
人
物
で
あ
る
。
彼
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
(
U

。円

σzw
〉

g
B
H
)
Z
F
E位
認
可
巾
白
色
印
巾

。ロ門
Z
E
g
m
o同円。口同
E
2
g
d
F
〈C
「
戸

E
S
を
参
照
す
る

(
C
E
0
5
に
よ
れ
ば
、
本
書
の
主
軸
は
一
九
二

O
年
頃
に
は
既
に
定
ま
っ
て

お
り
、
。
。
号
宮
は
そ
れ
を
も
っ
て
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
起
草
に
臨
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
ギ
ル
モ
ア
(
森
達
・
三
和
一
博
・
今
上
益
雄
訳
)
『
契

約
法
の
死
』
(
昭
和
五
四
年
)
五
七
頁
以
下
参
照
)
。

(
3
)
ヨ

E
∞Z
P
8・
門
戸
山
N
F

右
・
日
品
呂
・

(
4
)
君
主
-
2
0
p
o匂・

n
F
2
2
〉
・
呂
場
℃
℃
・
邑
印
N

(
5
)
ヨ
]
ロ

2
2
8・
nx-
ム
N
戸

3
・

2
E
-

(6)
巧
一
一
口
広

S
U
8・
門
戸
山
N
Y
目当・

ωω

出
そ
こ
で
は
、
司
自
己
の
有
名
な
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(
7
)
ヨ

]
]
E
o
p
o℃・円巳与-常門.

(
8立)詞ヨ--ロ巨}ロ-印吉ロ噂。匂
-
n
p・
ム
朗
自
・
N

∞

Pω
工
∞
・
℃
℃

-
E
1
2・
窓
口
∞
-

(9)
当日]}一件。
P
。℃・円
-
f
明
日
-
U
℃
E
E
l
-
m
∞
・
(
た
だ
し
、
捺
印
証
書
に
よ
る
申
込
と
オ
プ
シ
ョ
ン
契
約
は
そ
の
例
外
で
あ
る
。
)

(
叩
)
当

E
E
8・
。
℃
-
n
R
-
ム
ロ
少

3
・
品
定
!
g
N
・

(
日
)
。
。
号
E
・。円
y
n
-
7
m
H
H
w

匂H
Y
N
H
N
ω

・
申
込
は
意
思
の
表
示
(
巾
凶
胃
2
乱
。
ロ
え
項
目
ロ

2
5
Rロ片山
O
ロ
)
で
あ
り
、
意
向
の
表
示
(
巾
凶
℃
g

g

g
ロ

。
同
者
三
一
口
相
川
口
巾
印
印
)
と
は
区
別
さ
れ
る
、
と
も
す
る
。

(臼
)
(
U
O
『ず
E
・
0
匂・

n-Fw
間一
N
M
W

℃円)・日
ω
l
印∞・

(
日
)
当
事
者
の
言
動
が
申
込
に
当
た
る
か
否
か
は
解
釈
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
、
そ
の
解
釈
は
契
約
内
容
に
関
す
る
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
、
と
し
て
い

る
お

2
z
p
o℃
・
門
広
w

山
口
・
℃
℃

g

l
日
・
そ
れ
ゆ
え
、
当
事
者
の
一
方
が
そ
の
言
動
に
与
え
た
意
味
、
そ
れ
に
対
す
る
相
手
方
の
理
解
、
ど
ち

ら
か
の
当
事
者
が
相
手
方
の
意
思
を
現
に
知
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
知
り
え
た
か
な
ど
の
諸
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
「
契
約
の
解
釈
」
に
つ
き
詳
し
く
は
、
鹿
野
菜
穂
子
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
契
約
の
解
釈
と
当
事
者
の
意
思
(
一
、
二
)
(
未

完
)
」
(
九
大
法
学
五
七
号
九
五
頁
、
六

O
号
二
二
三
頁
、
平
成
元
年
|
二
年
)
参
照
)
。

(
U
)
(
U
O
『E
P
。u
-
n
-
f
m
m
ω
A
F
W
H
O
A
F
W
H
o
m
-
H
C
戸
間
)
匂
・
坦
坦

H
O
印w
ω
N
印
ω
ω
0
・
ωω

品lωω
叶
(
(
リ
円
〈
。
戸

H
H
F
H
U
品。・明日
ω
∞
・
円
}
刀
印
印
叶
印
・
)

(
日
)
(
リ
。
ユ
u
g
w

。匂
-
n
X
J
Z
H
H
H
N
W
H
】同)・

N
H
N
印

論
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ロ
(
)
円
(
目
的
・

3
3
4崎
将

(~) Corbin， op. cit.， ~~ 29-30， pp. 66-83. (，蛍同日J8葉遊。「蝋|時Q駐留五J8~m砲-\J-\'1J~' question of factよj杓平二時。)

(口)Corbin， op. cit.， ~ 38， pp. 117-122 

(~) Corbin， op. cit.， ~ ~ 51， 200， 206， pp. 161-162， 653←658， 675-683. 

(~) ，似稔援桝J8担咽(富士R~~ -\Q時 Goodman v. Dicker (総 11!葉憾 11料輸陛)以";;:>^1~の為 (Corbin， op. cit.， ~~ 204-205， 

pp. 663-675)' 草原例目盛義1!l 8~露!mo\{<i漏~~t{l+':!:Qt2特b トJ 二時 ~:!;，) V '怜〈総握桝J8ボ軍人J~ :t:l m岨わさ手心~ν ユぉユ。

(日)寝十民主縦lぱ 1)11lIt2~きわど.，;;:> 8 手J~~ポユ為， (-1~'同士~rく記7特訓悌t21実J トJ(.:j)非t6醤a単語ユ今年'1眠時人J8i経 l )E. 8 :!iJ l咲o\{<i..JドユトQ'

人U+.:!Heyer Products Co. v. United States， 140 F. Supp. 409， 1956.，;;:>j岡田初長時。

(民) Hoffman 怖を~量生 8~室料 8^れ-\D~t2榊叫~' case book 平J";;:>吋v倫理主収J~二時 81主将 81110 ヰiZミ'~平;.，;;:>~l民主羽目出 1111lI~ミ

「や〈総爆継Jt2~寝匝初~小トQJJ戸lJo¥{<ij&;里民t2'ltJ 8国相生命寂E持o\{<i~里山い二時。 Summers，“Good faith" in General Contract 

Law and The Sales Provisions of The Uniform Commercial Code， 54 Virginia L. Rev. 195， 1968 (Good faith -¥J 

笠写会長d~ 二' 今うH.!.盟主題Q縛国t20ニν士重， a;DlI<8沼轄 (outof pocket)ヰゴむやお"V"' ~最古E草原制il (Ioss of expectancy: '魁

!と菜畑」やお"V"''!J!!Q模定相Jt2矧+.:!時).，;;:>1iW組収)~二時 γ 崎1J ~-\Qt{l'ムJ私的 Henderson， Promissory Estoppel and Tradi-

tional Contract Doctrine， 78 Yale L. J. 343， 1969 (定限宮邸l凶 111I8Jl!l!i::JiE摺製品J現a'ltJ 8罰則.1{]io¥{<i1悔いJJ-¥J o¥{<i由主-¥J..J+.:!

纏わ<0~翠余 t2~' t例措送付IDf¥';纏わく嬰余・StanleyD. Henderson， Promissory Estoppel and Traditional Contract Doctrine， 

78 Yale L. J. 343 (1969)J [1970-2Jトスむ侭斑IlgrO]m(為時的 Note， Once More into the Breach : Promissory 

Estoppel and Traditional Damage Doctrine， 37 University of Chicago L. Rev. 559， 1970. (短長ru:;~:!:主， '!J!!Q臨定相」

~~t6"V"' ，主要注実相(陸型Zç~*調)J 為接選1!l-\'1J~二時 γ 初下J必の'よJ濡"V" O)

(日)，任ば}8懸@1Jt2g]iP い~' U. C. C. ~ 2-205:Q ，岳地軍保宍」拠総公 +.:!.1{]i .，;;:>り~~ド当初心おユ。

(~)縫令 t2~' -14-巨樹7同「纏わ<~遅〈宍・ Charles L. Knapp， Enforcing the Contract to Bargain， 44 N. Y. U. L. Rev. 673 

(1969)J [1970-2J ~ス~-1そ鴬 11gr附固有当時的。

(~)ト準君尉<~ど Q ト J8$割Q幸三軍当F ヤ紳士=--K早J";;:>lIl天心£時 (Courtney& Fairbanks Ltd. v. Tolaini Brothers (Hotels) 
Ltd.， [1975J 1 All E. R. 716足将士号時 Denning8f岡田町。

(自)Corbin ~I十濯Qど附~-\J..Jド'or::Wとv トJ 心o\{<i特bドユの (Cf. Knapp， op. cit.， p. 674)。
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説

(
お
)
関
口
同
℃
℃
は
予
備
的
契
約
を
認
め
た
裁
判
例
も
、
他
の
論
文
も
挙
げ
て
い
な
い
。
多
分
見
当
た
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
Q
S
W
事
件
が
参
照
さ

れ
て
い
な
い
の
は
、
執
筆
時
期
と
の
関
係
か
ら
で
あ
ろ
う
か
)
。
た
だ
、
凶
器

S
F
吋
げ
巾
官
百
己
主
巾
え
m
o
o
仏
内
包
門
町
一
口
任
問
問
。
『
ヨ
白
色
0
3
0
同

円。ロ可

R
F
印
ω
丘
町
O
昇
、
吋
『
吉
田
白
血
2
F
・
〕
-
H
(
H
S
O
)
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
契
約
を
暗
黙
の
う
ち
に
認
め
た
裁
判
例
は
同

guu論
文
以
前
に

も
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
(
司
自
印
国
P
。
唱
・
巳
f
E
)
N
N
N
ω
)
。
出
回
g
E
論
文
に
つ
い
て
は
、
吉
田
直
『
ア
メ
リ
カ
商
事
契
約
法
|
|
統
一
商
事

法
典
を
中
心
に
|
|
』
(
平
成
三
年
、
特
に
一
七
八
頁
以
下
)
参
照
。

(幻
)
ω
n
y
r
包
ロ
m
q
w
司
2
5
白
昨
日
。
ロ
え
の
。
ロ
門
司
白
n
g
・
4

〈
。
-
・
戸
℃
℃
・
5
∞
ω
(
回
目
∞
印
)
民
・
な
お
、
本
書
の
紹
介
と
し
て
、
木
下
毅
「
著
書
紹
介
・
同
・
ω
・

ω
門
匡
巾
印
E
m
q
咽
明
。
口
出
血
昨
日
O
口
。
同
わ
。
ロ
門
司
白
丘
団
一
〉
ω
E
門
々
。
同
門
町
巾
h
o
g
H
H
M
。
ロ
(
U
C
円
巾
。
『
F
m
w
m
一
山
一
ω
百
件
。
g
p
N
〈
。
]
印
ψ

呂
町
∞
」
[
呂
吋
。
l
H
]
ア

メ
リ
カ
法
二
七
頁
が
あ
る
。

(
お
)
E
H
E
君
。
丘
町
噌
(
U
O
ロ
門
E
n
g
-
Z
ω
-
N日‘

N
少
円
}
匂
・
同
∞
ω
E
N
・
(
「
交
渉
破
棄
L

に
課
さ
れ
る
責
任
は
不
法
行
為
責
任
と
す
る
。
)

(
却
)
同
町
内
凶
司
自
宅
2
5
唱
。
匂
・
巳
門
-
w
附
ω
-
N
少
℃
日
)
-
H
∞
吋
E
N
・
ぬ
。
。
巳

P
R
V
と
特
定
と
の
関
係
は
、
Z
N
・
5
w
ω
-
N
∞
・
吋
口
L
V
H
)
・
ロ
コ
w
H
E
l
N
O
N
-

日白
l
叩
宮
参
照
。
ま
た
契
約
書
の
作
成
を
予
定
し
て
い
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
明
ω
・
∞
u
U
H
)
・
己
申
l
H
N
N
を
、
部
分
的
な
合
意
が
な
さ
れ
た
事
案
に
つ

い
て
は
、
附
ω
-
N
申
w
H
)
U
-
N
C
N
N
C
∞
を
参
照
。

(
初
)
な
お
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
比
べ
、
「
契
約
の
成
立
」
に
関
し
て
「
当
事
者
の
意
思
L

を
よ
り
重
視

し
て
い
る
(
た
と
え
ば
二

O
条
。
こ
の
点
は
、
鹿
野
・
前
掲
論
文
参
照
)
。

(
但
)
た
だ
、
そ
こ
で
「
練
り
上
げ
型
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
明
確
で
な
い
。
コ
メ
ン
ト
で
は
己
わ
-
h
間

N
i
N
2
全
体
が
参
照
さ
れ
て
い

る
が
、
閉
山
市
匂
〔
E
2
.
∞
ロ
。
Z
で
は
叩
N
i
N
2
3
)
し
か
引
用
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
辺
)
司
白
叶
ロ
∞
4
4
。
ユ
}
M
W
O
円
】
円
山
丹
-
w
Z
ω
・
ω
印
w
℃
℃
H
O
∞
l
H
Z
・

(
回
)
既
に
そ
の
紹
介
と
し
て
、
樋
口
・
前
掲
論
文
が
あ
る
。

(
斜
)
申
込
の
自
由
な
撤
回
を
許
す
の
も
こ
の
考
え
に
由
来
す
る
、
と
い
う
重
要
な
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
(
℃
匂
・
M
M
H
N
N
N
)
。

(
お
)
彼
は
現
実
の
出
摘
(
。
5
0
同
日
出
n
w
o
門
)
の
他
、
機
会
の
喪
失
2
0
2
0
℃

3
3
5
-々
)
も
「
信
頼
利
益
」
に
含
ま
れ
る
と
す
る
(
右
-
N
ω
ω
N
ω
申
・

な
お
、
こ
れ
と
「
期
待
利
益
(
]
。
ぇ
巾
凶
℃
m
n
S
F
)
口
一
一
履
行
利
益
)
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
)
。

(
羽
)
誠
実
性
に
つ
い
て
は
、
全
国
労
働
関
係
法

(
Z己
目
。
口
同
こ
し
白
σO叶
月
四
一
阻
止
。

E
〉
三
)
の
団
体
交
渉
に
お
け
る
誠
実
交
渉
条
項
を
手
掛
か
り
に
、

不
誠
実
の
具
体
例
を
幾
っ
か
挙
げ
て
い
る
(
宅
-
N
S
呂
町
)
。

論
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契約交渉の破棄とその責任 (4) 

(
幻
)
ア
メ
リ
カ
の
予
備
的
契
約
に
つ
い
て
は
、
則
定
隆
男
『
契
約
成
立
と
レ
タ
l
・
オ
プ
・
イ
ン
テ
ン
ト

l
l
契
約
成
立
過
程
に
お
け
る
コ
ミ
ユ
ニ

ケ

l
シ
ヨ
ン
』
(
平
成
二
年
)
の
他
、
中
村
田
田
美
寸
不
動
産
取
引
契
約
と
交
渉
契
約
|
|
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
交
渉
契
約
の
拘
束
力
を
め
ぐ
っ
て

|
|
」
(
法
学
政
治
学
論
究
九
号
二
六
七
頁
、
平
成
三
年
)
も
参
照
。

(
お
)
こ
こ
で
「
第
一
三
回
国
際
比
較
法
会
議
L

の
報
告
に
基
づ
き
、
「
交
渉
破
棄
」
を
め
ぐ
る
各
国
の
状
況
を
一
瞥
し
て
お
く
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
:
:
:
「
履
行
利
益
の
賠
償
し
を
認
め
た
裁
判
例
は
あ
る
が
(
巧
包

Z
5
2
2
2
2互
角
田

Z
5
F
E・
4
・
呂
田
町

R
・
2
g∞)

H
E
品
わ
門
岡
山

ω
∞
吋
)
、
こ
れ
は
「
誤
信
惹
起
型
」
に
関
す
る
も
の
で
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
「
信
頼
利
益
」
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

さ
れ
る
(
詳
し
く
は
、
小
野
新
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
約
束
的
禁
反
言
・
補
論
|
|
者
白
1
0
5
皆

2
2
(円
三
角
2
2
S
E
Q
-
〈・

富
山

y
q
事
件
に
よ
せ
て
|
|
」
(
専
修
大
学
法
学
研
究
所
紀
要
一
六
号
一
一
八
頁
、
平
成
三
年
)
参
照
)
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
:
:
:
「
誤
信
惹
起
型
L

は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
「
信
頼
裏
切
り
型
L

に
つ
き
、
裁
判
例
は
動
揺
し
て
い
る
。
七

0
年
代
末
に

は
そ
れ
を
容
認
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
八

0
年
代
に
は
否
定
的
な
裁
判
例
も
現
わ
れ
て
い
る
。

ベ
ル
ギ
ー
:
:
:
予
備
的
契
約
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
の
で
、
十
分
に
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
寸
信
頼
裏
切
り
型
」
は
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
た
だ
し
、
責
任
の
効
果
と
し
て
、
「
履
行
利
益
の
賠
償
」
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

デ
ン
マ
ー
ク
:
:
:
寸
誤
信
惹
起
型
」
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
信
頼
裏
切
り
型
」
に
つ
い
て
は
、
契
約
を
認
定
す
る
こ
と
で
救
済
が
図
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ア
:
:
:
イ
タ
リ
ア
民
法
典
ご
九
四
二
年
)
に
は
、
交
渉
中
も
誠
実
に
行
動
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
規
定
(
一
三
三
七
条
)
が
あ
り
、

「
誤
信
惹
起
型
」
も
「
信
頼
裏
切
り
型
」
(
効
果
は
寸
信
頼
利
益
の
賠
償
L
)

も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
右
と
同
種
の
規
定
は
イ
ス
ラ
エ

ル
一
般
契
約
法
に
も
あ
り
(
同
法
・
一
二
条
)
、
こ
こ
で
も
「
誤
信
惹
起
型
L

の
み
な
ら
ず
、
「
信
頼
裏
切
り
型
」
も
認
め
ら
れ
て
い
る
(
裁

判
の
な
か
に
は
、
責
任
の
効
果
は
寸
信
頼
利
益
の
賠
償
」
に
限
ら
れ
な
い
と
説
く
も
の
も
あ
る
が
、
学
説
は
批
判
的
で
あ
る
)
。

オ
ラ
ン
ダ
:
:
:
寸
信
頼
裏
切
り
型
」
も
容
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
交
渉
が
最
終
段
階
に
達
し
て
い
れ
ば
、
責
任
の
効
果
と
し
て
「
履
行
利
益
の

賠
償
」
ま
で
認
め
ら
れ
う
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ス
イ
ス
:
:
:
「
交
渉
破
棄
L

は
「
契
約
締
結
上
の
過
失
L

で
処
理
さ
れ
る
が
、
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
「
誤
信
惹
起
型
」
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
:
:
:
「
交
渉
破
棄
L

は
責
任
を
発
生
さ
せ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、
寸
誤
信
惹
起
型
L

で
は
、
責
任
が
認
め
ら
れ
は
じ
め
た
(
図
。
凶

〈
-
冨
Hagロ
己
∞
白
ロ
}
内
戸
庁
内
同

-
w
[
5
3
]
N
F
Z
E
w
m
河

8
・
SH)
。
ま
た
予
備
的
契
約
を
認
め
る
べ
し
、
と
の
主
張
も
な
さ
れ
て
い
る
。
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説

そ
の
他
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
は
勿
論
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
カ
ナ
ダ
(
ケ
ベ
ツ
ク
と
そ
れ
以
外
)
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ト
ル
コ
、
ベ
ネ
ゼ
エ
ラ
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
な
ど
か
ら
報
告
が
な
さ
れ
、
そ
れ

ら
の
大
部
分
は
因
。
ロ
色
5
u
3・巾
n
c
E
3
2
5
}
巴
白
σ
E
q
w
同州市七

2
z
z
p巾
阿
ロ
ロ
『
戸
(
い
。
ロ
m
z
g
w
目
白
芯
百
三
芯
口
問
]
〉
円
白
色
巾
B
M『
O
同

門

U
0
5
匂白円印丘
4
2
F問看
-
E
O口同門
g
f
(い白ロ白色
m
y
H

∞
N

品
〉
ロ
関
口
印
同

5
8‘
呂
巴
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

三泊、

両岡

(
補
註
1
)
の
さ
江
口
印
の
契
約
理
論
を
理
解
す
る
た
め
の
前
提
を
な
す
、
。
。
ロ
ロ
包
の
契
約
理
論
に
つ
い
て
は
、
小
川
浩
三
「
F
・
コ
ナ
ン
の
契
約
理
論

(
て
二
)
(
未
完
)
」
(
北
大
法
学
論
集
三
五
巻
六
号
八
七
頁
、
三
八
巻
一
号
三
七
頁
、
昭
和
六

O

六
二
年
)
参
照
。

(
補
註
2
)
U白ヨ
c
Z
E
Z
は
、
申
込
維
持
義
務
を
負
う
こ
と
を
、
相
手
方
に
契
約
を
形
成
す
る
権
利
を
与
え
る
こ
と
と
同
視
す
る
ゆ
え
、
「
申
込
の
撤

回
」
に
効
力
は
な
い
、
と
考
え
る
(
口
。
白
)
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
と
匂
2
5
2
R
Z
E
E広
E
Z
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
な
い
(
こ
の
点
に

関
す
る
∞
o
-
8
8白
骨
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
第
四
部
第
二
編
参
照
)
。

[
本
号
の
訂
正
]

第
三
部
第
二
編
第
一
章
第
二
節
の
註
(
日
)
の
四
行
目
一

ω
n
y
E
P
告
-
n
F
ロ。
ω

邑
ゲ
印
N
O
W
3
g
p
N
芯
lN
∞C
(

傍
線
部
追
加
)

同
第
二
章
第
二
節
の
註
(
必
)
の
五
行
目
ニ
ミ
印
wロ。
ω

に
品
目
0

・
怠
N
I
S
m
-
円

6
・
5
N
H
C
印
wω
弓

ω∞ω
(傍
線
部
追
加
)
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